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はじめに 
 
  近年、毎年のように日本のどこかで大規模災害が発生しています。被災者支援には、

発災直後から元の生活に戻ることができるまで、長期間できめ細かな支援が求められま

す。私たち理学療法士・作業療法士は、病院単位のチームでの支援だけでなく、都道府

県単位の組織、または、個人の専門職として、様々な形で現地に赴くことが出来ます。 

現地では、予防を目的とした個別支援、集団支援、相談支援、環境整備、ならび被災者

やボランティアを含む支援者等への助言・指導などのニーズがあり、地域リハビリテー

ション活動で培った対象者や生活環境のアセスメントやマネージメント力を役立ててい

きたいと考えております。 

しかし、過去の災害発生時には十分に対応できていませんでした。リハビリテーショ

ン関連団体や専門職等による外部支援終了後に住民の介護サービスへの依存度の増大、

地域サービスへの申し送りが不十分で、サービス継続や移行に労力が必要であった、等

課題も残されています。今後はリハビリテーション専門職の災害時支援についての知識、

技術、の質の向上が求められています。 

 

  本事業では、災害時リハ支援対応に向けた行政理学療法士・作業療法士の課題と役割 

と体制づくりへの提言を行うために、自治体および保健所を対象にアンケート調査とヒ 

アリング調査、報告集会を実施しました。災害支援における平時からの保健師とリハビ 

リテーション専門職との連携や行政機関に所属するリハ専門職の役割、今後リハビリテ 

ーション専門職による災害支援を充実させるために、保健師をはじめとした支援に関わ 

る関連職種や地域保健および公衆衛生に関するリハ専門職の理解促進、そして、平時か 

ら多職種間の相互連携や連携体制の構築が重要であることが示唆されました。 

  本事業にご協力いただきました関係者の皆様に深謝いたします。 
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【事業結果の要約】 

災害時リハ支援対応に向けた行政理学療法士・作業療法士の課題と役割 

平素からの保健所・保健師等との体制づくりへの提言 

目的 

災害支援おけるリハビリテーション専門職（以下、リハ専門職）の関わりと課題を明確

にするために調査を実施した。 

１）災害時のリハ専門職による支援に向けて行政機関に所属するリハ専門職の役割 

２）平時からの保健所及び市町村の保健師等との支援体制づくりのあり方 

方法 

１．アンケート調査（調査対象：保健所または市町村役場の保健師対象） 
２．ヒアリング調査 
 ①岩手県 医療政策室              （平成 29 年 11 月 18 日） 
 ②広島県 地域包括ケア・高齢者支援課、健康対策課（平成 29 年 12 月 ８日） 
 ③熊本県 認知症対策・地域ケア推進課      （平成 29 年 12 月 ８日） 
３．報告集会開催 
結果 

                        

                

            

                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１－３．リハ専門職の必要性について 

災害時の支援体制構築に向けて、リハ専門

職が求められ、行政機関への平時からの 
リハ専門職の配置を必要と半数以上が感

じていた。 

１－２．保健所への調査から 
回収率 41.8%（ 23/  55 か所） 
リハ専門職の派遣調整や専門職団体と連絡・相

談窓口、および調整本部等の会議への参加に関

するニーズが多かった。 

１－１．市町村への調査から 
回収率 38.2%（ 39/ 102 か所）  
リハ専門職への直接的な支援のニーズ

多いが、実施状況の割合は低かった。



２．ヒアリング調査から 

避難所での健康支援の実態およびリハ専門職の支援の現状 

・発災直後より、多くの各種支援チームが得られたが、協働におけるコミュニケーションの部分 

で難しい部分があった。 

災害時の行政機関に勤務するリハ専門職の役割や期待 

・リハ専門職には、個別支援、集団支援、相談支援、環境整備、ボランティア等への指導などの

ニーズがあり、地域リハビリテーションの一環としての災害時活動である。 
平時からの取り組むべきこと（保健所等との連携など） 
・平時から顔の見える関係を構築していくことが非常に重要であり、災害を想定した訓練を関連 

機関と合同で開催の有効である。 
３．報告集会 
日時：平成 30 年 2 月 9 日（金） 14 時～17 時 ・ フクラシア東京ステーション会議室 H 
参加者：77 名 
結果：災害支援における平時からの保健師とリハ専門職との連携や行政機関に所属するリハ専 

門職の役割について講演および意見交換が行われた。今後リハ専門職による災害支援を充 
実させるために、保健師をはじめとした支援に関わる関連職種や地域保健および公衆衛生 
に関するリハ専門職の理解促進、そして、平時から多職種間の相互連携や連携体制の構築 

が重要であることが示唆された。 

体制作りへの提言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リハ専門職の支援・受援の窓口はリハ専門

職で行うことが有用であり、活動拠点の創

出が望まれる 

＜拠点の例＞ 

・行政機関の理学療法士・作業療法士 

・都道府県理学療法士・作業療法士会 

との連携 

○リハ専門職へのニーズと実施状況の乖離の解消 

○リハ専門職の支援の量と質の確保 

リハ専門職に対する地域保健や 

公衆衛生教育・研修の必要性 

大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」（平成２９ 年 ７月５ 日）科

発０７０５第３ 号 医政発０７０５第４号 健発０７０５第６ 号 薬 生 発 ０ ７ ０ 

５ 第 １ 号 障 発 ０７０５第２ 号通知より）一部加筆 

都道府県理学療法・作業療

法士会からの人材派遣 
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第１章 本事業の概要 

 

１．研究背景と目的 

大規模災害発生時の被災者への医療支援については、DMAT（災害派遣医療チーム）や JMAT

（日本医師会災害医療チーム）が、健康支援に関しては、保健所及び市町村の保健師や DHEAT

（災害時健康危機管理支援チーム）がその役割を担っている。過去の大規模災害における

理学療法士や作業療法士（以下、リハ専門職）の支援活動から、健康支援のうち、廃用や

障害の重症化予防といった二次障害予防に関して、リハ専門職の視点からも介入できる要

素があると考えられた。 

一方、近年の大規模災害発生時の活動を振り返ると、リハ専門職による外部支援終了後

に住民の介護サービスへの依存度の増大や発災前の地域サービスへの申し送りが不十分で、

サービス継続や移行に労力が必要であった、等課題も山積している。 

更に、被災者への直接支援体制だけでなく、外部支援を受ける際の受援体制における現

状課題やニーズの掘り起こしも必要だと考えた。 

そこで、災害支援おけるリハ専門職の関わりについての実態と課題を調査し、災害時リ

ハ支援対応に向けた行政リハ専門職の役割および平時からの保健所及び市町村保健師等と

の支援・受援体制づくりのあり方を検討する。 

 

２．実施方法 

大規模災害を経験した関係者や、災害支援経験のある行政職員や保健所及び市町村保健師

に対して、アンケート調査およびヒアリング調査を行った。また、調査結果の報告会を行政職員、保

健所保健師、リハ専門職を対象に実施し、広く意見交換を行った。 

 

１．アンケート調査（調査対象：保健所または市町村役場の保健師対象） 

  ・災害支援の際に、避難所でのリハ専門職の支援の実態や支援体制の整備状況等および 

   リハ専門職の支援が今後望まれることを明らかにする。 

２．ヒアリング調査（調査対象：都道府県本庁職員） 

   以下の項目について聴取し、行政機関が求める支援体制のあり方を明らかにする。 

  ・大規模災害におけるリハ専門職の派遣等に関する行政機関の役割   

  ・行政機関に所属するリハ専門職の役割（または期待すること）  

  ・平時からの保健所や市町村役場の保健師との連携 

  ・リハ専門職に期待すること 

３．報告集会開催 

  ・災害支援の際に、避難所等でのリハ専門職による支援のあり方や市町村・保健所等の 

   役割を踏まえた保健師との連携について学義整理する。 

 

－ 1 －



第２章 アンケート調査 

 

第１節 目的と方法 

 

１．調査目的 

避難所でのリハ専門職の支援の実態や今後望まれること、また支援体制の整備状況等

を明らかにすることを目的とした。 

 

２．調査対象 

  大規模災害を経験した行政関係者とし、以下の項目に合致する都道府県管轄の保健所

および市町村役場または管轄の保健センターを抽出した。 

1. 激甚災害の指定を受けた被災地（局激の場合は該当地域のみ、内閣府HPより） 

2. 東日本大震災以降 

3. 直近1年以内に発生した地域を除く 

 

３．調査方法 

調査方法は、自記式調査票調査とし、郵送により配布・回収を行った。 

 

４．調査期間 

  平成29年10月16日から10月28日とした。 

尚、回収状況に鑑み、12月15日到着分までを有効回答とした。 

 

５．データの分析  

１） 調査項目 

避難所や仮設住宅における評価やマネジメントおよび連携体制など、リハビリ専門職

として専門性を活かし発災後及び平時から担える役割を、調査項目とした。  

【主な調査項目】 

・避難所や仮設住宅における支援の必要性や対応の有無 

・避難所や仮設住宅における支援の実施職種と実施を希望する職種 

・行政組織に必要な専門職種 

 

２） 解析方法 

  得られたデータから必要に応じて単純集計およびクロス集計を行った。 
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６．倫理的配慮 

すべての調査対象者に対し、本調査の研究の趣旨・目的、およびデータの活用方法を書

面により説明した。また、調査への拒否、一部の質問項目への回答拒否があっても何ら不

利益が生じないことを書面により説明し、同意は調査の回答をもってみなすこととした。  
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第２節 調査結果 

 

１．市町村 

 

対象市町村役場または保健センター102 ヶ所へ発送し、39 ヶ所より回収を得た（回収

率：38.2％）。回答職種は保健師・看護師が最も多く、リハビリ専門職の配置状況では理

学療法士・作業療法士ともに 3ヶ所（7.7％）であった。（表 1・2） 

平時から行政組織に必要と感じる職種は保健師・看護師、管理栄養士、精神保健福祉

士の順に割合が高く、リハビリ専門職は 41.0％であった。（表 3）また、管轄内にて仮設

住宅を設置された市町村は、53.8％であった。（表 4） 

 

 

 

表 1 回答職種 

 

 

表 2 リハビリ専門職の配置状況 

 

 

表 3 平時から行政組織に必要と感じる職種 

 

 

表 4 仮設住宅の設置有無 

 

合計 医師
保健師

看護師

行政

事務職

リハビリ

専門職
その他

39 0 38 1 0 0

0.0% 97.4% 2.6% 0.0% 0.0%

合計
理学療法士

あり

作業療法士

あり

39 3 3

7.7% 7.7%

合計 医師
保健師

看護師

精神保健

福祉士

管理

栄養士

リハビリ

専門職
その他

39 13 38 21 34 16 7

33.3% 97.4% 53.8% 87.2% 41.0% 17.9%

合計 あり なし 無回答

39 21 17 1

53.8% 43.6% 2.6%
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・避難所環境等（集団）への対応 

対応の必要性（現場のニーズ）があった項目は、トイレ設備・環境の確認や調整、有

病者や要援護者の把握、更衣ができる環境の調整、本部の情報交換会への出席にて 9 割

を超えていた。対応・支援の実施があった項目では、有病者や要援護者の把握のみ 9 割

を超え、ついで本部の情報交換会への出席、トイレ設備・環境の確認や調整の順に割合

が高かった。（図 1） 

   

 

 
図 1 対応の必要性（現場のニーズ）および対応・支援の実施 

 

88.9%

55.2%

86.8%

77.8%

74.3%

61.8%

63.6%

73.5%

74.3%

94.6%

64.7%

92.3%

74.4%

97.4%

92.3%

89.7%

87.2%

84.6%

87.2%

89.7%

94.9%

87.2%

0% 25% 50% 75% 100%

本部の情報交換会への

出席

入浴設備の確認や

用具の手配

トイレ設備・環境の

確認や調整

更衣ができる環境の調整

食事環境の調整

避難所周辺における移動環境の

確認とリスクの周知

避難所内の移動環境の工夫

立ち座りに必要な用具や環境の

工夫

アセスメントにもとづく、

環境整備の提案

有病者や要援護者の把握

避難所アセスメントシートの

作成

対応の必要性あり 対応・支援の実施あり
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対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における今後実施を希望する専門職につ

いて、リハビリ専門職を希望する割合は、立ち座りに必要な用具や環境の工夫、避難所

内の移動環境の工夫、入浴設備の確認や用具の手配の順に高かった。一方、保健師・看

護師を希望する割合は、有病者や要援護者の把握、食事環境の調整、本部の情報交換会

への出席の順に高かった。（図 2） 

 

 

 

図 2 対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における 

今後実施を希望する専門職（ニーズ） 

75.0%

48.3%

71.1%

52.8%

80.0%

35.3%

54.5%

61.8%

71.4%

83.8%

58.8%

22.2%

58.6%

42.1%

8.3%

11.4%

44.1%

63.6%

85.3%

48.6%

37.8%

26.5%

0% 25% 50% 75% 100%

本部の情報交換会への

出席 (n=36)

入浴設備の確認や

用具の手配 (n=29)

トイレ設備・環境の

確認や調整 (n=38)

更衣ができる環境の調整
(n=36)

食事環境の調整 (n=35)

避難所周辺における移動環境

の

確認とリスクの周知 (n=34)

避難所内の移動環境の工夫
(n=33)

立ち座りに必要な用具や環境

の工夫 (n=34)
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対応・支援の実施があった地域におけるリハビリ専門職へのニーズと実施状況は、と

もに立ち上がりに必要な用具や環境の工夫、避難所内の移動環境の工夫の割合が高かっ

た。また、11項目すべてにおいてニーズより実施状況の割合が低かった。（図 3） 

 

 

 

 

 

図 3 対応・支援の実施があった地域における 
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対応・支援の実施があった地域における保健師・看護師へのニーズは、有病者や要援

護者の把握、食事環境の調整、アセスメントにもとづく環境整備の提案の順に、実施状

況では、立ち座りに必要な用具や環境の工夫、有病者や要支援者の把握、避難所アセス

メントシートの作成の順に高く、ニーズと実施状況との順序に相違がみられた。また、8

項目においてニーズより実施状況の割合が高かった。（図 4） 

 

 

 

図 4 対応・支援の実施があった地域における 

保健師・看護師へのニーズと実施状況 
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対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施はなかった地域における

今後実施を希望する専門職（ニーズ）について、リハビリ専門職を希望する割合は、立

ち座りに必要な用具や環境の工夫、入浴設備の確認や用具の手配、避難所内の移動環境

の工夫の順に高かった。一方、保健師・看護師を希望する割合では、有病者や要援護者

の把握、本部の情報交換会、食事環境の調整への参加の順に高かった。（図 5） 
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行政へのリハビリ専門職の配置希望別におけるリハビリ専門職へのニーズは、設置希

望に該当する地域にて、立ち座りに必要な用具や環境の工夫、避難所内の移動環境の工

夫、避難所周辺における移動環境の確認とリスクの周知の順に割合が高かった。（図 6） 

  

 

 

 

 

 
図 6 行政へのリハビリ専門職の配置希望別 
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・避難所における避難者（個人）への対応 

対応の必要性（現場のニーズ）があった項目は、意思疎通能力の評価・助言、立ち座

り・移動能力の評価・助言、感染予防への道具・材料の紹介や整容や保清の方法の評価・

助言の順に高かった。また、対応・支援の実施があった項目では、生活不活発病予防の

啓発・指導、意思疎通能力の評価・助言、感染予防への道具・材料の紹介や整容や保清

の方法の評価・助言の順に高かった。（図 7） 

 

 

図 7 対応の必要性（現場のニーズ）および対応・支援の実施 
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対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における今後実施を希望する専門職につ

いて、リハビリ専門職を希望する割合は、入浴動作（浴室内移動、洗身）の評価・助言、

歩行補助用具の活用や調整、摂食・嚥下状態や食事時の座り方の評価・助言の順に高か

った。一方、保健師・看護師を希望する割合は、生活不活発病予防の啓発・指導、感染

予防への道具・材料の紹介や整容や保清の方法の評価・助言、被災者の運動指導や生活

指導等の個別支援の順に高かった。（図 8） 

 

 

図 8 対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における 
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対応・支援の実施があった地域におけるリハビリ専門職へのニーズは、歩行補助用具

の活用や調整、摂食・嚥下状態や食事時の座り方の評価・助言、入浴動作（浴室内移動、

洗身）の評価・助言の割合が、実施状況では、被災者の運動指導や生活指導等の個別支

援、褥瘡予防のための評価・助言、入浴動作（浴室内移動、洗身）の評価・助言の割合

が高かった。また、14項目すべてにおいてニーズより実施状況の割合が低かった。（図 9） 
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対応・支援の実施があった地域における保健師・看護師へのニーズは、生活不活発病

予防の啓発・指導、感染予防への道具・材料の紹介や整容や保清の方法の評価・助言、

意思疎通能力の評価・助言の順に、実施状況では、生活不活発病予防の啓発・指導、被

災者の運動指導や生活指導等の個別支援、排泄状況の評価・助言の順に高かった。また、

14項目すべてにおいてニーズより実施状況の割合が高かった。（図 10） 

 

 

図 10 対応・支援の実施があった地域における 
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対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施はなかった地域における

今後実施を希望する専門職（ニーズ）について、リハビリ専門職を希望する割合は、被

災者の運動指導や生活指導等の個別支援、入浴動作（浴室内移動、洗身）の評価・助言、

トイレ内動作の評価・助言、歩行補助用具の活用や調整、立ち座り・移動能力の評価・

助言が高かった。一方、保健師・看護師を希望する割合では、被災者の運動指導や生活

指導等の個別支援、生活不活発病予防の啓発・指導が高かった。（図 11） 

 

 

図 11 対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施はなかった地域における 
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行政へのリハビリ専門職の配置希望別におけるリハビリ専門職へのニーズは、設置希

望に該当する地域にて、歩行補助用具の活用や調整、立ち座り・移動能力の評価・助言、

トイレ内動作の評価・助言、食事道具の工夫や調整、摂食・嚥下状態や食事時の座り方

の評価・助言の割合が高かった。（図 12） 

  

 

 

 
図 12 行政へのリハビリ専門職の配置希望別 
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・仮設住宅等における避難者への対応 

対応の必要性（現場のニーズ）があった項目は、関連団体との連携・調整、個別相談、

入居者の心身状況の把握、仮設住宅の入居者把握の割合が高かった。また、対応・支援

の実施があった項目においても、同様であった。（図 13） 

 

 

 

 

図 13 対応の必要性（現場のニーズ）および対応・支援の実施 
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対応の必要性あり 対応・支援の実施あり
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対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における今後実施を希望する専門職につ

いて、リハビリ専門職を希望する割合は、障害者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に

向けた支援・提案、高齢者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に向けた支援・提案、仮

設住宅等の環境調整の割合が高かった。一方、保健師・看護師を希望する割合は、関連

団体との連携・調整、入居者の心身状況の把握、仮設住宅の入居者把握の割合が高かっ

た。（図 14） 

 

 

 

図 14 対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における 

今後実施を希望する専門職（ニーズ） 
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対応・支援の実施があった地域村におけるリハビリ専門職へのニーズと実施状況は、

ともに高齢者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に向けた支援・提案、障害者の状況に

応じた仮設住宅の初期改修に向けた支援・提案の割合が高かった。また、6項目において

ニーズより実施状況の割合が低かった。（図 15） 

 

 

 

 

図 15 対応・支援の実施があった地域における 

リハビリ専門職へのニーズと実施状況 
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対応・支援の実施があった地域における保健師・看護師へのニーズと実施状況は、と

もに関連団体との連携・調整、入居者の心身状況の把握、仮設住宅の入居者把握、個別

相談の割合が高かった。また、10 項目すべてにおいてニーズより実施状況の割合が高か

った。（図 16） 

 

 

 

 

図 16 対応・支援の実施があった地域における 

看護師・保健師へのニーズと実施状況 
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対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施はなかった地域における

今後実施を希望する専門職（ニーズ）について、リハビリ専門職を希望する割合は、コ

ミュニティづくりの支援、個別相談、仮設住宅等の環境調整、障害者の状況に応じた仮

設住宅の初期改修に向けた支援・提案の割合が高かった。また、保健師・看護師を希望

する割合においても、コミュニティづくりの支援、個別相談の割合が高かった。（図 17） 

 

 

 

 

 

図 17 対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施はなかった地域における 

今後実施を希望する専門職（ニーズ） 
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行政へのリハビリ専門職の配置希望別におけるリハビリ専門職へのニーズは、設置希

望に該当する地域にて、障害者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に向けた支援・提案、

高齢者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に向けた支援・提案の割合が高かった。（図 18） 

  

 

 

 

 

図 18 行政へのリハビリ専門職の配置希望別 

リハビリ専門職へのニーズ 
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２．都道府県 

 

対象都道府県の保健所 55 ヶ所へ発送し、23 ヶ所より回収を得た（回収率：41.8％）。

回答職種は保健師・看護師が最も多く、リハビリ専門職の配置状況では理学療法士 4 ヶ

所（17.4％）・作業療法士 3ヶ所（13.0％）であった。（表 5・6） 

平時から行政組織に必要と感じる職種は保健師・看護師、管理栄養士、医師の割合が

高く、リハビリ専門職は 56.5％であった。（表 7） 

 

 

 

 

 

表 5 回答職種 

 

 

 

表 6 リハビリ専門職の配置状況 

 

 

 

表 7 平時から行政組織に必要と感じる職種 

 

 

 

 

 

 

合計 医師
保健師

看護師

行政

事務職

リハビリ

専門職
その他

23 0 20 2 1 0

0.0% 87.0% 8.7% 4.3% 0.0%

合計
理学療法士

あり

作業療法士

あり

23 4 3

17.4% 13.0%

合計 医師
保健師

看護師

精神保健

福祉士

管理

栄養士

リハビリ

専門職
その他

23 21 23 15 23 13 9

91.3% 100.0% 65.2% 100.0% 56.5% 39.1%
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・災害時の保健所内対策本部における対応 

対応の必要性（現場のニーズ）があった項目は、避難所におけるリハニーズの把握、

避難所からのニーズへの対策検討（優先順位の決定,関連団体との調整）、リハビリ専門

職団体を含む関連団体間の情報共有、リハビリ専門職団体との連絡・相談窓口の割合が

高かった。また、対応・支援の実施があった項目においても、同様であった。（図 19） 

 

 

 

 

図 19 対応の必要性（現場のニーズ）および対応・支援の実施 
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対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における今後実施を希望する専門職につ

いて、リハビリ専門職を希望する割合は、リハビリ専門職団体を含む関連団体間の情報

共有、リハビリ専門職によるボランティア（個人）の組織化（チーム編成）、避難所にお

けるリハニーズの把握の割合が高かった。一方、保健師・看護師を希望する割合は、避

難所等へのリハビリ専門職の派遣調整、避難所からのニーズへの対策検討（優先順位の

決定,関連団体との調整）、派遣したリハビリ専門職との連絡・調整の割合が高かった。（図

20） 

 

 

 
図 20 対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における 

今後実施を希望する専門職（ニーズ） 

0.0%

0.0%

37.5%

42.9%

58.8%

58.3%

63.6%

0.0%

0.0%

42.9%

33.3%

40.0%

33.3%

37.5%

50.0%

29.4%

25.0%

27.3%

50.0%

28.6%

42.9%

50.0%

0% 25% 50% 75% 100%

派遣したリハビリ専門職の身分保障

（出務依頼などの文書発行） (n=5)

派遣したリハビリ専門職の安全保障

（ボランティア保険の加入手続き等）
(n=6)

都道府県の保健医療調整本部における

会議への参加（ﾘﾊﾆｰｽﾞ・活動の報告）
(n=8)

リハビリ専門職団体を含む

関連団体間の情報共有 (n=14)

避難所からのニーズへの対策検討

（優先順位の決定,関連団体との調整）
(n=17)

派遣したリハビリ専門職との

連絡・調整 (n=12)

避難所等へのリハビリ専門職の

派遣調整 (n=11)

リハビリ専門職によるボランティア

（個人）の組織化（チーム編成） (n=8)

リハビリ専門職によるボランティア

（個人）の受入れ窓口 (n=7)

リハビリ専門職団体との

連絡・相談窓口 (n=14)

避難所におけるリハニーズの把握 (n=18)

リハビリ専門職へのニーズ 看護師・保健師へのニーズ

－ 25 －



対応・支援の実施があった地域におけるリハビリ専門職へのニーズは、都道府県の保

健医療調整本部における会議への参加（リハニーズ・活動の報告）、リハビリ専門職団体

との連絡・相談窓口の割合が高かった。一方、実施状況では、リハビリ専門職によるボ

ランティア（個人）の組織化（チーム編成）、リハビリ専門職によるボランティア（個人）

の受入れ窓口、避難所におけるリハニーズの把握の割合が高かった。また、10 項目にお

いてニーズより実施状況の割合が低かった。（図 21） 

 

 

図 21 対応・支援の実施があった地域における 

リハビリ専門職へのニーズと実施状況 
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対応・支援の実施があった地域における保健師・看護師へのニーズは、避難所等への

リハビリ専門職の派遣調整、派遣したリハビリ専門職との連絡・調整、都道府県の保健

医療調整本部における会議への参加（リハニーズ・活動の報告）の順に、実施状況では、

避難所からのニーズへの対策検討（優先順位の決定,関連団体との調整）、避難所等への

リハビリ専門職の派遣調整、リハビリ専門職団体を含む関連団体間の情報共有の順に高

かった。また、5項目においてニーズより実施状況の割合が高かった。（図 22） 

 

 

図 22 対応・支援の実施があった地域における 
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対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施はなかった地域における

今後実施を希望する専門職（ニーズ）について、リハビリ専門職を希望する割合は、都

道府県の保健医療調整本部における会議への参加（リハニーズ・活動の報告）、リハビリ

専門職団体との連絡・相談窓口が高かった。また、保健師・看護師を希望する割合にお

いては、避難所等へのリハビリ専門職の派遣調整、派遣したリハビリ専門職との連絡・

調整が高かった。（図 23） 

 

 

図 23 対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施はなかった地域における 
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行政へのリハビリ専門職の配置希望別におけるリハビリ専門職へのニーズは、設置希

望に該当する地域にて、避難所におけるリハニーズの把握、避難所からのニーズへの対

策検討（優先順位の決定,関連団体との調整）、リハビリ専門職団体との連絡・相談窓口

の割合が高かった。（図 24） 

  

 

 

 

 
図 24 行政へのリハビリ専門職の配置希望別 

リハビリ専門職へのニーズ 

10.0%

10.0%

10.0%

40.0%

10.0%

0.0%

0.0%

10.0%

10.0%

20.0%

30.0%

7.7%

7.7%

15.4%

23.1%

30.8%

23.1%

23.1%

23.1%

7.7%

30.8%

46.2%

0% 25% 50% 75% 100%

派遣したリハビリ専門職の身分保障

（出務依頼などの文書発行）

派遣したリハビリ専門職の安全保障

（ボランティア保険の加入手続き等）

都道府県の保健医療調整本部における

会議への参加（ﾘﾊﾆｰｽﾞ・活動の報告）

リハビリ専門職団体を含む

関連団体間の情報共有

避難所からのニーズへの対策検討

（優先順位の決定,関連団体との調整）

派遣したリハビリ専門職との

連絡・調整

避難所等へのリハビリ専門職の

派遣調整

リハビリ専門職によるボランティア

（個人）の組織化（チーム編成）

リハビリ専門職によるボランティア

（個人）の受入れ窓口

リハビリ専門職団体との

連絡・相談窓口

避難所におけるリハニーズの把握

該当 非該当

－ 29 －



・災害を想定した平時の対応 

対応の必要性（現場のニーズ）があった項目は、避難所等の環境・物品の把握（障害

者や高齢者の生活を考慮して）、関連団体・組織との関係作り（病院,介護・福祉サービ

ス,社協 など）、災害を想定した訓練の実施（関連団体や地域住民との避難訓練など）の

割合が高かった。また、対応・支援の実施があった項目においても、同様であった。（図

25） 

 

 

 

 

図 25 対応の必要性（現場のニーズ）および対応・支援の実施 
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対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における今後実施を希望する専門職につ

いて、リハビリ専門職を希望する割合は、リハビリ専門職団体の連絡・相談窓口、リハ

ビリ専門職に対する研修事業（避難所等における現場実務について）、リハビリ専門職に

対する研修事業（対策本部等におけるマネジメント）の割合が高かった。一方、保健師・

看護師を希望する割合は、災害時にも活用できる地域のコミュニティづくりの支援、リ

ハビリ専門職団体の連絡・相談窓口、関連団体・組織との関係作り（病院,介護・福祉サ

ービス,社協 など）の割合が高かった。（図 26） 

 

 
図 26 対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における 
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対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施はなかった地域における

今後実施を希望する専門職（ニーズ）において、リハビリ専門職を希望する割合は、市

町村職員に対する災害リハに関する研修事業、リハビリ専門職に対する研修事業（避難

所等における現場実務について）、リハビリ専門職団体の連絡・相談窓口が高かった。ま

た、保健師・看護師を希望する割合においては、リハビリ専門職団体の連絡・相談窓口、

避難所等の環境・物品の把握（障害者や高齢者の生活を考慮して）、災害時にも活用でき

る地域のコミュニティづくりの支援が高かった。（図 27） 

 

 
図 27 対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施はなかった地域における 
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行政へのリハビリ専門職の配置希望別におけるリハビリ専門職へのニーズは、設置希

望に該当する地域にて、リハビリ専門職団体の連絡・相談窓口、災害を想定した対応マ

ニュアルの作成（リハビリ専門職の役割 など）、リハビリ専門職団体を含む関連団体間

の情報共有（ネットワーク作り）の割合が高かった。（図 28） 

  

 

 

 

図 28 行政へのリハビリ専門職の配置希望別 
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第３節 まとめ 

 

【集団への対応】 

対応の必要性（現場のニーズ）は、「トイレの整備・環境の確認や整備」「有病者や要援護

者の把握」「行為ができる環境の整備」「本部の情報交換会への出席」について、90％を超

えていたが、それらの対応・支援についても約 80％以上の実施がなされており、対応の必

要性（現場のニーズ）に合わせた対応・支援がなされていたことがわかる。しかし、「避難

所内の移動環境の工夫」「避難所周辺における移動環境の確認とリスクの周知」「入浴設備の

確認や用具の手配」「避難所アセスメントシートの作成」においては、ニーズと実施の割合

に約 20 ポイント以上の乖離がみられ、避難所における移動環境や入浴などの日常生活への

対応・支援への早急な対策が必要である。 

 また、対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における今後実施を希望する専門職（ニ

ーズ）についての調査では、リハビリ専門職には、「立ち座りに必要な用具や環境の工夫」

「避難所内の移動環境の工夫」、保健師・看護師には、「有病者や要援護者の把握」「食事環

境の整備」「本部の情報交換会への出席」の項目についてニーズが高かった。リハビリ専門

職には、主に避難所の起居・移動に関する環境整備、保健師・看護師には、本部の情報把握

や有病者や要援護者の把握などそれぞれの専門性を活かした対応・支援が望まれていること

を示している。 

対応・支援の実施があった地域におけるリハビリ専門職へのニーズと実施状況の調査結果

をみると、11 項目すべてにおいてニーズより実施状況の割合が低く、特に、「立ち座りに必

要な用具や環境の工夫」「避難所内の移動環境の工夫」「入浴設備の確認や用具の手配」「ト

イレ設備・環境の確認や調整」において、ニーズと実施の割合に約 30 ポイント以上の乖離

がみられ、ニーズに応えられなかった実態を浮き彫りにしている。同様に、対応・支援の実

施があった地域における保健師・看護師へのニーズと実施状況の調査結果をみると、11 項

目中 8 項目で実施がニーズを上回っており、的確な対応が出来ていた。これらの要因は様々

考えられるが、対象市町村の保健センターにおけるリハビリ専門職の配置状況は、理学療法

士、作業療法士とも 7.7％と少数であり、人的要因不足が影響している可能性がある。 

更に、対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施がなかった地域におけ

る今後実施を希望する専門職（ニーズ）の調査結果をみても、対応・支援の実施があった地

域のニーズと同様の傾向を示し、リハビリ専門職には「立ち座りに必要な用具や環境の工夫」

「避難所内の移動環境の工夫」「避難所周辺における移動環境の確認とリスクの周知」、保健

師・看護師には、「有病者や要援護者の把握」「食事環境の整備」「本部の情報交換会への出

席」が望まれていた。それらのニーズに応えるために、行政へのリハビリ専門職の配置希望

がある地域においても、リハビリ専門職へのニーズは同様の結果が得られた。 

 以上の調査結果から、避難所の集団への対応として、リハビリ専門職には「立ち座りに必

要な用具や環境の工夫」「避難所内の移動環境の工夫」「避難所周辺における移動環 

－ 34 －



境の確認とリスクの周知」、保健師・看護師には、「有病者や要援護者の把握」「食事環境の

整備」「本部の情報交換会への出席」のニーズが高かった。しかし、実施状況は、保健師・

看護師は、11 項目中 8 項目で実施がニーズを上回っており、ある程度的確な対応が出来て

いたが、リハビリ専門職では、11 項目すべてにおいてニーズより実施状況の割合が低く、

早急に対応・支援ができる体制を検討する必要がある。 

 

【個人への対応】 

 対応の必要性（現場のニーズ）は、「意思疎通能力の評価・助言」「立ち座り・ 移動能力

の評価・助言」「感染予防への道具・材料の紹介や整容や保清の方法の評価・助言 」の順に

高かった。また、対応・支援の実施があった項目では、「生活不活発病予防の啓発・指導」

「意思疎通能力の評価・助言」「感染予防への道具・材料の紹介や整容や保清の方法の 評価・

助言」の順に高く、約 70％～80％で実施がなされていた。しかし、実施状況には、最小が

15.4％（「容易に着脱できる衣服の工夫や調整」）～最高でも 79.5％（「生活不活発病予防の

啓発・ 指導」）と差が大きいこと、更に、ニーズと実施の割合に約 20 ポイント以上の乖離

がみられた項目は、14 項目中半分の 7 項目が該当し、集団への対応の実施状況と比較する

と、被災者個人への対応の困難性を示している。 

 また、対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における今後実施を希望する専門職（ニ

ーズ）についての調査では、リハビリ専門職を希望する割合は、「入浴動作（浴室内移動、

洗身）の評価・助言」「歩行補助用具の活用や調整」「摂食・嚥下状態や食事時の座り方の評

価・助言」の順に高く、保健師・看護師を希望する割合は、「生活不活発病予防の啓発・指

導」「感染予防への道具・材料の紹介や整容や保清の方法の評価・助言」「被災者の運動指導

や生活指導等の個別支援」の順に高かった。リハビリ専門職には、移動や日常生活の基本動

作に関する評価や助言、保健師・看護師には、感染や疾病予防への評価や助言のニーズがみ

られ、チームとして連携し機能していくことが、被災者の個人対応に必要であると考える。 

対応・支援の実施があった地域におけるリハビリ専門職へのニーズと実施状況の調査結果

をみると、14 項目すべてにおいてニーズより実施状況の割合が低く、特に、「トイレ内動作

の評価・助言」「立ち座り・移動能力の評価・助言」「歩行補助用具の活用や調整」「摂食・

嚥下状態や食事時の座り方の評価・助言」において、ニーズと実施の割合に約 30 ポイント

以上の乖離がみられ、ニーズに応えられなかった実態を浮き彫りにしている。 

実施状況の中では、「被災者の運動指導や生活指導等の個別支援」が一番高く、それでも

51.9％という結果であった。現在のリハビリ専門職は、被災者の運動指導や生活指導という

大枠として対応はしているが、更に日常生活ごとの細かな動作への評価・助言は足りておら

ず、今後は、支援の量だけではなく、ひとりひとりに合わせたよりきめ細かな対応ができる

体制作りが必要である。同様に、対応・支援の実施があった地域における保健師・看護師へ

のニーズと実施状況の調査結果をみると、14 項目すべてにおいて実施がニーズを上回って

おり、十分な対応が出来ていた。 
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更に、対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施がなかった地域におけ

る今後実施を希望する専門職（ニーズ）の調査結果をみても、対応・支援の実施があった地

域のニーズと同様の傾向を示し、リハビリ専門職には、「立ち座り・移動能力の評価・助言」

「歩行補助用具の活用や調整」「トイレ内動作の評価・助言」「入浴動作（浴室内移動、洗身）

の評価・助言」「被災者の運動指導や生活指導等の個別支援」については、100％のニーズ

があり、保健師・看護師には「生活不活発病予防の啓発・指導」「被災者の運動指導や生活

指導等の個別支援」についてのニーズが高かった。それらのニーズに応えるために、行政へ

のリハビリ専門職の配置希望がある地域においても、リハビリ専門職へのニーズは同様の結

果が得られた。 

以上の調査結果から、避難所の個人への対応として、リハビリ専門職には「入浴動作（浴

室内移動、洗身）の評価・助言」「歩行補助用具の活用や調整」「摂食・嚥下状態や食事時の

座り方の評価・助言」、保健師・看護師には、「生活不活発病予防の啓発・指導」「感染予防

への道具・材料の紹介や整容や保清の方法の評価・助言」「被災者の運動指導や生活指導等

の個別支援」のニーズが髙かった。しかし、実施状況は、保健師・看護師は、14 項目すべ

てにおいて実施がニーズを上回っており、ある程度十分な対応が出来ていたが、リハビリ専

門職では、14 項目すべてにおいて実施がニーズより低かった。また、現在のリハビリ専門

職は、被災者の運動指導や生活指導という大枠としては対応しているが、ニーズに合った日

常生活ごとの細かな動作への評価・助言は足りておらず、今後は、支援の量だけではなく、

よりきめ細かな質の担保を含めた対応ができる体制作りが必要である。 

 

【仮設住宅における避難者への対応】 

 対応の必要性（現場のニーズ）があった項目は、「関連団体との連携・調整」「個別相談」

「入居者の心身状況の把握」「仮設住宅の入居者把握」の割合が高かった。また、対応・支

援の実施があった項目においても、同様であった。ニーズと実施に一番乖離があった項目は

19 ポイントで、「障害者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に向けた支援・提案」であり、

災害弱者への支援の課題が明らかになった。 

 また、対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における今後実施を希望する専門職（ニ

ーズ）についての調査では、リハビリ専門職を希望する割合は、「障害者の状況に応じた仮

設住宅の初期改修に向けた支援・提案」「高齢者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に向け

た支援・提案」で高く、保健師・看護師を希望する割合は、「関連団体との連携・調整」「入

居者の心身状況の把握」「仮設住宅の入居者把握」で高かった。リハビリ専門職には、仮設

住宅の環境整備に関すること、保健師・看護師には、関連団体との調整や入居者の心身状況

の把握などそれぞれの専門性を活かした対応・支援が望まれていた。 

 対応・支援の実施があった地域におけるニーズと実施状況の調査では、保健師・看護師は

10 項目すべてにおいて、ニーズより実施状況の割合が高かったが、リハビリ専門職は、ニ

ーズより実施状況が髙かった項目は、「個別相談」の 1 項目のみであり、課題は山積してい
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る。 

 以上の調査結果から、仮設住宅における避難者への対応について、リハビリ専門職は、ニ

ーズに対応できておらず、特に「障害者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に向けた支援・

提案」「高齢者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に向けた支援・提案」について、専門的

な介入が出来るようにしていく必要がある。 

 

【災害時の保健所内対策本部における対応】 

対応の必要性（現場のニーズ）があった項目は、「避難所におけるリハニーズの把握」「避

難所からのニーズへの対策検討（優先順位の決定,関連団体との調整）」「リハビリ専門職団

体を含む関連団体間の情報共有」「リハビリ専門職団体との連絡・相談窓口」で、約 60％～

80％を示し、その実施状況は、約 45％～65％であった。しかし、「リハビリ専門職によるボ

ランティア（個人）の受け入れ窓口」「リハビリ専門職によるボランティア（個人）の組織

化（チーム編）」「派遣したリハビリ専門職の安全保障（ボランティア保険の加入手続き等）」

「派遣したリハビリ専門職の身分保障（出務以来などの文書発行）」の項目では、ニーズと

実施の割合に約 20 ポイント以上の乖離がみられ、リハビリ専門職によるボランティアへの

組織的対応やその制度的な保障に関する項目で十分な対応が出来ていないことが明らかに

なった。 

 また、対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における今後実施を希望する専門職（ニ

ーズ）についての調査では、リハビリ専門職を希望する割合は、「リハビリ専門職団体を含

む関連団体間の情報共有」「リハビリ専門職によるボランティア（個人）の組織化（チーム

編成）」「避難所におけるリハニーズの把握」の割合が高く、保健師・看護師を希望する割合

は、「避難所等へのリハビリ専門職の派遣調整」「避難所からのニーズへの対策検討（優先順

位の決定,関連団体との調整）」「派遣したリハビリ専門職との連絡・調整」の割合が高かっ

た。リハビリ専門職がリハビリ専門職によるボランティアの組織化を行い、リハニーズを把

握し、保健師・看護師が避難所全体の調整をしながらリハビリ専門職と連携していく形が現

場のニーズであった。 

 対応・支援の実施があった地域におけるリハビリ専門職へのニーズと実施状況の調査結果

をみると、ニーズは、「都道府県の保健医療調整本部における会議への参加（リハニーズ・

活動の報告）」が 100％であるが、実施状況は 16.7％にとどまっていた。唯一、ニーズより

実施状況が髙かった項目は、「リハビリ専門職によるボランティア（個人）の受入れ窓口」

だけであった。同様に、保健師・看護師へのニーズは、5 項目においてニーズより実施状況

の割合が高かったが、「避難所等へのリハビリ専門職の派遣調整」「派遣したリハビリ専門職

との連絡・調整」「都道府県の保健医療調整本部における会議への参加（リハニーズ・活動

の報告）」の項目で、ニーズより実施状況の割合が低く、リハビリ専門職との連携の面で課

題が明らかになった。その原因として、対象都道府県の保健所におけるリハビリ専門職の配

置状況が、理学療法士 17.4％、作業療法士 13.0％と低いことが関連していると考えられ、
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制度設計を含めた体制作りが望まれる。 

 更に、対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施がなかった地域に 

おける今後実施を希望する専門職（ニーズ）の調査結果をみても、対応・支援の実施があっ

た地域のニーズと同様の傾向を示した。 

 以上の調査結果から、災害時の保健所内対策本部における対応について、リハビリ専門職

によるボランティアへの組織的対応やその制度的な保障に関する項目で十分な対応が出来

ていないことが明らかになった。リハビリ専門職がリハビリ専門職によるボランティアの組

織化を行い、リハニーズを把握し、保健師・看護師が避難所全体の調整をしながらリハビリ

専門職と連携していく形が現場のニーズであり、そのためには、対象都道府県の保健所にお

けるリハビリ専門職の配置が望まれる。 

 

【災害を想定した平時の対応】 

 対応の必要性（現場のニーズ）があった項目は、「避難所等の環境・物品の把握（障害者

や高齢者の生活を考慮して）」「関連団体・組織との関係作り（病院,介護・福祉サービス,社

協など）」「災害を想定した訓練の実施（関連団体や地域住民との避難訓練など）」の割合が

高かった。それらの実施状況については、「避難所等の環境・物品の把握（障害者や高齢者

の生活を考慮して）」「関連団体・組織との関係作り（病院,介護・福祉サービス,社協など）」

においては、約 70％であるが、そのほかの項目については、実施状況が 50％以下と低く、

ニーズに対応できる体制が必要である。 

 対応の必要性（現場のニーズ）があった地域における今後実施を希望する専門職について、

リハビリ専門職を希望する割合は、「リハビリ専門職団体の連絡・相談窓口」「リハビリ専門

職に対する研修事業（避難所等における現場実務について）」「リハビリ専門職に対する研修

事業（対策本部等におけるマネジメント）」の項目で高く、保健師・看護師を希望する割合

は、「災害時にも活用できる地域のコミュニティづくりの支援」「リハビリ専門職団体の連

絡・相談窓口」「関連団体・組織との関係作り（病院,介護・福祉サービス,社協など）」の項

目で高かった。更に、対応の必要性（現場のニーズ）はあったが対応・支援の実施はなかっ

た地域における今後実施を希望する専門職（ニーズ）においても、リハビリ専門職を希望す

る割合は、同様の傾向を示したが、「市町村職員に対する災害リハに関する研修事業」の項

目が一層高かった。平時からの研修などを通しての関係作りが望まれている。 

 以上の調査結果から、災害を想定した平時の対応について、「災害を想定した訓練の実施

（関連団体や地域住民との避難訓練など）」の項目で、ニーズと実施状況の乖離が大きく、

今後は、リハビリ専門職を希望する割合は、「リハビリ専門職団体の連絡・相談窓口」「リハ

ビリ専門職に対する研修事業（避難所等における現場実務について）」「リハビリ専門職に対

する研修事業（対策本部等におけるマネジメント）」を通して、平時からの連携体制が必要

であると考える。 
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第３章 ヒアリング 

 

第１節 目的と方法 

 

１． 実施目的 

大規模災害における避難所等での健康支援や行政機関が行った派遣調整の実態、保健所

等との被災前からの連携などを把握し、行政機関が求める支援体制のあり方を明らかにす

ることを目的とする。 

 

２． 実施対象 

被災地である東北三県（岩手県、宮城県、福島県）、熊本県、茨城県、広島県など、アン

ケート調査対象として抽出した地域のうち、災害時にリハビリテーション専門職または医

療職の派遣調整を担う部署、または、平時にリハビリテーション専門職と関わりのある都

道府県庁の担当部署をヒアリング対象とした。 

また、平時からの具体的な取り組み内容については、実際に支援活動を行ったリハビリ

テーション専門職等に文書報告を依頼した。 

【調査および文書報告の対象】 

 ○ヒアリング調査  

 ・岩手県  

調査対象   ：岩手県医療政策室 

ヒアリング内容：平成 28年 8月台風第 10号災害 

 ・熊本県 

調査対象   ：熊本県認知症対策・地域ケア推進課 

ヒアリング内容：平成 28年 4月熊本地震 

 ・広島県 

調査対象   ：広島県地域包括ケア・高齢者支援課、健康対策課 

ヒアリング内容：平成 26年 8月豪雨による広島市の土砂災害 

 

○文書報告(平時の取り組み) 

・福島県  

報告者 ：NPO法人アイ・キャン 

報告内容：大規模災害に対する平時からの専門職連携 

・宮城県  
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報告者 ：宮城県仙南保健福祉事務所（仙南保健所） 

報告内容：リハビリテーション専門職の取組み 

 

３． 実施方法 

 ヒアリングによる方法と、文書による報告で活動状況を把握した。 

 ヒアリングは、都内会場において、岩手県・熊本県・広島県の担当者からテーマに沿っ

たプレゼンテーションを依頼した。テーマは、「災害時の支援におけるリハビリテーション

専門職のあり方・人材派遣」とし、ヒアリング当日は、以下のスケジュールで、行政機関

としての広い視野から災害時の支援の課題等をお示しいただき、意見交換を実施した。 

（１） プレゼンテーション(30分程度) 

  主な内容 

○避難所での健康支援の実態およびリハビリテーション専門職の支援の現状 

○健康支援における課題やニーズ（リハビリテーション専門職に限らず） 

○災害時の行政機関に勤務するリハビリテーション専門職の役割や期待 

○平時から取り組むべきこと（保健所等との連携など） 

（２） 意見交換（約 10分） 

 

４． 実施期間 

 ヒアリングは、平成 29年 11月 17日（金）と平成 29年 12月 8日（金）の 2日間とした。 

 

５． 倫理的配慮 

全ての調査対象者に対し、本事業における研究の趣旨・目的、およびデータの活用方

法を口頭により説明した。 
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第２節 実施結果 

 

岩手県 医療政策室 （平成 29 年 11 月 18 日実施） 

 

＜避難所での健康支援の実態およびリハビリテーション専門職の支援の現状＞ 

 災害時は、県の保健福祉部が災害対策本部内で、保健・医療・介護・福祉分野の支援

活動について所管する。各種支援チームについても保健福祉部内の各担当課にて所管

した。各種支援チームの派遣調整について、コーディネート体制強化の必要性がある。 

 東日本大震災や平成 28 年の台風 10 号災害の時は、被災地に DMAT をはじめとした各

種支援チームが入り、避難所内においても健康管理活動が行われた。 

 また、県や被災地外市町村の保健師が派遣され、避難所または被災地区の住民の健康

調査などを行った。市町村の保健師が派遣される場合は、県の部署で一括して調整を

行った。 

 東日本大震災時、いわて JRAT として組織化されていなかったため、全体的な調整を行

う機関がなかった。そのため、県の災害対策本部から現地の災害対策本部、そこから

いわてリハビリテーションセンターを経由して、関連団体との調整が行われた。また、

県の災害対策本部では、県・市町の医師会や社会福祉協議会などの関連機関へも支援

を依頼しており、それらの活動を統括する本部機能がない状態であった。平成 26 年に

「岩手災害リハビリテーション推進協議会（いわて JRAT）」が設立され、平成 28 年度

台風 10 号災害時は、いわて JRAT 本部であるいわてリハビリテーションセンターが中

心となり、被災地へのリハビリ支援活動の全体調整を行った。 

 東日本大震災時は、仮設入居者のために個別の訪問を実施し、生活不活発病予防のた

めのパンフレットを配布。また、地域の高齢者を集めて、レクリエーションなどを実

施し、生活不活発病の予防のための取り組みなども行った。 

 台風 10 号災害時においていわて JRAT は、避難所における被災者支援のほか、在宅の

被災者に対しては、施設のスタッフやケアマネージャー、保健師から情報を集めて被

災者一覧を作成して、個別の訪問支援を行った。 

 災害派遣福祉チームは被災者のスクリーニングや、要配慮者のニーズに基づく支援

調整、また福祉相談コーナーの設置、避難所内のマップ作成など、主に避難所内で

の生活を支援する活動を行い、地域の保健師との連携の下、支援を行った。 

 

＜健康支援における課題やニーズ（リハビリテーション専門職に限らず）＞ 

 活動時には地域の保健師との連携が非常に重要となる。地域の保健師は、避難所や被

災者のニーズの一番近い場所にいるため、ニーズを把握しやすい。どこでどういう問

題が起きているか、誰がどういった支援を必要しているか把握しやすいことから、支

援チームは保健師から情報を得て、支援活動を実施した。実際にいわて JRAT が被災地
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で活動する際も、まず保健所または市町村の災害対策本部に入り、現地の保健師から

の情報をもとに活動を開始した。 

 災害救助法上、リハビリ専門職単独の派遣は求償の対象とならないため、災害時は県

の医師会から医療救護班として派遣された。しかし、派遣調整に時間を要すること、

チームに医師がいなければ救護班としての求償の対象とならないため、今後はリハビ

リ専門職単独の派遣についても災害救助法の対象とするよう、国へ働きかけていく必

要がある。 

 

＜災害時の行政機関に勤務するリハビリテーション専門職の役割や期待＞ 

 過去の災害では、「いわて災害医療支援ネットワーク体制」として、本部の災害医療コ

ーディネーター、県の医師会、歯科医師会、岩手災害リハビリテーション推進協議会

（いわてリハビリテーションセンター）、県庁内の関連部署の担当者など、県内の保

健・医療・福祉・介護などの関連機関が参画して、それぞれの現在の支援の状況や、

被災地の支援のニーズについて情報共有するための会議体を設置している。 

 被災地内にも同様の会議体である「岩泉保健・医療・福祉・介護連携会議」が立ち上

がり、同様にそれぞれの支援活動やニーズについて、いわて JRATをはじめ各支援チー

ム相互の情報共有が行われた。 

  さらに、県の本部の会議体と地域の会議の情報を共有することにより、全県的な支援   

のニーズや各支援チームがどの地域でどのような活動を行っているかについて共有さ 

れた。 

 

＜平時からの取り組むべきこと（保健所等との連携など）＞ 

 災害時に関係機関と連携した円滑で効果的な支援活動を行うためには、平時からさ

まざまな災害を想定した訓練を関連機関と合同で開催することによって、関係者が

相互に顔の見える関係を構築していることが重要である。 

 いわてリハビリテーションセンターは県の指定管理施設であることから、県との連携

が容易であり、岩手災害リハビリテーション推進協議会の事務局を担い、本県におけ

る災害時リハ支援体制の整備に積極的に取り組んでいる。 

 発災直後や JRAT撤退後に地域で継続した支援を行うため、リハビリボランティア養成

事業として、地域住民への研修事業を行っている。ボランティアの養成等を通じて、

リハビリ専門職の介入が難しい場合でも、地域住民により支援が行われる体制を構築

する必要がある。 

 

 

 

 

－ 42 －



熊本県認知症対策・地域ケア推進課 （平成 29 年 12 月 8 日実施） 

 

＜熊本地震発生に伴う復興リハビリテーションの支援の現状＞ 

〇発災前の状況 

 熊本地域リハビリテーション支援協議会という会議体と、実際に活動を行う県レベル

の熊本県地域リハビリテーション支援センター、2 次医療圏単位の熊本県地域リハビリ

テーション広域支援センターの活動があった。 

 

〇復興リハビリテーションセンターの設置 

 発災前から熊本県地域リハビリテーション支援協議会という会議体と、実際に活動を

行う県レベルの熊本県地域リハビリテーション支援センター、2 次医療圏単位の熊本県

地域リハビリテーション広域支援センターの活動が功を奏し、早期に復興リハビリテ

ーションセンターの立ち上げにつながった。 

 震災直後からＪＲＡＴにより避難所を中心に実施していた、リハビリ専門職の自立支

援活動を踏まえ、復興リハビリテーションセンターを立ち上げた。 

 熊本県復興リハビリテーションセンター以外にも、それまでの広域リハビリテーショ

ンセンターに加え、平成２８年１１月に新たに 2 次医療圏域ごとに地域密着リハビリ

テーションセンターの指定も開始した。（Ｈ３０．１．２２時点で１０３箇所） 

 

○避難所等での健康支援の実態 

 復興リハビリテーションについてはリハビリ専門職や医師会などと協議し、「災害時に

おける仮設住宅期を中心に、高齢者の心身機能の低下を防ぐために必要なリハビリテ

ーション」と定義して、避難所及び仮設住宅の高齢者が要支援・要介護状態にならな

いよう支援することをミッションとした。なお、認定を受けている方も、悪化しない

ようにリハビリテーション活動を行うこととした。 

 

○リハビリテ―ション専門職の支援の現状 

 仮設住宅移行期には、主に室内・浴室等の手すり設置や段差解消などの初期改修が必

要な方への改修案の作成が支援の中心となった。 

 

○健康支援における課題やニーズ 

 ＪＲＡＴ活動においては、様々な機関の協働での活動であったため、記録の充実やコ

ミュニケーションなど、具体的な準備が課題として挙げられた。 

 専門職間の情報伝達などの連携が重要であり、住民との信頼関係の構築やリハビリ専

門職の活動内容の理解が必要となる。 

 仮設住宅対策や新しいコミュニティづくり対策では、支援に対する依存を生まない自
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立に向けた支援が必要ではないか。 

 みなし仮設住宅については、把握している支援の必要な方は点在しており、介護予防

活動の充実など日ごろの活動の重要性を感じた。 

 生活不活発病対策及び新しいコミュニティづくりには、個別のアウトリーチを行う地

域支え合いセンター、復興リハビリテーションセンター及びケアマネジャーとの連携

が不可欠であった。 

 

〇災害時の行政機関に勤務するリハビリテーション専門職の役割や期待 

 復興リハビリテーションセンターでは、専任の事務職 2 名雇用するとともに、ＪＲ

ＡＴに関わった専門職が手分けし常時コーディネート体制を組めるようにしており、

活動はスムーズにいっているように感じる。熊本県の職員のうちリハビリ専門職は少

ないため、外部の理学療法士協会、作業療法士協会等関係団体の人材に頼った。 

 

〇平時からの取り組むべきこと（保健所等との連携など） 

 仮設住宅における生活不活発病対策は十分に想定されるので、事前準備の大切さを感

じた。 

 大規模災害に備え平時からの専門職の人材育成・確保では、実践的な防災訓練等も必

要ではないかという指摘も多く、人材育成プログラムの具体化が重要ではないか。 

 高齢者の自立支援や地域ケア会議、介護予防活動の通いの場など、平時の活動にも力

を入れて、災害発生にも備えた地域包括ケアシステムの構築を進めている。 

 行政とリハビリ専門職との連携窓口を決めて、連携できる仕組みづくりが必要である。 

 

○質疑応答より 

 震災以降に自立支援を意識し始め、リハビリ専門職以外の団体とも関りが増え、市民

の自立支援につながる動きが活性化できていると感じる。 

 地域密着リハビリテーションセンターを立ち上げ、広域リハビリテーションセンター

とともに、これまでリハビリ専門職のかかわりのなかった地域にも介護予防活動が広

がっており、専門職の人的基盤の充実や市町村との関係性の強化など多様な効果があ

ったと感じている。 
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広島県地域包括ケア・高齢者支援課、健康対策課 （平成 29 年 12 月 8 日実施） 

 

＜広島土砂災害の広島県災害時公衆衛生チームの支援の現状＞ 

〇発災前の状況 

 長期化する避難所への支援は、多様化するニーズに沿って継続する必要があることを

踏まえて、より多くの関係団体の協力を得ることができる仕組みとして「災害時公衆

衛生チーム」を、平成 25 年 2 月、広島県独自で設置した。 

 発災時には、まず保健所職員からなる調査班を派遣し、ニーズ、被災者の状況を把握

し、対応する専門職（医師・リハビリ専門職・DPAT 等）を派遣することとしている。

派遣する関係職能団体とはあらかじめ協定を結び、派遣にかかる費用は県が負担する。 

 避難所では、保健チームと各分野の災害時公衆衛生チームが活動しており、医療救護、

子ども分野、精神医療分野、リハビリ、口腔ケア分野が連携を取りながら活動する。 

 4 ステージ（ステージ 1：避難所立ち上げ時期、ステージ 2：避難所支援、ステージ 3：

仮設住宅などへの移行時期、ステージ 4：日常の行政サービス）の経時的な変化で，活

動内容が変わってくるので、どのような心身のケアをするかも定めている。 

 

○避難所等での健康支援の実態 

 発災直後は、日中の土砂撤去作業のすり傷などの処置、腰痛や膝の痛みの訴えなどが

あった。その後、狭い場所での運動不足による生活不活発病や長期の避難生活により、

持病が悪化したという人が多かった。また、おたふく風邪の流行もあった。 

 全般的な健康状態の把握とか健康管理、関係者調整を、広島市の保健師を中心とした

広島市保健チームが担当し、被災者の状況を把握し、専門機関へつなぎ、広島県災害

時公衆衛生チームは応援という形で参画した。 

 家庭訪問では、医療が必要なレベルではないが、不眠や中途覚醒、食欲低下、体重減

少等、メンタル面の不調を訴える人が多かった。 

 晴れた日には、粉塵によるアレルギー症状を訴える人が多かった。 

 道がなくなるなど環境が変化したことや、転居によってなじみの関係がなくなったこ

とで、閉じこもりや孤立、生活不活発病などの課題が出てきた。 

 発災間もない頃は、自宅の復旧や行方不明者などに気持ちがいき、被災者自身の体調

や生活不活発病の予防などには気持ちが向いていない状況があった。 

 

○リハビリテ―ション専門職の支援の現状 

 派遣先には、基本的に理学療法士、作業療法士、各 1 名の 2 名体制で、個別に血圧測

定や生活の状況、心の状況などを把握し、エコノミークラス症候群をはじめ、下肢の

体操やストレッチ、腰痛体操等の個別指導や集団指導など、必要なリハビリテーショ

ンを提供した。 
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 生活不活発病予防や生活機能の改善という観点から、動作のチェックや環境整備、様々

な相談への対応をリハビリ専門職が行った。 

 リハビリ専門職は、行政やボランティア等に、介護予防の視点を持つための啓発活動

等も行った。 

 

○健康支援における課題やニーズ 

 現地でチームが活動しやすいような体制が必要である。 

 避難所でのチームの統制、情報共有、心のケア、医療救護班の処方への対応、エコノ

ミークラス症候群、口腔ケアへの対応などは、ステージ 1 の段階から必要だと感じた。 

 ステージ 3 の仮設住宅などへの移行時期には、広島県の活動を広島市保健師に引きつ

いだ。その際、在宅生活に必要な視点をリハ職から伝えてもらいながら、関わってい

ただいた。 

 

〇災害時の行政機関に勤務するリハビリテーション専門職の役割や期待 

 活動開始の際は、関係機関等への声かけを行ったことから、避難者や他職種と連携し、

顔の見える関係を作り、速やかに支援活動を行っていくことが必要だと感じた。 

 スタッフ間での情報共有のため、記録や支援チームの交代時間の統一などの調整も行

った。 

 早期からリハビリ専門職が介入したことで、認知症の症状が落ち着いた方がいた。 

 

〇平時から取り組むべきこと（保健所等との連携など） 

 各避難所ではいろんな専門職が支援しており、避難所の状況と今後の支援方針などに

ついてみんなで話し合い、役割分担しながら行った。 

 今回、広島県のリハビリテーションセンターや地域リハビリテーション広域支援セン

ター、サポートセンター（老人保健施設協議会の施設等）からのリハビリ専門職の派

遣が多く、平時の地域リハビリテーションの関わりがある団体の方が、災害時に連携

は取りやすかった。 

 

○質疑応答より 

 行政が人材育成として、公衆衛生チームへの研修を年 1 回開催している。 

 広島県が基礎研修を開催し、専門研修は各団体が行うこととしていたが、来年度から

は、広島県が基礎研修・専門研修を開催し、さらに各団体も開催するよう検討してい

る。 
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第３節 平時からの取り組みについて 

 

福島県における大規模災害に対する平時からの専門職連携 

～相談支援専門職チームから災害派遣福祉チームへ～ 

                                       

NPO 法人アイ・キャン 

 

１．はじめに 

 福島県では、平成 29 年 2 月 10 日福島県防災会議において、過去の大規模な災害の経験

を教訓に、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 40 条の規定に基づき、近年の防

災をめぐる社会構造の変化等を踏まえ、各種災害に対処するための福島県地域防災計画（以

下、計画）を改定した。計画には、県、市町村、関係機関が平時から緊密な連携と協力も謳

われており、当然、理学療法士や作業療法士の協働も求められる。 

 そこで本稿では、災害時にリハビリテーション専門職の支援や連携の調整役が期待される

県や市町村行政に所属する理学療法士や作業療法士の状況とともに、今般の計画に示されて

いる福島県災害派遣福祉チーム等について紹介する。 

 

２．行政に所属する理学療法士、作業療法士の現状 

県、市町村立の医療機関、介護老人保健施設等の所属を除いた行政所属の理学療法士、作

業療法士は 3 名である（平成 30 年 2 月 1 日現在）。内訳は、2 市に作業療法士 3 名で理学

療法士の配置はない。業務内容は、被災者支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業、地

域ケア会議、母子保健事業等を主な業務とし、住民との距離は比較的近接している。ただし

行政施策や事業の企画立案等への関わり程度等については未確認である。 

また上述のとおり、保健福祉事務所などを含む県行政への所属は皆無で、県内の理学療法

士、作業療法士と県行政と接点は、常に、外部専門職としての会議参加等の枠内に留まって

いる。 

このように県や市町村に理学療法士や作業療法士の配置が進まない現状を踏まえると、平

時からリハビリテーション専門職の認知を広め、県民にとって有益となる作業を積み重ねて

いくことが必要であり、今後、行政から配置を求められる活動を進めていかなければならな

い。 
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３．福島県災害派遣福祉チーム等について 

計画には、第 2 章（災害予防計画）第 16 節（要配慮者対策）第 9（避難所における要配

慮者支援）の項目に「3.災害派遣福祉チーム（以下、チーム）の派遣体制の整備」が盛り込

まれており、条文は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模災害時に避難所等における要配慮者の福祉･介護等のニーズ把握や応急的な支援

を行うチーム派遣体制の整備に向けて、平成 27 年 2 月 12 日にはチーム設置要綱が策定さ

れており、理学療法士、作業療法士も要綱に基づく平時の事業に積極的に参画することに

なった（図 1、2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜図 1＞ 

3．災害派遣福祉チームの派遣体制の整備 

（1）県（生活福祉総室）は、社会福祉士会、介護福祉士会、精神保健福祉士会、介護支

援専門員協会、理学療法士会、作業療法士会などの関係団体を中心とした災害福祉

支援ネットワークの構築を推進し、災害発生時に要配慮者を支援する体制の整備に

努めるものとする。 

（2）県（生活福祉総室）は、あらかじめ、社会福祉施設等と「福島県災害派遣福祉チー

ムの派遣に関する協定」を締結し災害派遣福祉チームの整備に努めるものとする。 

（一般災害対策編 第 2 章 災害予防計画 第 16 節 要配慮者対策/P106） 
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＜図２＞ 

 

 

チームの構成員は、条文資格者や医療ソーシャルワーカー、相談支援専門員、介護職員、

生活相談員、生活支援員、地域包括支援センター職員等の職種としている。構成員は既定

の養成基礎研修（写真 1）やスキルアップ研修（写真 2）を受講し、研修修了後にチーム員

として登録される。また条文にもあるとおり、チーム員の登録や派遣対応がスムーズに行

われる体制整備に向け、チーム員となる者の所属機関や所属団体は事前に県と協定書を交

わすことにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜写真 1 養成基礎研修会/座学＞ ＜写真 2 スキルアップ研修会/図上訓練＞ 
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＜写真 7 避難行動要支援者避難訓練＞ 

平成 29 年度事業では、チームのあり方や体制、運営を検討する福島県広域災害福祉ネッ

トワーク協議会の開催、チーム員養成基礎研修（2 日間）・スキルアップⅠ研修（3 日間）・

スキルアップⅡ研修（3 日間）を行っている。また防災訓練（福島県総合防災訓練、北塩原

村避難行動要支援者避難訓練、西郷村避難行動要支援者避難訓練）に研修修了者を参加さ

せ、研修で学んだ災害支援基礎知識や災害支援シミュレーション、図上訓練を活かすべく

体現の機会を設定している（写真 3～7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜写真 3 避難行動要支援者避難訓練①＞ ＜写真 4 避難行動要支援者避難訓練＞ 

＜写真 5 避難行動要支援者避難訓練③＞ ＜写真 6 避難行動要支援者避難訓練④＞ 
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また、県はこの派遣体制を災害救助法に基づく支援として法に位置づけるよう国に要望

している。 

これら一連の作業は、東日本大震災直後に 6 団体（社会福祉士会、介護支援専門員協会、

ソーシャルワーカー協会、精神保健福祉士会、理学療法士会、作業療法士会）により組織

された「相談支援専門職チーム」に端を発している。 

発災直後、避難所には多くの団体や機関が混在し、避難所は混乱していた。そこで 6 団

体が避難者や被災行政のニーズなどを共同で探ることにした。支援も 6 団体が連携し、協

働で展開した。これらの取り組みは、被災行政の受援負担の軽減や県との連絡・連携強化

につながった。 

過去の災害において、これら専門職団体が活動を共にするという例はない。この取り組

みは、平成 23 年 5 月から平成 30 年 3 月まで県内の圏域で継続された。 

「相談支援専門職チーム」は、平成 23 年度当初 4,300 人を超える対象者への直接支援を

行ったが、平成 28 年度には 560 人、平成 29 年度は調整会議が主体となったため、一定程

度その目的を達成したと判断し、平時からの体制づくりの重要性を鑑み「福島県災害派遣

福祉チーム」として発展的解消に至った。 

 

４．さいごに 

これまで経験した災害では、直接的な被害に加え、不幸にもあってはならない多くの犠

牲者や避難によって二次的に発生した生活障害者にも遭遇している。社会はそのような方

や予防可能な事案は防ぐことを願っている。平時からリハビリテーション専門職も他の専

門職や行政との協働を意識し、如何なる場所で如何なる災害が発生しても、派遣要請に応

えられる人づくり、組織づくりを進め、無用の犠牲を減らさなければならない。改めてリ

ハビリテーション専門職の存在意義を明確に示し、また諸機関への周知啓発や行政機関等

への配置推進を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 51 －



リハビリテーション専門職の取組み 

宮城県仙南保健福祉事務所（仙南保健所） 

1.リハビリテーション専門職の配置状況 

 ○宮城県仙南保健福祉事務所は、県保健所と県福祉事務所の機能を有し、県南内陸部の

２市７町（人口１７５千人）を所管する事務所である。 

 ○事務所は、地域保健福祉部（４班）、環境生活部（３班）、企画総務班で構成されてお

り、リハビリテーション専門職（作業療法士１名、理学療法士１名）は、地域保健福

祉部に所属している。 ※管内市町村役場には、リハビリテーション専門職の配置は

ない。 

２．平時の主な活動 ―保健所保健師と連携した市町村への専門技術支援－ 

（１） 市町村の保健師等が関与する保健福祉活動への専門技術支援 

① リハビリテーション専門職が得意とする相談内容を市町村へ周知 添付資料１ 

・身体機能評価や生活能力評価・動作や介助方法・福祉用具や舗装具の選定や 

適合 

・住宅改修や住環境整備・コミュニケーション支援機器の設定  等 

② リハビリテーション相談（個別支援へ相談） 

・障害児・者、高齢者等の支援担当者と一緒に家庭等を訪問し、対象者の機能や能

力評価、支援方策を提案  →個別支援強化と支援関係者の育成 

③ 市町村が実施する各種会議や研修等への専門的助言・協力 

・地域ケア会議やサービス担当者会議への参画、介護予防事業の企画・運営協力 

 等 

（２） 保健所保健師と連携した市町村支援や専門性の高い在宅療養者への支援 

① 管内（二次医療圏域）全域を見渡した支援体制づくり 

・地域包括ケア推進（医療・介護連携支援／認知症支援等） 

・乳幼児の早期療育支援、高次脳機能障害への支援等 

② 保健所保健師の連携した人工呼吸器装着者等への神経難病療養者への個別支援 

・保健師の依頼により、コミュニケーション支援機器の設定や生活環境調整支援 

 等 
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（３） 各種支援の中からみえた地域の課題に対応した研修開催（平成２９年度） 

① 障害児・者支援機関の連携推進及び支援拠点の強化のための研修会（支援者向け） 

② 地域包括ケア推進に向けた介護予防や自立支援の啓発のための研修会（支援者向

け・住民向け） 

（４） 保健所管内リハビリテーション資源の見える化とネットワークづくり  

① 管内リハビリテーション提供施設のサービス内容・在席職種調査 

② 管内リハビリテーション資源マップ作成・ＨＰ掲載        

③ 仙南地区リハビリテーション・リレー通信の定期発行・ＨＰ掲載 添付資料２ 

→リハビリテーションを提供する医療や福祉施設の職員がリレーで執筆 

（参考）http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sn-hohuku/chiikireha-reharire.html 

 

３．災害時の活動 －保健所の公衆衛生活動支援チームの一員として市町村支援－ 

  ・宮城県では、県地域防災計画に基づき、保健所を拠点として、迅速に公衆衛生活動

を行うために、県災害時公衆衛生活動災害ガイドラインを作成しており、保健所の

リハビリテーション専門職の役割が示されている。 

・大規模災害時は、保健所内に公衆衛生活動チームが設置され、リハビリテーション

専門職はそのチームメンバーとして、保健師・管理栄養士等と協力し、被災市町村

の保健活動を支援する。公衆衛生活動チームスタッフとしての理学療法士や作業療

法士の活動例は、避難所の生活環境整備・生活不活発病の予防・早期発見・対応、

仮設住宅のバリアフリー化への助言等があげられている。 

  ・被災市町村には、保健所保健師がコーディネーターとして派遣され，市町村保健師

とともに、健康課題を把握し、外部支援の受け入れを含め、活動調整をする。保健

所のリハビリテーション専門職は、コーディネーター保健師の情報に基づき、必要

な市町村支援を行う。 

  ・保健所のリハビリテーション専門職のみで対応困難な場合は、県本庁に人員の要請

をする。 

４．平時の活動と災害時の活動とのつながり 

    災害時の被災者健康支援は、市町村が核となり、保健所が協力・支援を行う。災

害時、リハビリテーション専門職が有効に機能するためには、支援の調整を行う市

町村や保健所保健師等がリハビリテーション専門職に期待できることを、平時から

知っておくことが必要である。 

保健所での平時の活動は、管内市町村保健師等が関与する保健福祉活動への技術
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支援であり、同僚の保健師とも連携しながら事業展開している。このことから、保

健所保健師だけでなく、市町村保健師等とも顔がみえる関係がつくれており、リハ

ビリテーション専門職に期待できることは何かということも理解が得られてきてい

る。 

このような平時の活動の積み重ねは、災害発生時も、市町村あるいは保健所保健

師が、被災者健康支援において、リハビリテーションニーズを発見し、必要なリハ

ビリテーション資源を活用することにつながると考えられる。 

さらに、管内のリハビリテーション提供施設調査に基づく、リハビリ資源マップ

作成やリハビリ・リレー通信発行の取組みは、住民へのＰＲとともに、所属の垣根

を越えて同職種の活動を知る機会となっており、有事にも情報共有しやすい関係づ

くりに寄与している。 

５．まとめ 

被災者の健康支援は、多職種で連携して支援にあたることがほとんどであり、お

互いの機能を理解した上で、目標共有と役割分担をすることが必要である。平時か

ら、保健師等関係者にリハビリテーション専門職の機能や強みについて理解を得て

おくこと、またリハビリテーション専門職も、健康支援の調整を担う行政保健師の

機能を知っておくということは、災害時の連携に有効に働くと考えられる。 

 

 

＜市町村の保健福祉活支援例＞ 

市町村地域包括支援センターの活動支援  市町村地域ケア会議への参画 

（地域のあつまりでできる介護予防）   （リハビリテーション視点からの意見）  
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地域リハビリテーション推進強化事業 

＜市町等事業支援・リハビリテーション相談＞ 

 
宮城県仙南保健福祉事務所では，高齢者や発達に遅れがある子ども及び障害のある方に関

する各種事業への協力や個別相談への対応により，支援体制の充実に向けた取り組みをして

います。お住まいの市町保健福祉担当部署等からの依頼により，リハビリ専門職員の派遣等

を実施しています。 
 

事業の対象者  
仙南圏域（９市町）の市町（市町から事業の委託を 
受けた機関を含む）及び高齢者，障害児・者等 
 

事業の内容 

●市町等が行う事業に対する専門的な助言，協力を行います。 
（介護予防事業，地域ケア会議やサービス担当者会議，障害児等に対する母子保健事業等） 

    
●個別相談支援（在宅，施設，事業所）を通して，対象者及び支援対

象機関の問題解決を支援します。 

 

～リハビリ専門職が得意とする相談～ 
① 身体機能（発達）評価や生活能力評価 
（筋力，筋緊張，可動性，協調性，発達，言語，認知，意欲，対人交流など） 

②日常生活上の支援方法，介助方法 
（歩行，トイレ，着替え，食事介助，抱っこの方法など） 

③福祉用具の選定，適合 
（つえ，車いす，歩行支援用具，自助具など） 

④補装具の選定，適合 
 （義肢，装具，意思伝達装置，座位保持装置など） 
⑤住宅改修，住環境整備 
（段差解消，手すりの設置，浴室の改造，屋内の家具配置など） 

⑥生活環境調整，コミュニケーション支援 
（おもちゃの選定，学習環境への助言，コミュニケーション支援機器の設定など） 

⑦活動全般 
（身体に負担をかけない動作，効果的な運動，発達を促す遊びなど） 

 

個別相談を通じた支援のイメージ 

 
   

 

 

 

 

利用方法・手続き 
相談を希望される場合は，事前に宮城県仙南保健福祉事務所 成人・高齢班  

地域リハビリテーション担当職員まで，ご連絡ください。 

【成人・高齢班直通 ☎０２２４－５３－３１２０】 

添付資料１

障害特性 

生活環境 

楽しみ・役割・社会との繋がり 

適した環境づくり 

○モノの工夫 

・住宅改修／福祉用具など 

○ヒトの工夫 

・関わり方／聴き方／伝え方など 

対象者の

全体像 

支援者の皆さんと一緒に考えます！ 
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http://www.pref.miyagi.jp/soshi
ki/sn-hohuku/chiikireha.html

－ 56 －



第４節 まとめ  

 

１． 考察  

今回ヒアリング及び文書報告を行った５事例におけるリハビリ専門職との関わりは、災

害以前からの地域リハビリテーションセンター活動などを基盤とした活動であり、具体的

には、避難所等での健康支援となっていた。  

避難所等では、避難所や仮設住宅などにおける高齢者、障害のある方、小さい子どもの

いる妊婦等の様々なニーズを保健師等が把握した後、必要な方に支援していた。例えば、

高齢者等が要支援・要介護状態にならないよう個別に訪問し支援するほか、地域の高齢者

を集めて、レクリエーションなどを実施し、生活不活発病の予防のための取り組みなどを

行っていた。認知症が疑われる避難者に対する対応の助言やボランティア等に対する支援

のほか、仮設住宅移行期には、室内・浴室への手すり設置や段差改修などの助言なども行

っていた。  

リハビリ専門職が個別支援を実施する前には、保健師は、、住民にリハビリ専門職の活動

内容への理解を促し、自立支援に対する意識づけを行うなど、住民との信頼関係の構築を

行っていた。長期化する避難所での健康支援は、災害の規模と支援した時期によって異な

っていたが、個別支援、集団支援、相談支援、環境整備、ボランティア支援、地域づくり

などのニーズがリハビリ専門職にあったことが分かった。  

今回、各地域では、発災後、リハビリ専門職が支援に関わることで、被災者自身の体調

や生活不活発病の予防、環境変化に伴う心身ケアへの対応も可能となるなど、早期からの

リハビリ専門職の支援の必要性を認識されていた。自宅にいる被災者への支援など、必要

な支援は多様であり、時間をかけた対応が望まれる場合もあり、被災地全体のアセスメン

トを行い、支援者全体の調整を行っていく必要があることが分かった。  

支援を行う際のリハビリ専門職の調整は、都道府県庁から現地の災害対策本部を経て、

地域の県や市・町の医師会等の関連団体と協議し、県のリハビリテーションセンターや地

域リハビリテーション活動で連携のあった団体が中心となって行われていた。都道府県庁

の担当部署とリハビリ専門職は、県の組織や発災前からの事業の関係などから、相談しや

すい関係である背景があった。発災初期には、様々な機関から支援があり、情報の流れも

多様であることなどから、様々な課題も認めていたが、一定期間経過後には、被災地域に

災害医療支援団体の会議を立ち上げ、長期的な活動の中で、記録の充実やコミュニケーシ

ョンなどの調整を行っていた。  

各種支援チームの派遣調整については、避難所等の健康支援を行う部署とリハビリテーシ

ョンセンターを所管する部署間の連携を図るなど、発災前からリハビリ専門職をはじめと

した各種支援チームの活動をコーディネートする体制が整備し、活動しやすい体制の整備

が必要であることが分かった。体制の整備にあたっては、リハビリテーションに関しての

理解のある職員が従事することが望ましく、各種支援チームの活動方針を共有していた。
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行政にリハビリ専門職が在籍していない場合は、他の団体等に頼らざるを得ず、平時から

の関係性がある団体に協力を求めていた。  

発災後の現在は、高齢者の自立支援や地域ケア会議、介護予防事業、障害児者支援などの

平時の活動に取り組みながら、リハビリ専門職向けの研修や災害訓練の協働実施など、連

携や担当の窓口を明確にし、災害発生時に備えた連携を図っていくことが必要であること

が分かった。  

行政に勤務しているリハビリ専門職は、障害者や高齢者を日常的に支える活動として実施

していた個別相談や市町村が実施する事業への専門的助言・協力、研修の開催、管内リハ

ビリテーション資源の見える化とネットワークづくりなど、平時の取り組みを強化してい

た。災害発生時には、保健所内の公衆衛生活動チーム員として活動する必要があることか

ら、保健師・管理栄養士等と協力し、被災市町村の保健活動を支援できるよう、市町村保

健師等と顔がみえる関係づくりを行っていた。そういった平時の活動の積み重ねが、保健

師等が被災者の健康支援において、リハビリテーションニーズを発見し、必要なリハビリ

テーション資源の活用につながっていることが分かった。  

 

２． 結論  

１）受援体制の構築  

保健師・看護師が被災地域や被災者をアセスメントする中で、リハビリテーションニー

ズを把握し、必要なリハビリテーション支援につなぐためには、平時の活動を通じた連携

や調整が重要であり、避難所や被災者全体を把握し、外部のリハビリテーション専門職と

役割を分担し、調整を行う窓口としてリハビリテーション専門職の配置が行政組織に求め

られる。  

２）平時からの連携  

平時からの顔が見える関係を構築し、災害を想定した合同訓練や研修会の企画、運営、

そして何よりも広く地域リハビリテーションを具現化していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

－ 58 －



第 4 章 研究報告集会 

 

第 1 節 目的 

 本事業の調査結果を報告し、災害時支援について現状や課題等を共有するために、保健

師やリハ職を対象に事業の報告集会を開催した。 

 

第 2 節 概要 

開催日時 ： 平成 30 年２月９日（金） 14 時 00 分～17 時 00 分 

会場   ： フクラシア東京ステーション 

プログラム： 基調講演   堀川春男（厚生労働省） 

       「災害時の制度や支援体制について」 

       講演     猪狩恵子（川内村役場） 

       「災害時の支援の現状とリハビリテーション専門職に期待すること」 

       調査報告   渡邉忠義（NPO 法人アイ・キャン） 

       「災害時リハ支援対応に向けた理学療法士・作業療法士の役割調査」 

       シンポジウム  

       「災害時のリハビリテーション専門職との連携 

 ～平時からの保健所・保健師との体制づくり～」 

奥田博子（国立保健医療科学院） 

              佐藤亮 （勝久病院） 

              浅野直也（国立病院機構東名古屋病院）  

              猪狩恵子 ※講演講師 
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第３節 実施結果 

【参加者】                   

今回の報告集会には、病院、行政、教育機関   

保健所、訪問看護、施設等から７7 名の方が参 

加された（アンケート回収率 92.2％）。リハビ 

リ専門職が主であったが、保健師の参加もみら 

れた。参加目的において、興味があるだけでな 

く実際に仕事に関係がある方が 42.3％おられ 

このような研修の必要性があることが分かった。 

 経験年数長いほど、仕事に関係があると答え 

た方が多く、多職種との連携という点で苦悩し 

ておられるようである。 

 

○アンケート調査結果報告 

【報告集会の評価】 

報告集会では、基調講演、講演、調査結果報告、シンポジウムを開催したが、参考にな

ったという意見を 92％の方々にいただき、評価されたものと思われる。関心の度合いは、

シンポジウムが最も高く、66.2％であった。 

 

【参加者の災害支援経験状況】 

今回参加された方の 35.2％が、東日本大震災、熊本地震、神戸島に等において、災害支

援活動の経験をされていた。内訳は、理学療法士が 12 名、作業療法士が 6 名、言語聴覚士

が 1 名、教育機関が 1 名、保健師 5 名であった。経験年数別では、10 年未満が 14.3％、10

以上 20 年未満が 32.4％、20 年以上が 75％であった。  

 

【平時からの連携について】 

平時からの連携が取れていると思いますか？という問いに、どちらともいえない・思わ

ないが 87.3％を占めた。また、仕事に関係があると答えた方の 86.7％が、どちらともいえ

ない・思わないという結果であった。理由をまとめると、①連携の仕方が分からない。②

保健師さんと関わりを持つ機会がない。③行政機関との関わりがない。④地域や機関によ

り、差や偏りが大きく災害に備えての連携がとりにくい。④組織は徐々にできてはいるも

のの、災害時に適応できる体制になっていない。殆どの参加者が、連携は必要と思ってい

ても連携することを難しく感じている状態である。 

 

【災害時の他職種連携の必要性ついて】 

全ての参加者が、災害時に連携が必要だと答えた。理由をまとめると、①単一の職能団

病院

教育機関

施設

保健所

訪問看護

行政

理学療法士

作業療法士

保健師

言語聴覚士

その他
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体のみでは災害時に機能しない、②組織だった活動を行わないと統一が取れず、困難を招

くだけであり、地域の復興にならない、③法律、ルールの中で情報共有活動し、被災者の

ために役割とまっとうするためには、連携がとても重要であるなどがあげられた。このよ

うに、災害時の他職種連携の必要性を参加者全員が感じていることがわかった。 

 

【連携に対する考えが変わったかについて】 

報告集会に参加して、災害時の連携についての考えが、少し変わった、大変変わったと

いう答えが 67.6％占めた。リハ職の必要性がわかっただけでなく、基調講演にて災害に関

する法令を学ぶ必要性を感じたことや、シンポジウムでの保健師や行政との関わりについ

て認識でき、統制された対応が必要であることが認識できた方も多くおられた。 

 

【貴方が住む地域で災害時に備えた組織、連携、活動について】 

 ＪＲＡＴを組織し、県との協定が出来ている地域から、地域での防災訓練がある程度ま

で様々である。多くの活動は見られるものの、個々の活動や避難訓練等の実施であり、組

織化して連携が出来ている地域は少なく、連携する方法が見つからないことがわかった。 

 

【今回の報告集会への意見】 

 今回の報告集会で、保健師の体勢や動きなどが理解できたことや、平時からの連携体制

の必要性を感じられた方が多かった。また、保健師からは、今回の話を聞いて、リハビリ

専門職の方々との連携をもっと意識していきたいと思ったという意見も頂いた。今後もこ

のような発信を続けてほしい。初めて知ることが多かったので、協会でもっと進めて欲し

いという意見も見られ、参加者の災害支援に対する意欲の高さが感じられた。 

 

【地域保健におけるリハ職の役割について】 

組織的に動くことの重要性を感じ、連携の必要性があると感じられた方が多かった。コ

ーディネーターと他職種連携の必要性と専門職としての知識と技術の両立が必要であるが、

多くのリハビリ専門職が地域保健とリハビリ専門職の関係を知らないので、広報を含め、

この事業を継続して欲しいとの意見もあった。また、地方自治体にもっとリハビリ専門職

の配置が必要であるという意見もみられた。 

 

【まとめ】 

今回の報告集会に参加され、法令や行政の動き、保健所保健師との連携について学んだ結

果、組織で動くことの重要性や平時からの連携を再確認された方が多かった。その反面、

組織化して連携が出来ている地域は少なく、連携するための機会や方法がないことがわか

った。今後は、連携の重要性をもっと具体的にする必要があるものと思われる。 
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第５章 考察 

 

 災害時リハ支援対応に向けた行政理学療法士・作業療法士の課題と役割と体制づくりへ

の提言を行うために、アンケート調査とヒアリング調査を実施した。 

リハ専門職には、予防を目的とした個別支援、集団支援、相談支援、環境整備、ならび

被災者やボランティアを含む支援者等への助言・指導など多様なニーズがあるが、過去の

災害発生時には十分に対応できていなかった。発災直後より、多くの外部支援チームが得

られたが、協働におけるコミュニケーションが課題であり、マネジメントが必要である。

リハ専門職が、リハニーズの把握、外部のリハ専門職の窓口の役割を分担し、連携するこ

とが望ましい。その際には、リハ専門職がスペシャリストとしてのみ活動するのではなく、

ジェネラリストとしての振る舞いが必要となる。 

 そのためには、まずは、リハ専門職の役割やその有用性を他職種に理解していただくこ

とが重要である。リハ専門職が、地域ケア会議や介護予防事業などを通しての街づくり等

に積極的に参画し、平時からの顔が見える関係を構築する。そこから、災害を想定した合

同訓練や研修会の企画、運営、そして何よりも広く地域リハビリテーションを具現化して

いくことが災害時支援体制づくりとなる。我々は、地域リハビリテーションの体制作りの

延長線上に災害時対応があると考えているからである。その実現のためには、平時から連

携・調整できる窓口としてリハ専門職の配置が行政組織に求められる。  

 

１．受援体制の構築が必要である 

 保健師・看護師が現地のアセスメントや避難所全体の調整を行い、リハビリテーション

専門職が、リハニーズの把握や外部のリハビリテーション専門職の窓口の役割を分担し、

連携することが望ましい。そのためには、平時から連携・調整できる窓口としてリハビリ

テーション専門職の配置が行政組織に求められる。 

 

２．平時からの連携が必要である 

 平時からの顔が見える関係を構築し、災害を想定した合同訓練や研修会の企画、運営、

そして何よりも広く地域リハビリテーションを具現化していくことが重要である。 

 

３．リハ専門職の公衆衛生への理解向上 

リハ専門職に対する地域保健や公衆衛生教育・研修および当該分野での活動拠点の創出

が望まれる。 
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A． 目的 

大規模災害発生時の被災者への医療支援については，

DMAT（災害派遣医療チーム）や JMAT（日本医師会災害

医療チーム）が，健康支援に関しては，保健所及び保健

センター保健師や DHEAT（災害時健康危機管理支援チ

ーム）がその役割を担っている．過去の大規模災害にお

ける理学療法士や作業療法士（以下，リハ専門職）の支援

活動から，健康支援のうち，廃用や障害の重症化予防と

いった二次障害予防に関して，リハ専門職の視点からも

介入できる要素があると考えられた． 

そこで，災害支援おけるリハ専門職の関わりと課題を調

査し，災害時リハ支援対応に向けた行政リハ専門職の役

割および平時からの保健所及び保健センター保健師等と

の支援・受援体制づくりのあり方を検討した． 

B．方法 

大規模災害を経験した関係者や，災害支援経験のある

行政職員や保健所及び保健センター保健師に対して，ア

ンケート調査およびヒアリング調査を行った．また，調査結

果の報告会を行政職員，保健所保健師，リハ専門職を対

象に実施し，広く意見交換を行った．

１．アンケート調査

１）対象

大規模災害を経験した行政関係者とし，① 激甚災害

の指定を受けた被災地（局激の場合は該当地域のみ，内

閣府HP より） ②東日本大震災以降 ③ 直近 1 年以内に

発生した地域を除く ，以上の項目に合致する市町村管轄

の保健センター102か所，都道府県管轄の保健所55か所

を抽出した． 

２）方法

自記式調査票調査とし，郵送での配布・回収を行った．

３）調査期間

平成 29年 10月 16日から 10月 28日とした． 尚，回収

状況を鑑み，12 月 15 日到着分までを有効回答とした． 

４）調査項目

調査票は， 2 種類作成し，保健所票は， 基本情報，

災害時の保健所内対策本部における対応，災害を想定し

た平時の対応，災害対応を考慮した専門職の必要性につ

いて，市町村票は，基本情報，避難所環境等（集団）への

対応，避難所における避難者（個人）への対応，仮設住宅

等における避難所への対応，災害時および平時における

専門職能との連携を調査項目とした．  

５）解析方法

得られたデータは必要に応じて単純集計およびクロス

集計を行った． 

６）倫理的配慮

すべての調査対象者に対し，本調査の研究の趣旨・目

的，およびデータの活用方法を書面により説明した．また，

調査への拒否，一部の質問項目への回答拒否があっても

何ら不利益が生じないことを書面により説明し，同意は調

査の回答をもってみなすこととした． 

２．ヒアリング調査 

１）対象

被災地である東北三県（岩手県，宮城県，福島県），熊

本県，茨城県，広島県で，災害時にリハビリテーション専

門職または医療職の派遣調整を担う部署または，平時に

リハビリテーション専門職と関わりのある部署に依頼した．

災害時リハ支援対応に向けた行政理学療法士・作業療法士の課題と役割

平素からの保健所・保健師等との体制づくりへの提言

  分担事業者：半田一登 （日本理学療法士協会長），中村春基 （日本作業療法士協会長） 

協力事業者：斉藤秀之（医療法人社団 筑波記念会），香山明美（みやぎ心のケアセンター），吉井智晴（東京医療学院大学）， 

清水兼悦（札幌山の上病院），清水順市（東京家政大学），戸松好恵（堺市健康福祉局健康部健康医療推進課）， 

染谷和久（霞ヶ関南病院），成松義啓(高千穂町国民健康保険病院)，渡邉忠義（あさかホスピタル）， 

浅野直也（国立病院機構東名古屋病院），小早川義貴（国立病院機構災害医療センター）， 

本多めぐみ（茨城県筑西保健所） 

アドバイザー：只野里子（宮城県仙南保健所）

《要旨》災害時リハ支援対応に向けた行政理学療法士・作業療法士の課題と役割と体制づくりへの提言を行うために，アンケート調

査とヒアリング調査を実施した．リハ専門職には，個別支援，集団支援，相談支援，環境整備，ボランティア等への指導など

多様なニーズがあるが，過去の災害発生時には十分に対応できていなかった．発災直後より，多くの外部支援チーム

が得られたが，協働におけるコミュニケーションが課題であり，マネジメントが必要である．保健師・看護師が現地のア

セスメントや避難所全体の調整を行い，リハ専門職が，リハニーズの把握や外部のリハ専門職の窓口の役割を分担

し，連携することが望ましい．そのためには，平時から連携・調整できる窓口としてリハ専門職の配置が行政組織に求

められる．また，平時からの顔が見える関係を構築し，災害を想定した合同訓練や研修会の企画，運営，そして何より

も広く地域リハビリテーションを具現化していくことが災害時支援体制づくりとなる．

第６章 調査結果
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２）調査項目 

課の紹介（災害時の取り組み），避難所での健康支援の

実態およびリハビリテーション専門職の支援の現状，健康

支援における課題やニーズ，災害時の行政機関に勤務

するリハビリテーション専門職の役割や期待，平時からの

取り組むべきこと（保健所等との連携など）について，プレ

ゼンテーションを依頼し，その後協力事業者と意見交換を

行った． 

Ｃ．結果 

１．アンケート調査 

１）回収率と回答職種 

都道府県票は，23ヶ所より回収を得た（回収率：41.8％）．

回答職種は保健師・看護師が最も多く，リハビリテーション

専門職の配置状況では理学療法士 4 ヶ所（17.4％）・作業

療法士3ヶ所（13.0％）であった．市町村票は， 39ヶ所より

回収を得た（回収率：38.2％）．回答職種は保健師・看護

師が最も多く，リハビリテーション専門職の配置状況では

理学療法士・作業療法士ともに 3 ヶ所（7.7％）であった．  

２）平時から行政組織に必要と感じる職種 

市町村の保健センターでは， 保健師・看護師，管理栄

養士，精神保健福祉士の順に割合が高く，リハビリテーシ

ョン専門職は 41.0％であった．道府県の保健所では，平

時から行政組織に必要と感じる職種は保健師・看護師，管

理栄養士，医師の割合が高く，リハビリテーション専門職

は 56.5％であった． 

３）避難所の集団への対応 

リハビリテーション専門職には「立ち座りに必要な用具

や環境の工夫」「避難所内の移動環境の工夫」「避難所周

辺における移動環境の確認とリスクの周知」へのニーズが

高かった．しかし，リハビリテーション専門職では調査項目

すべてにおいてニーズより実施状況の割合が低かった． 

４）避難所の個人への対応 

リハビリテーション専門職には「入浴動作（浴室内移動，

洗身）の評価・助言」「歩行補助用具の活用や調整」「摂

食・嚥下状態や食事時の座り方の評価・助言」へのニーズ

が髙かった．しかし，リハビリテーション専門職では調査項

目すべてにおいて実施がニーズより低かった． 

５）仮設住宅における避難者への対応 

リハビリテーション専門職は，ニーズに十分対応できて

おらず，特に「障害者の状況に応じた仮設住宅の初期改

修に向けた支援・提案」「高齢者の状況に応じた仮設住宅

の初期改修に向けた支援・提案」について専門的な介入

が必要である． 

６）災害時の保健所内対策本部における対応 

リハビリテーション専門職によるボランティアへの組織的

対応やその制度的な保障に関する項目で十分な対応が

出来ていないことが明らかになった．  

７）災害を想定した平時の対応 

災害時のリハビリテーション専門職の活動指針および

災害に備えた平時からの支援体制づくりの在り方として，リ

ハビリテーション専門職団体の連絡・相談窓口，リハビリテ

ーション専門職に対する研修事業（避難所等における現

場実務について），リハビリテーション専門職に対する研

修事業（対策本部等におけるマネジメント）を通して，平時

からの連携体制が必要であると考える． 

２．ヒアリング調査 

（平成 29 年 11 月 18 日） 

①岩手県 医療政策室 

（平成 29 年 12 月 8 日） 

②広島県 地域包括ケア・高齢者支援課，健康対策課 

 ③熊本県 認知症対策・地域ケア推進課  

・避難所での健康支援の実態およびリハビリテーション専

門職の支援の現状は，発災直後より，多くの各種支援

チームが得られたが，協働におけるコミュニケーション

の部分で難しい部分があった（熊本県）．各種支援チー

ムの派遣調整について，コーディネート体制整備の必

要性がある（岩手県）． 

・健康支援における課題やニーズに関しては，各フェーズ

に合わせた支援が必要である（３県）．避難所には支援

が集まりやすいが，個別的な支援不足しがちである（岩

手県）個別的な支援については時間をかけて対応して

いった（熊本県）． 

・災害時の行政機関に勤務するリハビリテーション専門職

の役割や期待としては，個別支援，集団支援，相談支

援，環境整備，ボランティア等への指導などのニーズが

ある（広島県）．地域リハビリテーションとしての活動が

災害時活動につながる（熊本県）． 

・平時からの取り組むべきことは，顔の見える関係を構築 

していくことが非常に重要である（３県）．災害を想定し 

た訓練を関係機関と合同で開催するなど（岩手県）． 

３．事業報告会の開催 

平成 30 年 2 月 9 日（金）フクラシア東京ステーションに

おいて，基調講演とシンポジウム形式とし，参加者との意

見交換を実施した． 

Ｄ．結論 

１．受援体制の構築が必要である． 

 保健師・看護師が現地のアセスメントや避難所全体の調 

整を行い，リハビリテーション専門職が，リハニーズの把握

や外部のリハビリテーション専門職の窓口の役割を分担し，

連携することが望ましい．そのためには，平時から連携・

調整できる窓口としてリハビリテーション専門職の配置が

行政組織に求められる． 

２．平時からの連携が必要である． 

 平時からの顔が見える関係を構築し，災害を想定した合

同訓練や研修会の企画，運営，そして何よりも広く地域リ

ハビリテーションを具現化していくことが重要である． 

Ｅ． 発表 

１．論文発表 なし  ２．学会発表 なし 
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平成29年度地域保健総合推進事業

分担事業者︓半⽥⼀登（⽇本理学療法⼠協会 会⻑）
中村春基（⽇本作業療法⼠協会 会⻑）

発 表 者︓⻫藤秀之
（⽇本理学療法⼠協会 副会⻑、医療法⼈社団筑波記念会）

災害時リハ⽀援対応に向けた
⾏政理学療法⼠・作業療法⼠の課題と役割
平時からの保健所・保健師等との体制づくりへの提⾔

事業⽬的

・⼤規模災害発⽣時の被災者への医療⽀援は、DMAT（災害派遣医療チーム）や
JMAT（⽇本医師会災害医療チーム）が担っている。

・⼀⽅、医療⽀援を必要としない被災者においても、⾼齢者や障害者等の災害弱
者といわれる被災者は、避難⽣活が強いられている状況下で廃⽤症候群や障害
の重症化を招く恐れがある。

・⼤規模災害発⽣後の健康⽀援に関しては、保健所やDHEAT（災害時健康危機管
理⽀援チーム）がその役割を担っている。

・過去の⼤規模災害において、理学療法⼠・作業療法⼠・⾔語聴覚⼠（以下、
リハ専⾨職）の活動による健康⽀援に介⼊できる要素がある。

○ 災害時のリハビリテーション専⾨職による⽀援に向けて⾏政機関に所属する
リハビリテーション専⾨職の役割の検討。

○ 平時からの保健所及び保健センターの保健師等との⽀援体制づくりのあり⽅
の検討。

1

事業内容とその⽬的
１．アンケート調査（調査対象︓保健所または市町村役場の保健師対象）

調査⽬的
・災害⽀援の際に、避難所でのリハ専⾨職の⽀援の実態や⽀援体制の整備状況等および
リハ専⾨職の⽀援が今後望まれることを明らかにする。

２．ヒアリング調査（調査対象︓都道府県本庁職員）

調査⽬的
以下の項⽬について聴取し、⾏政機関が求める⽀援体制のあり⽅を明らかにする。
・⼤規模災害におけるリハ専⾨職の派遣等に関する⾏政機関の役割
・⾏政機関に所属するリハ専⾨職の役割（または期待すること）
・平時からの保健所や市町村役場の保健師との連携
・リハ専⾨職に期待すること

３．報告集会開催

⽬的
・災害⽀援の際に、避難所等でのリハ専⾨職による⽀援のあり⽅や市町村・保健所等の
役割を踏まえた保健師との連携について学義整理すること

2

事業内容（調査対象）
調査対象

・以下の項⽬に合致する地域の保健所および市町村役所（または保健センター）
①激甚災害指定を受けた被災地域（局激の場合は該当地域のみ）
②東⽇本⼤震災以降
③直近１年以内に発⽣した地域を除く

調査⽅法
１．アンケート調査
・保健所票
調査対象として抽出された「保健所」55ヶ所

・市町村票
調査対象として抽出された「市町村役場」または「保健センター」102ヶ所

２．ヒアリング調査
・調査対象地域として抽出された地域の「都道府県庁」
・所管課は以下の項⽬のいずれかに合致する課

1. 災害時にリハ職または医療職の派遣調整を担う部署
2. 平時にリハ職と関わりのある部署

3

１．アンケート調査
調査⽅法

・⾃記式調査票調査
・郵送により配布、回収

調査期間

平成29年10⽉16⽇から10⽉28⽇
※回収状況に鑑み、12⽉15⽇到着分までを有効回答

データの分析

主な調査項⽬は以下のとおり
・避難所や仮設住宅における⽀援の必要性や対応の有無
・避難所や仮設住宅における⽀援の実施職種と実施を希望する職種
・⾏政組織に必要な専⾨職種

解析⽅法

単純集計およびクロス集計
4

調査項⽬
○各調査票で⼤きく以下に設けたテーマに沿って、設問を作成
○各設問において「対応の必要性」と「対応」の有無を問い、
それぞれ“有り”と回答した場合に「今後希望する職種」や「今回実施した職種」
の回答を求めた。

保健所票（対象１）

A. 基本情報
B. 災害時の保健所内対策本部における対応
C. 災害を想定した平時の対応
D. 災害対応を考慮した専⾨職の必要性

市町村票（対象２）

A. 基本情報
B. 避難所環境等（集団）への対応
C. 避難所における避難者（個⼈）への対応
D. 仮設住宅等における避難所への対応
E. 災害時および平時における専⾨職能との連携

5
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結果︓保健所票

回収率41.8%（ 23/ 55か所）

○リハ専⾨職の派遣調整や専⾨職団体との連絡・相談窓⼝、および調整本部等の
会議への参加に関するニーズが多いことが明らかとなった。

6

結果︓市町村票
〇リハ専⾨職への直接的な⽀援のニーズが多く、実施状況をみると実施状況の割合
は低いことが明らかとなった。

回収率38.2%（ 39/ 102か所）

7

結果︓リハ専⾨職の必要性
○災害時の⽀援体制構築に向けて、リハ専⾨職が求められている。
○⾏政機関への平時からのリハ専⾨職の配置を必要と半数以上が感じている。

平時から⾏政組織にリハ専⾨職が必要と
回答した割合

災害時において外部からリハ専⾨職の⽀援が必要と
回答した割合

平成27年度地域保健総合推進事業分担事業調査
「⾃治体等に所属している理学療法⼠、作業療法⼠の地域保健活動の推進と実態把握に関する調査研究」

理学療法⼠、作業療法⼠が配置されている市町村数（割合）︓ 304か所（32.5％）
※回答数936か所 8

２．ヒアリング調査
－調査対象（調査⽇）

①岩⼿県 医療政策室 （平成29年11⽉18⽇）

②広島県 地域包括ケア・⾼齢者⽀援課、健康対策課（平成29年12⽉ 8⽇）

③熊本県 認知症対策・地域ケア推進課 （平成29年12⽉ 8⽇）

－調査項⽬

①課の紹介（災害時の取り組み）

②避難所での健康⽀援の実態およびリハ専⾨職の⽀援の現状

③健康⽀援における課題やニーズ（リハ専⾨職に限らず）

④災害時の⾏政機関に勤務するリハ専⾨職の役割や期待

⑤平時からの取り組むべきこと（保健所等との連携など）
9

結果
②避難所での健康⽀援の実態およびリハ専⾨職の⽀援の現状

・発災直後より、多くの各種⽀援チームが得られたが、協働におけるコミュニ
ケーションの部分で難しい部分があった（熊本県）。

・各種⽀援チームの派遣調整について，コーディネート体制整備の必要性があ
る（岩⼿県）。

③健康⽀援における課題やニーズ（リハ専⾨職に限らず）

・各フェーズに合わせた⽀援が必要である（３県）。
・避難所には⽀援が集まりやすいが、在宅者への個別的な⽀援が不⾜しがち。

（岩⼿県）
・個別的な⽀援については時間をかけて対応していった（熊本県）。

④災害時の⾏政機関に勤務するリハビ専⾨職の役割や期待

・リハ専⾨職には、個別⽀援、集団⽀援、相談⽀援、環境整備、ボランティア
等への指導などのニーズがある（広島県）。

・地域リハビリテーションとしての災害時活動（熊本県）

⑤平時からの取り組むべきこと（保健所等との連携など）

・平時から顔の⾒える関係を構築していくことが⾮常に重要（３県）。
・災害を想定した訓練を関連機関と合同で開催の有効性（岩⼿県） 10

３．報告集会
【開催⽇時・場所】
平成30年2⽉9⽇（⾦） 14時~17時 ・ フクラシア東京ステーション会議室H

【内容】
基調講演 「災害時の制度や⽀援体制について」

堀川春男 ⽒（厚⽣労働省）
講演 「災害時の⽀援の現状とリハビリテーション専⾨職に期待すること」

猪狩恵⼦ ⽒（川内村役場）
調査報告 「災害時リハ⽀援対応に向けた理学療法⼠・作業療法⼠の役割調査」

渡邉忠義 ⽒（NPO法⼈アイ・キャン）
シンポジウム「災害時のリハビリテーション専⾨職との連携

〜平時からの保健所・保健師との体制づくり〜」
奥⽥博⼦ ⽒（国⽴保健医療科学院） 、佐藤亮 ⽒（勝久病院）
浅野直也 ⽒（国⽴病院東名古屋病院）、猪狩恵⼦ ⽒（川内村役場）※講演講師

【参加者】
77名（医師○、保健師○、⾏政○、リハ専⾨職○、その他○）

【結果】
・災害⽀援における平時からの保健師とリハ専⾨職との連携や⾏政機関に所属するリハ専⾨職の
役割について講演および意⾒交換が⾏われた。

・今後リハ専⾨職による災害⽀援が充実していくために、保健師をはじめとした⽀援に関わる関
連職種や地域保健および公衆衛⽣に関するリハ専⾨職の理解促進、そして、平時から多職種間
の相互連携や連携体制の構築が重要であることが⽰唆された。

11
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まとめ

１．受援体制の構築
保健師・看護師が現地のアセスメントや避難所全体の調整を⾏い、リハ

専⾨職が、リハニーズの把握や、外部のリハ専⾨職の窓⼝の役割を分担し、
連携することが望ましい。そのためには、平時から連携・調整できる窓⼝
としてリハ専⾨職の配置が⾏政組織に求められる。

２．平時からの連携

平時からの顔が⾒える関係を構築し、災害を想定した合同訓練や研修会
の企画、運営、そして何よりも広く地域リハビリテーションの理念を具現
化していくことが重要である。

12

リハ専門職に対する地域保健や公衆衛生教育・研修および当該分野での活動拠点の創出が
望まれる
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地域保健総合推進事業 

災害時リハビリテーション支援対応に向けた課題と役割～平時からの保健所･保健師等との体制づくり～ 

 

 「災害時リハ支援対応に向けた理学療法士・作業療法士の役割調査」設問設定の概要  
 

１．設問設定について 

 １）発災からの時間的経過によって支援フェーズが異なることから、設問は避難所での生活期と仮設住

宅での生活期に分け、それぞれの時期におけるリハビリテーションに関する内容とした。また平時の

連携の重要性を鑑み、日ごろのリハビリテーション専門職との関わりも設問に加えた。 

 ２）避難所や仮設住宅での被災者支援はその主体が被災市町村にあることから、被災市町村には避難所

でのリハビリテーションに関わる支援を集団対応および個人対応に分けて設問を設定した。 

３）県は被災者支援の状況確認や調整が主たる役割と考え、災害対策本部等で行うべき連携や支援調整

等について設問を設定した。 

４）すべての設問項目は、理学療法士、作業療法士が日ごろの業務（治療訓練、環境調整、相談支援、

場面設定など）や活動（健康づくりや介護予防、地域づくり、地域ケア会議など）として実践してい

る状況を踏まえ、平時においても災害時においてもリハビリテーション専門職として対応できる内容

とした。 

 

２．市町村または保健センターに対する主な設問 

【避難所環境等（集団）への対応＜11 設問＞】 

①「避難所アセスメントシート」の作成、②有病者や要援護者の把握、③アセスメントにもとづく環境

整備の提案、④立ち座りに必要な用具や環境の工夫（椅子,机,台,手すり,備品配置など）、⑤避難所内の移

動環境の工夫（手すり,段差解消,移動導線など）、⑥避難所周辺における移動環境の確認とリスクの周知、

⑦食事環境の調整（授乳室など乳幼児への対応）、⑧更衣ができる環境の調整、⑨トイレ設備・環境の確

認や調整（排泄場所,手すり,ストマ対応など）、⑩入浴設備の確認や用具の手配 （手すり,ｼｬﾜｰ椅子,滑り止

めﾏｯﾄなど）、⑪本部の情報交換会への出席 （避難所や地域の医療状況の報告）   

 

【避難所における避難者（個人）への対応＜15 設問＞】 

①意思疎通能力の評価・助言（認知機能を含む）、②立ち座り・移動能力の評価・助言、③歩行補助用

具の活用や調整（靴、杖、車椅子、補装具など）、④褥瘡防止のための評価・助言（ウレタンマット貸与

や廃棄方法の伝達）、⑤摂食・嚥下状態や食事時の座り方の評価・助言、⑥食事道具の工夫や調整、⑦容

易に着脱できる衣服の工夫や調整、⑧感染予防への道具・材料の紹介や整容や保清の方法の評価・助言、

⑨排泄状況の評価・助言、⑩トイレ内動作（立ち座り、方向転換）の評価・助言）、⑪入浴動作（浴室内

移動、洗身）の評価・助言、⑫深部静脈血栓症予防のための啓発・指導（弾性ｽﾄｯｷﾝｸﾞ配布等）、⑬生活不

活発病予防の啓発・指導、⑭被災者の運動指導や生活指導等の個別支援、⑮避難所生活の適応が難しい方

の相談・対応（福祉避難所への相談など） 

 

【仮設住宅等における避難者への対応＜10 設問＞】 

①高齢者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に向けた支援・提案、②障害者の状況に応じた仮設住宅の

初期改修に向けた支援・提案、③仮設住宅の入居者把握（年齢,性別,出身地,世帯構成など）、④入居者の心
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身状況の把握（必要に応じ専門職や専門医に繋ぐ）、⑤仮設住宅等の環境調整（屋内動線,トイレ,浴室,台所

など）、⑥日常生活の中で活動性を上げる指導（買い物,調理,掃除などの促し）、⑦個別相談（メンタルケ

ア,生活指導,福祉用具対応）、⑧コミュニティづくりの支援（集会場の確保,人材育成など）、⑨自主グルー

プの育成（自治会との協力,住民の役割づくりなど）、⑩関連団体との連携・調整（病院,介護・福祉ｻｰﾋﾞｽ,

行政・社協など） 

 

３．保健所に対する主な項目 

【災害時の保健所内対策本部における対応＜11 設問＞】 

①避難所等におけるリハビリテーションニーズの把握、②リハビリ専門職団体との連絡・相談窓口、③

リハビリ専門職によるボランティア（個人）の受入れ窓口、④リハビリ専門職によるボランティア（個人）

の組織化（チーム編成）、⑤避難所等へのリハビリ専門職の派遣調整、⑥派遣したリハビリ専門職との連

絡・調整、⑦避難所からのニーズへの対策検討（優先順位の決定,関連団体との調整）、⑧リハビリ専門職

団体を含む関連団体間の情報共有、⑨都道府県の保健医療調整本部における会議への参加（ﾘﾊﾆｰｽﾞ・活動

の報告）、⑩派遣したリハビリ専門職の安全保障（ボランティア保険の加入手続きなど）、⑪派遣したリ

ハビリ専門職の身分保障（出務依頼などの文書発行） 

 

【災害を想定した平時の対応＜12 設問＞】 

①避難所等の環境・物品の把握（障害者や高齢者の生活を考慮して）、②リハビリ専門職団体の連絡・

相談窓口、③リハビリ専門職団体を含む関連団体間の情報共有（ネットワーク作り）、④災害を想定した

対応マニュアルの作成（リハビリ専門職の役割 など）、⑤リハビリ専門職に対する研修事業（避難所等に

おける現場実務について）、⑥リハビリ専門職に対する研修事業（対策本部等におけるマネジメントにつ

いて）、⑦リハビリ専門職によるボランティアの組織化（登録リストの管理 など）、⑧関連団体・組織と

の関係作り（病院,介護・福祉ｻｰﾋﾞｽ,社協 など）、⑨市町村職員に対する災害リハに関する研修事業、⑩地

域住民に向けた災害リハに関する啓発活動、⑪災害時にも活用できる地域のコミュニティづくりの支援、

⑫災害を想定した訓練の実施（関連団体や地域住民との避難訓練など） 
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１．アンケート調査　単純集計結果

市町村：市町村役場または保健センター票

A-02. 理学療法⼠・作業療法⼠の配置 A-03. 回答者の職種

合計
理学療法⼠

あり
作業療法⼠

あり
合計 医師

保健師
看護師

⾏政
事務職

リハビリ
専⾨職

その他

39 3 3 39 0 38 1 0 0
7.7% 7.7% 0.0% 97.4% 2.6% 0.0% 0.0%

B-01. 避難所アセスメントシートの作成

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 34 4 1 必要性：あり 34 9 20 18 1 2
87.2% 10.3% 2.6% 26.5% 58.8% 52.9% 2.9% 5.9%

対応：あり 22 5 15 9 0 2
22.7% 68.2% 40.9% 0.0% 9.1%

対応：なし 12 4 5 9 1 0
33.3% 41.7% 75.0% 8.3% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

34 22 12 0 対応：あり 22 0 20 6 0 1
64.7% 35.3% 0.0% 0.0% 90.9% 27.3% 0.0% 4.5%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

B-02. 有病者や要援護者の把握

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 37 1 1 必要性：あり 37 14 31 16 6 5
94.9% 2.6% 2.6% 37.8% 83.8% 43.2% 16.2% 13.5%

対応：あり 35 14 29 16 6 5
40.0% 82.9% 45.7% 17.1% 14.3%

対応：なし 2 0 2 0 0 0
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

37 35 2 0 対応：あり 35 6 33 14 5 6
94.6% 5.4% 0.0% 17.1% 94.3% 40.0% 14.3% 17.1%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る
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B-03. アセスメントにもとづく、環境整備の提案

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 35 3 1 必要性：あり 35 17 25 15 2 5
89.7% 7.7% 2.6% 48.6% 71.4% 42.9% 5.7% 14.3%

対応：あり 26 12 19 11 2 4
46.2% 73.1% 42.3% 7.7% 15.4%

対応：なし 9 5 6 4 0 1
55.6% 66.7% 44.4% 0.0% 11.1%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

35 26 9 0 対応：あり 26 5 22 10 1 7
74.3% 25.7% 0.0% 19.2% 84.6% 38.5% 3.8% 26.9%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

B-04.  ⽴ち座りに必要な⽤具や環境の⼯夫

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 34 4 1 必要性：あり 34 29 21 14 1 1
87.2% 10.3% 2.6% 85.3% 61.8% 41.2% 2.9% 2.9%

対応：あり 25 20 16 13 1 1
80.0% 64.0% 52.0% 4.0% 4.0%

対応：なし 9 9 5 1 0 0
100.0% 55.6% 11.1% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

34 25 9 0 対応：あり 25 9 24 14 0 2
73.5% 26.5% 0.0% 36.0% 96.0% 56.0% 0.0% 8.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

B-05. 避難所内の移動環境の⼯夫

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 33 5 1 必要性：あり 33 21 18 13 0 1
84.6% 12.8% 2.6% 63.6% 54.5% 39.4% 0.0% 3.0%

対応：あり 21 13 14 12 0 1
61.9% 66.7% 57.1% 0.0% 4.8%

対応：なし 12 8 4 1 0 0
66.7% 33.3% 8.3% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

33 21 12 0 対応：あり 21 7 19 11 0 1
63.6% 36.4% 0.0% 33.3% 90.5% 52.4% 0.0% 4.8%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る
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B-06. 避難所周辺における移動環境の確認とリスクの周知

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 34 4 1 必要性：あり 34 15 12 24 12 2
87.2% 10.3% 2.6% 44.1% 35.3% 70.6% 35.3% 5.9%

対応：あり 21 8 8 17 7 1
38.1% 38.1% 81.0% 33.3% 4.8%

対応：なし 13 7 4 7 5 1
53.8% 30.8% 53.8% 38.5% 7.7%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

34 21 13 0 対応：あり 21 2 12 17 4 1
61.8% 38.2% 0.0% 9.5% 57.1% 81.0% 19.0% 4.8%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

B-07. ⾷事環境の調整

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 35 2 2 必要性：あり 35 4 28 21 0 7
89.7% 5.1% 5.1% 11.4% 80.0% 60.0% 0.0% 20.0%

対応：あり 26 3 20 14 0 6
11.5% 76.9% 53.8% 0.0% 23.1%

対応：なし 9 1 8 7 0 1
11.1% 88.9% 77.8% 0.0% 11.1%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

35 26 9 0 対応：あり 26 2 22 16 0 8
74.3% 25.7% 0.0% 7.7% 84.6% 61.5% 0.0% 30.8%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

B-08.  更⾐ができる環境の調整

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 36 2 1 必要性：あり 36 3 19 23 3 4
92.3% 5.1% 2.6% 8.3% 52.8% 63.9% 8.3% 11.1%

対応：あり 28 3 15 17 0 4
10.7% 53.6% 60.7% 0.0% 14.3%

対応：なし 8 0 4 6 3 0
0.0% 50.0% 75.0% 37.5% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

36 28 8 0 対応：あり 28 2 17 22 0 6
77.8% 22.2% 0.0% 7.1% 60.7% 78.6% 0.0% 21.4%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

－ 80 －



B-09. トイレ設備・環境の確認や調整

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 38 1 0 必要性：あり 38 16 27 23 2 2
97.4% 2.6% 0.0% 42.1% 71.1% 60.5% 5.3% 5.3%

対応：あり 33 14 24 19 1 2
42.4% 72.7% 57.6% 3.0% 6.1%

対応：なし 5 2 3 4 1 0
40.0% 60.0% 80.0% 20.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

38 33 5 0 対応：あり 33 4 24 22 1 4
86.8% 13.2% 0.0% 12.1% 72.7% 66.7% 3.0% 12.1%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

B-10. ⼊浴設備の確認や⽤具の⼿配

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 29 9 1 必要性：あり 29 17 14 13 6 4
74.4% 23.1% 2.6% 58.6% 48.3% 44.8% 20.7% 13.8%

対応：あり 16 7 9 8 3 2
43.8% 56.3% 50.0% 18.8% 12.5%

対応：なし 13 10 5 5 3 2
76.9% 38.5% 38.5% 23.1% 15.4%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

29 16 13 0 対応：あり 16 2 7 10 5 2
55.2% 44.8% 0.0% 12.5% 43.8% 62.5% 31.3% 12.5%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

B-11. 本部の情報交換会への出席

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 36 2 1 必要性：あり 36 8 27 26 10 4
92.3% 5.1% 2.6% 22.2% 75.0% 72.2% 27.8% 11.1%

対応：あり 32 7 23 23 8 3
21.9% 71.9% 71.9% 25.0% 9.4%

対応：なし 4 1 4 3 2 1
25.0% 100.0% 75.0% 50.0% 25.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

36 32 4 0 対応：あり 32 5 20 23 9 2
88.9% 11.1% 0.0% 15.6% 62.5% 71.9% 28.1% 6.3%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

－ 81 －



C-01. 意思疎通能⼒の評価・助⾔

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 35 3 1 必要性：あり 35 10 25 4 2 8
89.7% 7.7% 2.6% 28.6% 71.4% 11.4% 5.7% 22.9%

対応：あり 29 6 22 3 1 7
20.7% 75.9% 10.3% 3.4% 24.1%

対応：なし 6 4 3 1 1 1
66.7% 50.0% 16.7% 16.7% 16.7%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

35 29 6 0 対応：あり 29 2 26 4 0 7
82.9% 17.1% 0.0% 6.9% 89.7% 13.8% 0.0% 24.1%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

C-02. ⽴ち座り・移動能⼒の評価・助⾔

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 34 4 1 必要性：あり 34 26 12 2 0 5
87.2% 10.3% 2.6% 76.5% 35.3% 5.9% 0.0% 14.7%

対応：あり 26 18 8 2 0 4
69.2% 30.8% 7.7% 0.0% 15.4%

対応：なし 8 8 4 0 0 1
100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 12.5%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

34 26 8 0 対応：あり 26 9 22 2 0 5
76.5% 23.5% 0.0% 34.6% 84.6% 7.7% 0.0% 19.2%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

C-03. 歩⾏補助⽤具の活⽤や調整

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 33 5 1 必要性：あり 33 28 20 9 0 8
84.6% 12.8% 2.6% 84.8% 60.6% 27.3% 0.0% 24.2%

対応：あり 26 21 19 9 0 6
80.8% 73.1% 34.6% 0.0% 23.1%

対応：なし 7 7 1 0 0 2
100.0% 14.3% 0.0% 0.0% 28.6%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

33 26 7 0 対応：あり 26 11 22 7 0 6
78.8% 21.2% 0.0% 42.3% 84.6% 26.9% 0.0% 23.1%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

－ 82 －



C-04. 褥瘡防⽌のための評価・助⾔

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 28 10 1 必要性：あり 28 19 17 0 0 8
71.8% 25.6% 2.6% 67.9% 60.7% 0.0% 0.0% 28.6%

対応：あり 16 11 11 0 0 5
68.8% 68.8% 0.0% 0.0% 31.3%

対応：なし 12 8 6 0 0 3
66.7% 50.0% 0.0% 0.0% 25.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

28 16 12 対応：あり 16 7 15 0 0 5
57.1% 42.9% 0.0% 43.8% 93.8% 0.0% 0.0% 31.3%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

C-05. 摂⾷・嚥下状態や⾷事時の座り⽅の評価・助⾔

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 29 9 1 必要性：あり 29 23 14 0 0 10
74.4% 23.1% 2.6% 79.3% 48.3% 0.0% 0.0% 34.5%

対応：あり 13 10 6 0 0 4
76.9% 46.2% 0.0% 0.0% 30.8%

対応：なし 16 13 8 0 0 6
81.3% 50.0% 0.0% 0.0% 37.5%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

29 13 16 0 対応：あり 13 5 12 1 0 6
44.8% 55.2% 0.0% 38.5% 92.3% 7.7% 0.0% 46.2%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

C-06. ⾷事道具の⼯夫や調整

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 26 12 1 必要性：あり 26 20 13 1 0 6
66.7% 30.8% 2.6% 76.9% 50.0% 3.8% 0.0% 23.1%

対応：あり 13 8 8 1 0 4
61.5% 61.5% 7.7% 0.0% 30.8%

対応：なし 13 12 5 0 0 2
92.3% 38.5% 0.0% 0.0% 15.4%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

26 13 13 0 対応：あり 13 5 12 2 0 7
50.0% 50.0% 0.0% 38.5% 92.3% 15.4% 0.0% 53.8%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

－ 83 －



C-07. 容易に着脱できる⾐服の⼯夫や調整

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 20 17 2 必要性：あり 20 15 10 0 0 2
51.3% 43.6% 5.1% 75.0% 50.0% 0.0% 0.0% 10.0%

対応：あり 6 3 3 0 0 1
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 16.7%

対応：なし 14 12 7 0 0 1
85.7% 50.0% 0.0% 0.0% 7.1%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

20 6 14 0 対応：あり 6 1 5 0 0 2
30.0% 70.0% 0.0% 16.7% 83.3% 0.0% 0.0% 33.3%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

C-08. 感染予防への道具・材料の紹介や整容や保清の⽅法の評価・助⾔

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 34 3 2 必要性：あり 34 6 27 3 1 6
87.2% 7.7% 5.1% 17.6% 79.4% 8.8% 2.9% 17.6%

対応：あり 27 2 22 2 1 5
7.4% 81.5% 7.4% 3.7% 18.5%

対応：なし 7 4 5 1 0 1
57.1% 71.4% 14.3% 0.0% 14.3%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

34 27 7 0 対応：あり 27 1 25 3 1 5
79.4% 20.6% 0.0% 3.7% 92.6% 11.1% 3.7% 18.5%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

C-09. 排泄状況の評価・助⾔

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 27 8 4 必要性：あり 27 13 17 1 0 5
69.2% 20.5% 10.3% 48.1% 63.0% 3.7% 0.0% 18.5%

対応：あり 20 7 15 1 0 4
35.0% 75.0% 5.0% 0.0% 20.0%

対応：なし 7 6 2 0 0 1
85.7% 28.6% 0.0% 0.0% 14.3%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

27 20 7 0 対応：あり 20 2 19 3 0 4
74.1% 25.9% 0.0% 10.0% 95.0% 15.0% 0.0% 20.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

－ 84 －



C-10. トイレ内動作の評価・助⾔

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 28 10 1 必要性：あり 28 22 18 1 0 3
71.8% 25.6% 2.6% 78.6% 64.3% 3.6% 0.0% 10.7%

対応：あり 18 12 13 1 0 2
66.7% 72.2% 5.6% 0.0% 11.1%

対応：なし 10 10 5 0 0 1
100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 10.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

28 18 10 0 対応：あり 18 5 16 1 0 3
64.3% 35.7% 0.0% 27.8% 88.9% 5.6% 0.0% 16.7%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

C-11. ⼊浴動作（浴室内移動、洗⾝）の評価・助⾔

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 20 18 1 必要性：あり 20 18 10 0 0 3
51.3% 46.2% 2.6% 90.0% 50.0% 0.0% 0.0% 15.0%

対応：あり 7 5 4 0 0 2
71.4% 57.1% 0.0% 0.0% 28.6%

対応：なし 13 13 6 0 0 1
100.0% 46.2% 0.0% 0.0% 7.7%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

20 7 13 0 対応：あり 7 3 6 0 0 2
35.0% 65.0% 0.0% 42.9% 85.7% 0.0% 0.0% 28.6%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

C-12. 深部静脈⾎栓症予防のための啓発・指導

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 23 13 3 必要性：あり 23 14 16 0 0 6
59.0% 33.3% 7.7% 60.9% 69.6% 0.0% 0.0% 26.1%

対応：あり 18 10 12 0 0 6
55.6% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3%

対応：なし 5 4 4 0 0 0
80.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 18 5 0 対応：あり 18 6 15 0 0 7
78.3% 21.7% 0.0% 33.3% 83.3% 0.0% 0.0% 38.9%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る
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C-13. ⽣活不活発病予防の啓発・指導

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 33 5 1 必要性：あり 33 22 28 1 0 10
84.6% 12.8% 2.6% 66.7% 84.8% 3.0% 0.0% 30.3%

対応：あり 31 21 26 1 0 9
67.7% 83.9% 3.2% 0.0% 29.0%

対応：なし 2 1 2 0 0 1
50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

33 31 2 0 対応：あり 31 12 31 1 0 10
93.9% 6.1% 0.0% 38.7% 100.0% 3.2% 0.0% 32.3%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

C-14. 被災者の運動指導や⽣活指導等の個別⽀援

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

39 29 9 1 必要性：あり 29 21 22 1 0 8
74.4% 23.1% 2.6% 72.4% 75.9% 3.4% 0.0% 27.6%

対応：あり 27 19 20 1 0 7
70.4% 74.1% 3.7% 0.0% 25.9%

対応：なし 2 2 2 0 0 1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

29 27 2 0 対応：あり 27 14 27 1 0 9
93.1% 6.9% 0.0% 51.9% 100.0% 3.7% 0.0% 33.3%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

D-00. 仮設住宅の設置有無

合計 あり なし 無回答

39 21 17 1
53.8% 43.6% 2.6%
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D-01. ⾼齢者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に向けた⽀援・提案

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 17 4 0 必要性：あり 17 12 8 8 0 6
81.0% 19.0% 0.0% 70.6% 47.1% 47.1% 0.0% 35.3%

対応：あり 15 11 7 7 0 5
73.3% 46.7% 46.7% 0.0% 33.3%

対応：なし 2 1 1 1 0 1
50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

17 15 2 0 対応：あり 15 9 9 10 1 6
88.2% 11.8% 0.0% 60.0% 60.0% 66.7% 6.7% 40.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

D-02. 障害者の状況に応じた仮設住宅の初期改修に向けた⽀援・提案

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 18 3 0 必要性：あり 18 14 8 8 0 4
85.7% 14.3% 0.0% 77.8% 44.4% 44.4% 0.0% 22.2%

対応：あり 14 10 7 7 0 4
71.4% 50.0% 50.0% 0.0% 28.6%

対応：なし 4 4 1 1 0 0
100.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

18 14 4 0 対応：あり 14 8 9 10 1 3
77.8% 22.2% 0.0% 57.1% 64.3% 71.4% 7.1% 21.4%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

D-03. 仮設住宅の⼊居者把握

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 20 1 0 必要性：あり 20 1 17 9 1 1
95.2% 4.8% 0.0% 5.0% 85.0% 45.0% 5.0% 5.0%

対応：あり 20 1 17 9 1 1
5.0% 85.0% 45.0% 5.0% 5.0%

対応：なし 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

20 20 0 0 対応：あり 20 0 18 12 0 2
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.0% 60.0% 0.0% 10.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る
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D-04. ⼊居者の⼼⾝状況の把握

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 20 1 0 必要性：あり 20 4 17 3 0 4
95.2% 4.8% 0.0% 20.0% 85.0% 15.0% 0.0% 20.0%

対応：あり 20 4 17 3 0 4
20.0% 85.0% 15.0% 0.0% 20.0%

対応：なし 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

20 20 0 0 対応：あり 20 2 19 3 0 6
100.0% 0.0% 0.0% 10.0% 95.0% 15.0% 0.0% 30.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

D-05. 仮設住宅等の環境調整

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 18 3 0 必要性：あり 18 10 10 6 0 3
85.7% 14.3% 0.0% 55.6% 55.6% 33.3% 0.0% 16.7%

対応：あり 15 7 9 5 0 3
46.7% 60.0% 33.3% 0.0% 20.0%

対応：なし 3 3 1 1 0 0
100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

18 15 3 0 対応：あり 15 7 10 7 1 5
83.3% 16.7% 0.0% 46.7% 66.7% 46.7% 6.7% 33.3%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

D-06. ⽇常⽣活の中で活動性を上げる指導

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 19 2 0 必要性：あり 19 8 11 2 0 6
90.5% 9.5% 0.0% 42.1% 57.9% 10.5% 0.0% 31.6%

対応：あり 18 8 11 1 0 6
44.4% 61.1% 5.6% 0.0% 33.3%

対応：なし 1 0 0 1 0 0
0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

19 18 1 0 対応：あり 18 7 14 2 0 8
94.7% 5.3% 0.0% 38.9% 77.8% 11.1% 0.0% 44.4%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る
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D-07. 個別相談

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 21 0 0 必要性：あり 21 10 17 3 0 9
100.0% 0.0% 0.0% 47.6% 81.0% 14.3% 0.0% 42.9%

対応：あり 20 9 16 3 0 9
45.0% 80.0% 15.0% 0.0% 45.0%

対応：なし 1 1 1 0 0 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 20 1 0 対応：あり 20 10 19 4 0 10
95.2% 4.8% 0.0% 50.0% 95.0% 20.0% 0.0% 50.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

D-08. コミュニティづくりの⽀援

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 19 2 0 必要性：あり 19 4 11 11 1 10
90.5% 9.5% 0.0% 21.1% 57.9% 57.9% 5.3% 52.6%

対応：あり 18 3 10 10 0 10
16.7% 55.6% 55.6% 0.0% 55.6%

対応：なし 1 1 1 1 1 0
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

19 18 1 0 対応：あり 18 3 12 11 0 10
94.7% 5.3% 0.0% 16.7% 66.7% 61.1% 0.0% 55.6%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

D-09. ⾃主グループの育成

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 18 3 0 必要性：あり 18 1 7 11 1 11
85.7% 14.3% 0.0% 5.6% 38.9% 61.1% 5.6% 61.1%

対応：あり 16 0 6 10 0 11
0.0% 37.5% 62.5% 0.0% 68.8%

対応：なし 2 1 1 1 1 0
50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

18 16 2 0 対応：あり 16 0 7 9 0 9
88.9% 11.1% 0.0% 0.0% 43.8% 56.3% 0.0% 56.3%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る
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D-10. 関連団体との連携・調整

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし 無回答
希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 21 0 0 必要性：あり 21 5 18 14 1 7
100.0% 0.0% 0.0% 23.8% 85.7% 66.7% 4.8% 33.3%

対応：あり 21 5 18 14 1 7
23.8% 85.7% 66.7% 4.8% 33.3%

対応：なし 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし 無回答
今回の

実施職種
リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 21 0 0 対応：あり 21 2 19 10 0 6
100.0% 0.0% 0.0% 9.5% 90.5% 47.6% 0.0% 28.6%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の必要性：ありに限る

E-01. 平時から⾏政組織に必要な職種

合計 医師
保健師
看護師

精神保健
福祉⼠

管理
栄養⼠

リハビリ
専⾨職

その他

39 13 38 21 34 16 7
33.3% 97.4% 53.8% 87.2% 41.0% 17.9%

E-02. 災害時において⾏政組織に必要な職種

合計 医師
保健師
看護師

精神保健
福祉⼠

管理
栄養⼠

リハビリ
専⾨職

その他

39 15 38 25 35 22 6
38.5% 97.4% 64.1% 89.7% 56.4% 15.4%

E-03. 災害時において外部からの⽀援が必要な職種

合計 医師
保健師
看護師

精神保健
福祉⼠

管理
栄養⼠

リハビリ
専⾨職

その他

39 36 31 30 25 35 12
92.3% 79.5% 76.9% 64.1% 89.7% 30.8%
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都道府県：保健所票

A-02. 理学療法⼠・作業療法⼠の配置 A-03. 回答者の職種

合計
理学療法⼠

あり
作業療法⼠

あり
合計 医師

保健師
看護師

⾏政
事務職

リハビリ
専⾨職

その他

23 4 3 23 0 20 2 1 0
17.4% 13.0% 0.0% 87.0% 8.7% 4.3% 0.0%

B-01. 避難所におけるリハニーズの把握

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 18 4 1 全体 18 9 6 0 0 1
78.3% 17.4% 4.3% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 5.6%

実施あり 15 7 5 0 0 0
46.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

実施なし 3 2 1 0 0 1
66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

18 15 3 0 15 7 7 0 0 0
83.3% 16.7% 0.0% 46.7% 46.7% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

B-02. リハビリ専⾨職団体との連絡・相談窓⼝

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 14 8 1 全体 14 6 6 0 0 1
60.9% 34.8% 4.3% 42.9% 42.9% 0.0% 0.0% 7.1%

実施あり 10 3 5 0 0 0
30.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

実施なし 4 3 1 0 0 1
75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

14 10 4 0 10 3 5 0 0 0
71.4% 28.6% 0.0% 30.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る
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B-03. リハビリ専⾨職によるボランティア（個⼈）の受⼊れ窓⼝

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 7 15 1 全体 7 2 0 3 0 1
30.4% 65.2% 4.3% 28.6% 0.0% 42.9% 0.0% 14.3%

実施あり 2 0 0 2 0 0
0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

実施なし 5 2 0 1 0 1
40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

7 2 5 0 2 1 1 0 0 0
28.6% 71.4% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

B-04. リハビリ専⾨職によるボランティア（個⼈）の組織化（チーム編成）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 8 14 1 全体 8 4 0 2 0 1
34.8% 60.9% 4.3% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 12.5%

実施あり 2 0 0 1 0 0
0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

実施なし 6 4 0 1 0 1
66.7% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

8 2 6 0 2 1 0 0 0 0
25.0% 75.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

B-05. 避難所等へのリハビリ専⾨職の派遣調整

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 11 11 1 全体 11 3 7 3 0 1
47.8% 47.8% 4.3% 27.3% 63.6% 27.3% 0.0% 9.1%

実施あり 7 1 4 2 0 0
14.3% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0%

実施なし 4 2 3 1 0 1
50.0% 75.0% 25.0% 0.0% 25.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

11 7 4 0 7 1 5 0 0 0
63.6% 36.4% 0.0% 14.3% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る
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B-06. 派遣したリハビリ専⾨職との連絡・調整

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 12 10 1 全体 12 3 7 2 0 0
52.2% 43.5% 4.3% 25.0% 58.3% 16.7% 0.0% 0.0%

実施あり 9 1 5 2 0 0
11.1% 55.6% 22.2% 0.0% 0.0%

実施なし 3 2 2 0 0 0
66.7% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

12 9 3 0 9 2 5 0 0 0
75.0% 25.0% 0.0% 22.2% 55.6% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

B-07. 避難所からのニーズへの対策検討（優先順位の決定,関連団体との調整）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 17 4 2 全体 17 5 10 5 1 3
73.9% 17.4% 8.7% 29.4% 58.8% 29.4% 5.9% 17.6%

実施あり 13 4 9 5 1 2
30.8% 69.2% 38.5% 7.7% 15.4%

実施なし 4 1 1 0 0 1
25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

17 13 4 0 13 2 12 3 0 2
76.5% 23.5% 0.0% 15.4% 92.3% 23.1% 0.0% 15.4%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

B-08.   リハビリ専⾨職団体を含む関連団体間の情報共有

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 14 8 1 全体 14 7 6 2 0 1
60.9% 34.8% 4.3% 50.0% 42.9% 14.3% 0.0% 7.1%

実施あり 10 5 6 1 0 1
50.0% 60.0% 10.0% 0.0% 10.0%

実施なし 4 2 0 1 0 0
50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

14 10 4 0 10 4 6 0 1 1
71.4% 28.6% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 10.0% 10.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る
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B-09. 都道府県の保健医療調整本部における会議への参加（ﾘﾊﾆｰｽﾞ・活動の報告）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 8 13 2 全体 8 3 3 0 0 1
34.8% 56.5% 8.7% 37.5% 37.5% 0.0% 0.0% 12.5%

実施あり 6 1 2 0 0 1
16.7% 33.3% 0.0% 0.0% 16.7%

実施なし 2 2 1 0 0 0
100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

8 6 2 0 6 1 2 0 1 1
75.0% 25.0% 0.0% 16.7% 33.3% 0.0% 16.7% 16.7%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

B-10. 派遣したリハビリ専⾨職の安全保障（ボランティア保険の加⼊⼿続きなど）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 6 13 4 全体 6 2 0 1 0 1
26.1% 56.5% 17.4% 33.3% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7%

実施あり 1 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

実施なし 5 2 0 1 0 1
40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

6 1 5 0 1 0 0 0 0 0
16.7% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

B-11. 派遣したリハビリ専⾨職の⾝分保障（出務依頼などの⽂書発⾏）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 5 14 4 全体 5 2 0 1 0 1
21.7% 60.9% 17.4% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0%

実施あり 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

実施なし 5 2 0 1 0 1
40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

5 0 5 0 0 0 0 0 0
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る
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C-01. 避難所等の環境・物品の把握（障害者や⾼齢者の⽣活を考慮して）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 21 2 0 全体 21 4 9 6 1 3
91.3% 8.7% 0.0% 19.0% 42.9% 28.6% 4.8% 14.3%

実施あり 17 2 7 4 1 2
11.8% 41.2% 23.5% 5.9% 11.8%

実施なし 4 2 2 2 0 1
50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 25.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

21 17 4 0 17 1 10 6 2 1
81.0% 19.0% 0.0% 5.9% 58.8% 35.3% 11.8% 5.9%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

C-02. リハビリ専⾨職団体の連絡・相談窓⼝

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 13 8 2 全体 13 9 6 3 1 1
56.5% 34.8% 8.7% 69.2% 46.2% 23.1% 7.7% 7.7%

実施あり 8 6 2 0 0 0
75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%

実施なし 5 3 4 3 1 1
60.0% 80.0% 60.0% 20.0% 20.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

13 8 5 0 8 6 2 0 0 0
61.5% 38.5% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

C-03. リハビリ専⾨職団体を含む関連団体間の情報共有（ネットワーク作り）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 16 7 0 全体 16 7 3 3 2 2
69.6% 30.4% 0.0% 43.8% 18.8% 18.8% 12.5% 12.5%

実施あり 8 4 1 1 0 0
50.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0%

実施なし 8 3 2 2 2 2
37.5% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

16 8 8 0 8 3 2 1 0 0
50.0% 50.0% 0.0% 37.5% 25.0% 12.5% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る
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C-04.災害を想定した対応マニュアルの作成（リハビリ専⾨職の役割 など）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 13 9 1 全体 13 7 2 3 0 3
56.5% 39.1% 4.3% 53.8% 15.4% 23.1% 0.0% 23.1%

実施あり 5 3 2 2 0 2
60.0% 40.0% 40.0% 0.0% 40.0%

実施なし 7 4 0 1 0 1
57.1% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

13 5 7 1 5 2 3 2 0 2
38.5% 53.8% 7.7% 40.0% 60.0% 40.0% 0.0% 40.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

C-05. リハビリ専⾨職に対する研修事業（避難所等における現場実務について）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 12 10 1 全体 12 8 1 1 0 2
52.2% 43.5% 4.3% 66.7% 8.3% 8.3% 0.0% 16.7%

実施あり 1 1 0 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

実施なし 11 7 1 1 0 2
63.6% 9.1% 9.1% 0.0% 18.2%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

12 1 11 0 1 0 1 0 0 0
8.3% 91.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

C-06. リハビリ専⾨職に対する研修事業（対策本部等におけるマネジメントについて）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 8 13 2 全体 8 5 0 2 0 1
34.8% 56.5% 8.7% 62.5% 0.0% 25.0% 0.0% 12.5%

実施あり 1 1 0 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

実施なし 7 4 0 2 0 1
57.1% 0.0% 28.6% 0.0% 14.3%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

8 1 7 0 1 0 1 0 0 0
12.5% 87.5% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る
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C-07. リハビリ専⾨職によるボランティアの組織化（登録リストの管理 など）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 10 12 1 全体 10 4 0 2 0 2
43.5% 52.2% 4.3% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0%

実施あり 2 2 0 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

実施なし 7 2 0 2 0 2
28.6% 0.0% 28.6% 0.0% 28.6%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

10 2 7 1 2 1 1 0 0 0
20.0% 70.0% 10.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

C-08.関連団体・組織との関係作り（病院,介護・福祉ｻｰﾋﾞｽ,社協 など）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 18 4 1 全体 18 2 8 6 2 5
78.3% 17.4% 4.3% 11.1% 44.4% 33.3% 11.1% 27.8%

実施あり 12 1 6 4 1 2
8.3% 50.0% 33.3% 8.3% 16.7%

実施なし 5 1 2 2 1 3
20.0% 40.0% 40.0% 20.0% 60.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

18 12 5 1 12 1 7 5 1 2
66.7% 27.8% 5.6% 8.3% 58.3% 41.7% 8.3% 16.7%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

C-09. 市町村職員に対する災害リハに関する研修事業

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 12 10 1 全体 12 7 3 2 0 2
52.2% 43.5% 4.3% 58.3% 25.0% 16.7% 0.0% 16.7%

実施あり 3 1 2 0 0 1
33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3%

実施なし 8 6 1 2 0 1
75.0% 12.5% 25.0% 0.0% 12.5%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

12 3 8 1 3 0 3 0 0 1
25.0% 66.7% 8.3% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.3%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る
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C-10. 地域住⺠に向けた災害リハに関する啓発活動

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 12 8 3 全体 12 5 3 1 0 2
52.2% 34.8% 13.0% 41.7% 25.0% 8.3% 0.0% 16.7%

実施あり 3 1 2 0 0 0
33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0%

実施なし 8 4 1 1 0 2
50.0% 12.5% 12.5% 0.0% 25.0%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

12 3 8 1 3 0 3 0 0 0
25.0% 66.7% 8.3% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

C-11. 災害時にも活⽤できる地域のコミュニティづくりの⽀援

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 17 5 1 全体 17 3 9 3 0 4
73.9% 21.7% 4.3% 17.6% 52.9% 17.6% 0.0% 23.5%

実施あり 10 2 6 2 0 2
20.0% 60.0% 20.0% 0.0% 20.0%

実施なし 6 1 3 1 0 2
16.7% 50.0% 16.7% 0.0% 33.3%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

17 10 6 1 10 1 8 2 1 2
58.8% 35.3% 5.9% 10.0% 80.0% 20.0% 10.0% 20.0%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る

C-12. 災害を想定した訓練の実施 （関連団体や地域住⺠との避難訓練など）

対応の必要性
(現場のニーズ)

あり なし
無回答
不明

希望する
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

23 18 4 1 全体 18 2 4 7 6 4
78.3% 17.4% 4.3% 11.1% 22.2% 38.9% 33.3% 22.2%

実施あり 11 2 4 5 4 1
18.2% 36.4% 45.5% 36.4% 9.1%

実施なし 7 0 0 2 2 3
0.0% 0.0% 28.6% 28.6% 42.9%

※ 対応の必要性：ありに限る

対応の有無
(⽀援の実施)

あり なし
無回答
不明

今回の
実施職種

リハビリ
専⾨職

保健師
看護師

⾏政
事務職

公的職員
(警察・消防等)

その他

18 11 7 0 11 0 7 6 5 1
61.1% 38.9% 0.0% 0.0% 63.6% 54.5% 45.5% 9.1%

※ 対応の必要性：ありに限る ※ 対応の有無：ありに限る
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D-01. 平時から⾏政組織に必要な職種

合計 医師
保健師
看護師

精神保健
福祉⼠

管理
栄養⼠

リハビリ
専⾨職

その他

23 21 23 15 23 13 9
91.3% 100.0% 65.2% 100.0% 56.5% 39.1%

D-02. 災害時において⾏政組織に必要な職種

合計 医師
保健師
看護師

精神保健
福祉⼠

管理
栄養⼠

リハビリ
専⾨職

その他

23 22 23 16 23 15 10
95.7% 100.0% 69.6% 100.0% 65.2% 43.5%

D-03. 災害時において外部からの⽀援が必要な職種

合計 医師
保健師
看護師

精神保健
福祉⼠

管理
栄養⼠

リハビリ
専⾨職

その他

23 19 21 19 19 22 10
82.6% 91.3% 82.6% 82.6% 95.7% 43.5%
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２．アンケート調査 自由記載内容一覧 

 

市町村役場または保健センター 票   

・ ○○地区では、２０１１年の災害では避難所の開設は３⽇間位（地域の集会所）で、⻑いところ
でも１週間程度でしたので、問題が発⽣する間もなく閉鎖した記憶です。⼀部の避難所で新⽣児と妊
婦がいて、周囲に気を使いかわいそうだとの声がありましたが２⽇間ほどで⾃宅に戻れました。 

・ 物資の調達（ガソリン・ミルク・おむつ・⽔・⾷料等）に追われたり、原発、放射線への対応に苦慮し、各
集会所へ出向いて個人のアセスメントを作成する余裕はありませんでした。住⺠たちが助け合って何とか
した感じです。 

・ 避難⽣活が⻑期になれば、リハビリ職等々との連携が必要になると思います。 
・ 市町村にリハビリ専門職は配置されていないが、⽇ごろから地元のリハビリ協議会等とのつながりを通じて

顔の⾒える関係づくりが⼤切と感じる。 
・ 災害⽀援で他県や他紙から派遣されるリハビリスタッフについては、地元のリハ⼠会、⾏政、保健師・看

護師チーム、災害医療チームとの連携が不可⽋で、介⼊初期にこれらのチームをつなぐ役割をどのような
職種が担っていくのかが課題と感じる。 

・ 災害時には、多⼤なるご⽀援ご協⼒を賜りましてありがとうございました。皆様のご⽀援はあの混乱の中
とても助かりました。 

・ 普段使⽤している杖や歩⾏器を流されたり、避難所に持参するのを忘れる⽅が多く、椅⼦などを利⽤し
て移動をしている中、補助⽤具の貸し出していただきとても助かりました。 

・ その災害の種類(地震・⽔害・火災等）によって違いますが、ケアマネとも連絡が取れない状況ですの
で、できるだけ早い時期から補助⽤具などを避難所に貸していただけるとありがたいです。 

・ 市が災害時補助⽤具貸出の協定を結んでおくべきでしょうが、あの状況で補助⽤具貸出の連絡調整も
難しものがあると思います。 

・ 今回避難所では巡回時に個別指導をしていただきましたが、混雑の中、職員が個人指導に同⾏できな
い避難所もありました。 

・ 避難者個人では運動を⾏いませんので、できましたら運動が必要な⽅への個人プログラムを簡単に作っ
ていただき紙媒体でいただければ、避難所担当職員等が運動実施の声かけや確認がとれ AＤＬ維持
等ができると思います。 

・ 避難所に⽇中いる⽅は、やはり高齢者が多くなりますので、早い時期からその⽅たちに集団でリハビリ等
を実施していただきたかったです。                                           

・ 今回の震災時には⼤変お世話になりました。助かりました。今後、復興に向けても是非、助けていただき
たいと思います。 

・ ⼤規模災害時は被災地市町村の意向に関わらず、各種専門⽀援チームが⽀援に⼊ってくると聞いてお
ります。どんなチームがどこに⼊りどのような活動をしたか。情報が⼊るようになっているのか︖⽀援が⼊ると
き、どのような連絡があるのか。⽀援をお願いしたいときどこに連絡したらよいかを知りたい。 
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・ 保健センターにはリハビリ専門職がいないため、直営の包括⽀援センターや町⽴の医療機関にいるリハビ
リ専門職との連携は必要不可⽋と思われる。⽇々の事業で係ることはあるが、その頻度は少ないため、
職員間の顔の⾒れる関係づくりを積極的に進めて、⽇頃からの協⼒体制をとりながら、いざという時にも
相互に連携をスムーズにし、住⺠の⽀援を⾏っていきたい。 

・ 6 年前の東⽇本⼤震災では幸いにも人的被害はなく、また避難所で⻑く⽣活するという状況にもならな
かったため、それ程⽣活不活発症の⼼配はなかったが、もしもの場合を考えてリハビリ専門職の視点を取
り⼊れた避難所等について、検討することも必要と思われる。 

・ 避難所へ全国各地から応援が⼊りましたが、その都度の対応に追われ、計画的に多職種と連携を図る
ことができませんでした。                            

・ 高齢や障害で⽀援の必要な⽅々は集団では⽣活しずらいことが多く、避難をせず⾃宅介護を受けてい
たり、介護施設に⼊所したり、親戚の家にお世話になったりする⽅が多く⾒受けられました。         

・ 当市では、市内のホテルを避難所として設営したため比較的設備は十分でした。避難所の形態によっ
て、回答に差が出ると思われますが・・・・。 

・ リハビリ専門職の配置はないが、保健師、看護師、⼀般職員と⺠間のケアマネや介護職と連携して、個
別にアセスメントし要介護者も福祉避難所として避難所で受け⼊れた。介護施設が 1 ヶ所しかないので
福祉避難所を役場主体で開設して対応。                                     

・ ⻑びく場合はリハビリ専門職の助⾔があれば、より安全・快適に過ごせるかもしれないが、元々いないので
リハビリ専門職の役割についてイメージが湧きません・・・・。 

・ 今回は避難所の設置期間も⻑くなく、リハビリの必要な⽅も他の施設に移動したりしたのでリハビリ専門
職との連携する場面がなかったので、よくわからないのが正直なところです。                   

・ リハビリの団体から「何かできることはないですか︖」と電話が来たが、多忙で余裕がなく考えることもできな
かったので断った。町職員に負担がかからない⽅法で、⾃主的に災害活動をしてもらえるとありがたいので
はないかと思う。                                            

・ もっと⼤規模な災害が起きた時には（リハビリの団体の）⽀援が必要と思う。 
・ ⼀般避難所でも⽣活が⻑くなると⽣活や活動が低下してくる。本町では避難所で過ごす期間は⻑期間

にならなかったが、それでももともと機能低下があった人は、より低下していた。リハビリ専門職に必要な人
の評価や環境調整をしてもらうのは必要だと思う。町の職員は避難所運営で精いっぱいなので、評価や
助⾔をいただきたい。                                      

・ 福祉避難所に段ボールベット、マットを設置した。リハビリ専門職の巡回で助⾔があり、設置につながっ
た。⽴ちあがり、移動が楽になって寝たきり予防につながったので良かった。リハビリ専門職は町にいないの
で連携していきたい。 

・ 震災時に関係者様には多⼤なるご⽀援をいただきましたこと感謝申し上げます。 
・ 災害時は被災市町村の⾏政が避難所や福祉避難所を⽴ち上げ、避難所や避難状況は⾏政が把握

していることが多い。                         
・ 避難所の要援護者の把握は、⾏政や地域の避難本部や⾏政の保健師が把握していることが多いた

め、まず、⾏政の保健師と連携していただきたい。                                 
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・ リハビリ専門職は、避難所や狭い仮設住宅での⽣活において、被災者の⽣活不活性発症や障害の予
防、住環境の改善、福祉⽤具の調整等、避難⽣活するうえでの⼯夫や、筋⼒低下やひざの痛み、
ADL など個別アセスメントによる指導が被災者に有効だと思います。                      

・ 避難者のニーズ把握から、必要な避難所に出向き個別のアセスメント及び⽀援をお願いしたい。      
・ ⼤災害時には協定している介護施設も機能しなくなるため、⾏政の公的施設を活⽤した福祉避難所が

必要となる。その時に、リハビリ専門職は個人の⾝体機能を悪化させない、低下した機能の回復のため、
個別アセスメントから個別のかかわり、集団訓練等を通してコミュニティ⽀援や⼼のケアにもつなげることが
できると思います。                      

・ 医師会の医療チームと⼀緒では、リハビリ専門職の役割機能は発揮できないと思います。なぜかという
と、医療チームの⽀援は急性期が多いですが、リハビリ専門職の役割は急性期が過ぎて、症状や治療
⽅針が落ち着いてからが役割ではないかと思います。医師の指⽰は必要かとは思いますが、その連携につ
いては検討されたほうが良いと思います。 

・ 災害時においては、特に高齢者は⼼⾝共にダメージを受けやすいことから、回復にも時間がかかると思わ
れます。そこで運動機能の回復をめざす為には、リハビリ専門職の指導、助⾔が⼤変影響するものと考え
られます。                                  

・ 災害は、常に起こるものではありませんが⼀度経験すると⼼⾝の回復にも時間がかかり、⻑期に渡る地
道な運動ケアが望まれます。その為にもリハビリ専門職との協働・連携は⼤変重要であると考えます。 

・ ⽣活環境の変化により、⽇常動作等で、より具体的な助⾔を必要とする⽅が多くいらっしゃいました。発
災後間もない頃からその後仮設に⼊居する頃には、やはり、リハ専門職の助⾔が重要と感じております。  

・ 平時より、⾏政とリハ職との連携が上⼿にとれているいることで、発災時にも連携がとりやすいものと思いま
す。 

・ 普段の業務の中で、リハビリ専門職と協働したり連携する仕組みがあれば、災害時においてもお互いに
協⼒しあい、より効率的な⽀援ができると考えております。 

・ 今回の震災において、医療機関をはじめ、様々な専門職の⽅の⽀援をいただき、それぞれの専門性につ
いても、改めて、確認することができました。災害時は、特にチームを組んで、情報交換しながら様々な状
況に対応してきています。 

・ 福祉避難所としてのみ開設しました。リハビリ専門職とは、災害に限らず協働したいと常々思っています。
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保健所 票   

・ 当県の専門職 6 団体が結束してチームとして災害後の⽀援をしてくれました。中でもリハビリ専門職団
体は近県からの⽀援の窓口となっていただき、継続的な⽀援を続けてくれました。⼤変ありがたい⽀援で
ありました。 

・ 専門職が少ない中、平時からの対応については難しいところがあると思いますが、緊急時や災害対応へ
の申しあわせがあると動きやすいのではないかと感じています。 

・ 災害が⻑期化した場合、あるいは福祉避難所では早期からのリハビリのニーズがあると思われる。今回の
災害では、保健所として、把握や関わりはなかったが災害の規模により必要である。 

・ 当保健所はまだ災害時の対策会議を設定していないので回答が難しい。本部が企画し、地域リハ⽀援
センターのリハ専門職に協⼒依頼することになるかと思います。                          

・ 仮設住宅建設時に高齢者や障害者への配慮に乏しく、優先的に⼊居を促すべき⾞椅⼦利⽤者が⼊
居できる状況ではなかった。避難所は福祉避難所で対応できるが、仮設住宅また復興住宅建設する際
に、リハビリ専門職が係る必要があると思われる。                                  

・ 本部における災害時の保険医療対策会議に地域リハセンターもメンバーにする必要があると思う。 
・ 災害対策については、市町村は対策委員会を組織し、マニュアル作りなどを⾏っています。委員として保

健師も参画し、保健師の意⾒が反映されることもあると思いますが、設問の実施者になり得るかどうかは
保健所では判断ができず、答えずらかったです。      

・ 避難所での活動性が低下することによる健康被害が問題になっていますので予防対策について平時から
連携を図って情報共有ができたらいいのではないかと思います。 

・ 保健所内にはリハビリ専門職はいないが平時からリハ関係の団体と関係が構築されていたため、被災時
に円滑な⽀援で災害対応を⾏うことができた。よって、⽇頃からの連携、協働が⼤切であると考えます。 

・ 災害時においては⾝の回りのあらゆる⽣活環境が⼀変し、慣れない空間、狭い限られた空間での⽣活
を強いられることで、⾝体的・精神的・社会的なケアが必要になると思います。 

・ 当所にはリハビリ専門職の配置がありませんが、主に難病患者⽀援の事業においてリハビリテーション広
域⽀援センターや他保健所に配置されているリハビリ専門職の⽅々に協⼒をいただいています。 

・ 全保健所への配置は困難だと思いますが、平時から災害時まで住⺠の⽅々が専門職による⽀援を受け
る機会が持てるように連携していきたいと考えています。 

・ 災害の際は、発災後 4 ⽇目に連絡をいただき、避難所⽀援に⼊っていただいた。              
・ 当初でも、早い段階から⽣活不活発症予防の啓発を⾏っていたが、専門職が現場に⾏き、直接指導
いただけたことで避難者からも市町からも喜ばれたし、次の対策へつなげることもでき、ありがたかった。     
・ 災害時には多くの団体が⽀援に来てくださる。⽀援を受ける避難者のためにもどのタイミングで、どの専門

職の⽀援が必要なのかを整理し、平時から関係団体と協議して置くことが必要と思われる。 
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・ 被災時にはご⽀援をいただきありがとうございました。本庁で調整いただき、市町村の実情に応じて派遣
していただきました。                 

・ 保健所では市町村⽀援に⼊って頂いたリハの⽅々が円滑に、⼜被災者の状況に応じて⽀援できるよう
に管内全体把握と調整を⾏っていきたいと思います。保険・医療・福祉の様々な職種間の情報共有と
連携は必要だと思います。   

・ 個人や個人チームというより PT・ＯT については全国組織、⽀部組織があるため、組織の窓口として調
整するほうがスムーズではないでしょうか。       

・ 全国から派遣頂くとなると調整は本庁レベル（事務局）と市町村レベルでやり取りを⾏い、保健所は管
内市町村に派遣されたリハ職全体にスムーズに⽀援できているか把握調整が必要でないでしょうか。 

・ 特段、災害対応を考慮した対応は⾏っていない。通常業務の中で、地域におけるリハ専門職とのネット
ワークづくり、協働・連携に係る取組を⾏っており、この平時の活動こそが災害時に⽣かされるのではない
かと考える。 
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岩⼿県の災害時における派遣調整体
制及び避難所等への⽀援について

平成29年11⽉17⽇
岩⼿県保健福祉部医療政策室
地域医療推進担当 ⾼橋 ⾥美

〇 本資料作成に係るアドバイザー
いわてリハビリテーションセンター理事⻑・センター⻑ ⼤井 清⽂医師
岩⼿県保健福祉部（地域福祉課、健康国保課、障がい保健福祉課）

本⽇の報告事項
１ 県における台⾵第10号災害時における
各種⽀援チーム等の活動について

２ 本県の災害時におけるリハビリ⽀援につ
いて

３ 保健師との連携について

４ 災害時における派遣調整機能について

岩⼿県について

岩手県
○人口（H28.10.1時点)
約１２６万３千人
※総務省統計局「人口推計」より

○面積 １５，２７８㎢
・ 県央に北上山地
（沿岸～内陸 車２時間）

・ 雪国
※県内を９つの医療圏に
分けている

東⽇本⼤震災（H23.３発災）
東⽇本⼤震災の概況（岩⼿県災害対策本部調べ）
〇発⽣⽇時︓平成23年3⽉11⽇（⾦）14時46分頃
〇震央地 三陸沖・牡⿅半島の東南東約130km付近
〇震源の深さ・規模︓24㎞・マグニチュード9.0
〇本県の最⼤震度︓震度６弱
〇津波の最⼤波 ︓[宮古]11⽇15時26分 8.5ｍ以上 [釡⽯]11⽇15時21分 4.2ｍ以上

[⼤船渡]11⽇15時18分 8.0ｍ以上 [久慈港]8.6ｍ（推計値）

県内の被害状況（Ｈ２６．１１．３０時点）
○ 死者・⾏⽅不明者 計６，２５１名
○ 家屋倒壊 ２５，７１６棟
○ 避難者数 最⼤５４，４２９名
○ ライフライン被害 沿岸地域を中⼼に甚⼤

（停電・断⽔・通信網遮断他 最⼤数か⽉）

地震により発⽣した津波で、
沿岸部は壊滅的なダメージを受けた

台⾵第10号災害（H28.8発災）
台⾵第10号災害の概要

8⽉19⽇に⼋丈島の東海上で発⽣した台⾵第10号が、強い勢⼒を保ちなが
ら⽇本列島に接近し、30⽇午後6時前に本県の⼤船渡市付近に上陸（昭和26年
の統計開始以来初めての東北太平洋側の上陸）。

それに伴う⼤⾬により、県内の岩泉町や久慈市では河川の氾濫や⼟砂災害が
発⽣、死者及び負傷者を出したほか、多くの住⺠が避難所への避難⽣活を余儀
なくされた。

台⾵第10号災害の被害状況
(消防庁資料 H29.11.8時点)
〇 死亡 24名
〇 ⾏⽅不明 １名
〇 軽傷 ４名
〇 住居被害 4,249棟

岩泉町

県内12市町村で災害救助法が適⽤
※中でも沿岸部の被害が⼤きかった

１ 県における台⾵第10号災害時における
各種⽀援チーム等の活動について

都道府県災害対策本部
保健・医療・介護・福
祉の支援チーム等は
保健福祉部内の
各課が所管する
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台⾵第10号災害における各種⽀援チー
ム等の活動①
① DMAT︓災害派遣医療チーム（8/31〜9/8）
・ 被災した医療機関及び⽼健施設からの搬送

⇒ヘリコプターを使⽤し、被災地外の医療機関への搬送
を実施。(県の消防学校にSCU（staging care unit︓広
域医療搬送拠点）を設置）

・ 避難所のスクリーニング
各地の避難所で体調不良となった避難者の診察、不⾜

している医薬品等の確保⽀援を実施。
⇒地域の保健師等との連携

台⾵第10号災害における各種⽀援チー
ム等の活動②
・ 被災地の本部⽀援

⇒DMATの業務調整員が町の災害対策本部に⼊り、地域
災害⽀援ネットワーク会議の⽴ち上げを⽀援

② 医療救護班（県⽴病院・県医師会 ９/６〜９/26）
・ 各地の避難所で体調不良となった避難者の診察、不⾜

している医薬品等の確保⽀援を実施。
⇒地域の保健師等との連携

③ リハビリの⽀援（JRAT）（9/6〜10/31）
※別途説明

台⾵第10号災害における各種⽀援チー
ム等の活動③
④ ⻭科医師の派遣（県⻭科医師会 ９/10）
・ 避難所への派遣

⇒⻭科医師が各避難所で⻭科診療を実施したほか、避
難者に対する⼝腔ケアの指導を実施

⑤ 災害派遣福祉チーム（発災〜10⽉上旬）
※ 災害派遣福祉チームとは

避難所における要配慮者（⾼齢・障がい・⼦ども・⼥
性等）の様々な福祉・介護等のニーズ把握や応急⽀援な
どを⾏うため、社会福祉⼠、介護福祉⼠、精神保健福祉
⼠、保育⼠等で編成されたチーム

台⾵第10号災害における各種⽀援チー
ム等の活動④
・ 避難所の⽀援

スクリーニング、要配慮者のニーズに基づく⽀援調整、
福祉相談コーナーの設置、避難所内のマップ作成、要配
慮者の状況に応じた個別⽀援対応（⼊浴⽀援・夜間の⾒
守り等）、避難所内の環境改善（衛⽣・安全対策、⼥性
への配慮等）⽣活不活発病予防のためのラジオ体操・散
歩の実施 など ⇒地域の保健師との連携

・ SCUの⽀援
ヘリコプターで搬送されてきた⽼健施設からの避難者

への⽀援の実施

台⾵第10号災害における各種⽀援チー
ム等の活動⑤
⑥ こころのケア（発災〜12⽉末）
・ 岩⼿医科⼤学の精神科医師、臨床⼼理⼠等が被災者及

び⽀援者に対する精神⾯でのケアを実施
⇒ ア 被災市町村及び避難所等の巡回による情報把握・

応急対応
イ 市町村及び避難所等において活動する保健師等

に対するアセスメント、助⾔、勉強会等の実施
ウ 精神的負担が極度に⾼じた⽀援者へのメンタルヘ

ルス⽀援
※ 現在は精神保健福祉センターが定期に被災地の訪問を

⾏っている

台⾵第10号災害における各種⽀援チー
ム等の活動⑥
⑦ いわて感染症予防対策チーム(ICAT)(９/２〜11/４)
・ 避難所のリスクアセスメント及び衛⽣資材の提供

⇒避難所を巡回し、感染症対策に係る助⾔や不⾜してい
る衛⽣資材の確保等を実施。その他、避難所内でのポス
ター掲⽰による感染症予防の注意喚起を⾏った。

⑧ 薬剤師の派遣（発災から２週間程度）
・ 避難者及び遠隔地に通院している⽅を対象として「お

薬相談窓⼝」を被災地の医療機関へ設置。
⇒避難所で保健師等が服薬指導が必要と判断した避難者

を相談窓⼝へ紹介
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台⾵第10号災害における各種⽀援チー
ム等の活動⑦
➈ 保健師の派遣
【28年度】

※ 29年度は8/1〜9/29の間に在宅被災者健康調査訪問のため保健師が派遣

➉ 栄養⼠の派遣（9/3〜10/28）
・ 避難所における栄養及び衛⽣管理のため、県及び市町

村の栄養⼠が派遣。※この他にも多くの団体からご⽀援いただきました

派遣期間 派遣者 主な活動内容

平成28年9月1日
～10月20日

県保健師等

・避難所における健康管理
・被災地区住民の健康調査

・被災市町村の被災者支援に係
る業務支援

平成28年9月7日
～10月20日

市町村保健師等
（派遣調整）

・避難所における健康管理
・被災地区住民の健康調査

平成28年12月19日
～平成29年2月2日

県保健師
・応急仮設住宅入居後の
被災者の健康調査

⽀援室内定例ミーティング

災害対策本部⽀援室内

今後について調整中

DMAT調整本部

本部での情報収集

２ 本県の災害時におけるリハビリ⽀援
について

〇 ⼤規模災害リハビリテーション⽀援関連団体協議会
東⽇本⼤震災をきっかけに、全国のリハビリテーション関連団体によ

り設⽴。リハビリテーション⽀援チームの養成や研修、組織化に向けた
取り組みを実施。

〇 岩⼿災害リハビリテーション推進協議会(いわてJRAT)
上記協議会が開催した研修会の参加を契機に、「いわてリハビリテー

ションセンター」が中⼼となって設⽴。（平成26年５⽉30⽇）
県における災害時のリハビリ⽀援について⼈材育成、広報活動等を実

施している。
※構成団体
県理学療法⼠会、県作業療法⼠会、県⾔語聴覚⼠会、県介護専⾨員協会、県看護協会、
医⼤等

東⽇本⼤震災時の主な⽀援内容
⽀援の基本的スタンスは保健活動であり、特別な事情の

ない限り、医療保険による診療としない。

①避難所等における被災者の状況把握
②廃⽤症候群予防のための運動指導
③基本動作指導(起き上がり、⽴ち上がり、歩⾏）
④健康維持のための⽀援
⑤被災者への情報提供
⑥地域の医療・保健・福祉との連携の再構築
⑦各団体（医師会や療法⼠会等）との連携
⑧その他必要に応じた活動

※いわてリハビリテーションセンター
大井理事長提供

東⽇本⼤震災⽀援時の組織図
※いわてリハビリテーションセンター

大井理事長提供 東⽇本⼤震災時の⽀援の状況
〇 被災地である沿岸部の⽀援のほか、被災者が避難した

内陸部での⽀援活動も実施

〇 仮設住宅⼊居者のために、個別の訪問を実施。⽣活不
活発病のためのパンフレットを配布。
※仮設住宅の中には砂利道に建てられ、⾞椅⼦が通れな
いものや、⽞関に⼊るまでに⾼い段差があるもの、狭い
浴室など⽀援が必要な⽅の⽣活に対応していないものも
あった。

〇 ⽣活不活発病予防のため、地域の⾼齢者を集めてレク
リエーションなどを実施。
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台⾵第10号災害時の⽀援体制

※いわてリハビリテーションセンター
大井理事長提供

現地活動班
（岩泉病院に設置）

リーダー（医師 Dr.）

理学療法士会（PT）

作業療法士会（OT）

言語聴覚士会（ST）

途中から地元療法士6名

本部
（いわてリハセン内に設置）

本部長：医師
派遣調整班：事務職 療法士

 関係機関との連絡調整

 県内療法士の派遣調整

 必要機材等（レンタカー・
パソコンなど）の準備

いわてJRAT

Dr.
PT 
OT

PT 
OT

PT 
OT
ST

一日の支援活動チーム

※いわてリハビリテーションセンター
大井理事長提供

※いわてリハビリテーションセンター
大井理事長提供

⽀援内容
※いわてリハビリテーションセンター

大井理事長提供

内容：

①心身状態の確認

②生活リズムの確認

③環境評価と調整

④自主トレーニングの助言

⑤情報交換し連携

⑥安心感の提供

⽀援時に発⽣した問題（台⾵第10号）
〇 通所リハ施設が被災したため、避難所に⼊った被災者

については、避難所内での⽀援が受けられたが、在宅被
災者については対応が取られていなかった。
⇒施設のスタッフやケアマネ・保健師から情報を集め、
在宅被災者⼀覧を作成した。

〇 河川の氾濫や⼟砂崩れによる道路の通⾏不可により、
ナビなどでは分からない家があった。
⇒地元の療法⼠と⾏動。⼟地勘のある⼈間と⼀緒に⾏動
することにより、効率的に在宅被災者への⽀援ができた。

〇 被災した通所リハ施設が11⽉から訪問リハを開始する
こととなったため、10⽉で「いわてJRAT」としての⽀
援活動は終了。

地域の療法⼠へ⽀援活動の引継ぎが⾏われた。

〇 10⽉の活動終了時までに延べ315名のスタッフを被災
地へ派遣、延べ600名の被災者に対して⽀援活動を実施
した。

⽀援活動の引継ぎ

毎 ⽇ 17:30〜︓町保健医療福祉介護連携会議
いわてJRAT本部へ活動報告

毎週1回 ︓現地療法⼠ミーティング

支援活動の経過

避難所対応

在宅対応

発
災

3⼠会
協⼒開始

町
連
携
会
議
発
足

J
R
A
T

支
援

現
地
療
法
士
協
力 現地療法⼠・

訪問リハ
引き継ぎ

～1週 ～3週 ～8週

J
R
A
T
終
了

8/30 10/31

訪問リハの
準備・協⼒

※いわてリハビリテーションセンター
大井理事長提供
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東⽇本⼤震災での経験を踏まえ、台⾵第10号災害時には
「いわてJRAT」が中⼼となった⽀援活動が⾏われたが、今
後の課題として以下のような事項が挙げられる。

① 派遣体制の確⽴
災害救助法上、救助として認められるのは「医療と助

産」であり、リハビリについての救助の対象として含ま
れていないのが現状である。

そのため、活動時の⾝分保障及び費⽤弁償のため、医
師会のJMAT(⽇本医師会災害医療チーム）として⽀援活
動を実施した。
※熊本地震でも同様の体制でJRATの派遣が⾏われた

災害時のリハビリ⽀援における課題 しかし、JMATとして派遣するには
・ 派遣までに時間を要する（医師会側との調整が発⽣す

るため）
・ チームに医師が⼊っていなければ費⽤弁償の対象とな

らない
等の問題があり、リハビリ職単独での派遣を⾏えるよう

国へ働きかけていく必要がある。

② 地域住⺠によるリハビリボランティアの養成
①で述べた派遣体制等の影響もあり、発災直後のリハビ

リ職の⽀援介⼊は難しい状況にあるが、避難所等での場所
では普段より体を動かした活動が減り、⽣活不活発病を引
き起こしやすくなる。（早期リハビリ⽀援の必要性）

また、JRAT撤退後も継続した⽀援を⾏うための体制が必
要となる。(地域での⽀援体制)

⇒地域住⺠がボランティアとしてリハビリ⽀援を⾏う事が
できるよう、いわてリハビリテーションセンターを中⼼に
リハビリボランティア養成事業（シルバーリハビリ体操）
を実施。

専⾨職の介⼊が難しい場⾯でも、地域住⺠によりリハビ
リ⽀援が⾏われる体制を構築する。

③ ⽀援の場における男性の参加
東⽇本⼤震災時に地域住⺠を集めたレクリエーションの

場を設けたが、参加者の多くは⼥性で男性の参加が少なか
った。

②のリハビリボランティアの養成などを通じて、地域に
おける⽀援の場に男性の参加を促す必要がある。

３ 保健師との連携について
これまで、各種⽀援チーム及びリハビリ職における災害

時の⽀援について説明してきたが、これらの活動時には地
域の保健師との連携が重要となる。

保健師

⽀援チーム

避難所

①ニーズ把握

②情報提供

③⽀援活動の実施

保健・医療・介護・
福祉全てのニーズを
把握しやすい

• 岩泉町の医科の医療機関については、ライフラインの途絶
による診療機能低下による受⼊が困難な状況

• 岩泉町は⾯積が広⼤であり、平時においても医療機関への
通院は難しいが、今回の災害に伴い、道路が⼨断されるな
ど、更に厳しい状況

• 家屋等については東⽇本⼤震災津波同様の被害状況であり、
仮設住宅への移⾏までは、避難所の設置が継続されること

急性期から亜急性期への移⾏

様々な災害⽀援チームの継続した⽀援が必要となることが想定

災害医療コーディネート体制の構築が必須
≒ 岩⼿県地域災害医療コーディネーター招集

４ 各種⽀援チームの派遣調整について
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災害医療コーディネーター
〇 災害医療コーディネーター

地震、津波その他⾃然災害⼜は⼤規模な事故等が発⽣
した場合において、被災地に必要とされる医療が迅速か
つ的確に提供されるよう、医療救護活動の統括を⾏う者。

岩⼿県では県本部の⽀援を⾏う本部コーディネーター
と、地域（⼆次医療圏単位）で⽀援を⾏う地域コーディ
ネーターを知事より委嘱している。（全て医師）

※ 岩⼿県の設置状況（H29.11.1時点）
・ 本部コーディネーター ５名
・ 地域コーディネーター 34名(うち１名本部と兼務）

コーディネート体制の必要性
９⽉６⽇時点での活動及び待機チーム
＜活動中＞
• 岩⼿ＤＭＡＴ
• ⽇本⾚⼗字社医療救護班
• 岩⼿県災害派遣福祉チーム
• こころのケアチーム（岩⼿医⼤精神チーム）
• いわて感染制御⽀援チーム（ＩＣＡＴ）
• 保健師チーム
• 管理栄養⼠チーム
• 薬剤師チーム（済⽣会岩泉病院内のお薬相談窓⼝）

＜待機中＞
• ⻭科医療救護班
• 岩⼿災害リハビリテーション推進協議会（ＪＲＡＴ）

各種⽀援チーム等
の派遣調整を⾏う
体制の必要性

関連機関が集まっ
た会議体の設置
（いわて災害医療
⽀援ネットワーク
体制）

多くの支援チーム
が被災地で活動

岩
⼿
県
災
害
対
策
本
部

保
健
医
療
班

課
題
・
対
策
⽅
向
の
共
有

「いわて災害医療⽀援ネットワーク」
【活動内容】
① 医療⽀援チームの派遣調整・避難所への配置・差配等
② 各種⽀援申し出の情報共有、差配
③ 医療等救護活動状況の情報共有、対策の検討等
④ 被災地（現地）への情報提供
⑤ 各種⽀援チームの活動状況の把握、情報共有
⑥ 避難所の環境改善対策の検討 ・・・など

「岩泉保健・医療・福祉・介護連携会議」
★地域災害医療コーディネーター、町、保健所が中⼼となり、地域の保健、医療、福祉等の関係機
関及び各種⽀援チームが参画
【開催場所】岩泉町役場 ４階 会議室 【開催時期】当初は朝・⼣2回開催し以降週１回へ
【構成団体（予定）】

地域災害医療コーディネーター、岩泉町、宮古保健所、県現地災害対策本部、済⽣会岩泉病院、
町社協、介護・福祉関係事業者・施設、各種⽀援チーム（災害派遣福祉チーム、保健師チーム、
ＤＰＡＴなど）等

【活動内容】
① 地域内の各種⽀援チームの活動状況の把握・差配等
② 地域内の保健、医療、福祉対策の検討等、
③ 関係機関（いわて災害医療⽀援ネットワーク）への情報提供、各種⽀援チームの派遣要請

派遣元への
調整等の要請

⽀援チーム
派遣

ミーティング結果の
情報共有

【構成団体】
本部災害医療コーディネーター、
岩⼿医⼤、県医師会、岩⼿県等
保健、医療、福祉関係１５団体で構成

いわて災害医療⽀援ネットワーク体制
ス
タ
ッ
フ
常
駐

いわて災害医療⽀援ネットワーク会議の設置

【構成団体】
① 岩⼿県災害医療コーディネーター（本部コーディネーター）
② 岩⼿医科⼤学 ③ 岩⼿県医師会 ④ 岩⼿県⻭科医師会 ⑤ 岩⼿県薬剤師会 ⑥ 岩⼿県看護協会
⑦ ⽇本⾚⼗字社岩⼿県⽀部 ⑧ 国⽴病院機構
⑨ 岩⼿県災害福祉広域⽀援推進機構（事務局︓岩⼿県社会福祉協議会）

（構成団体︓県社会福祉協議会、県社協社会福祉法⼈経営者協議会、県社協⾼齢者福祉協議会、県社協障がい者福祉協議会、
児童福祉施設協議会、県社協保育協議会、県介護⽼⼈保健施設協会、県地域包括・在宅介護⽀援センター協議会、
県知的障害者福祉協会、県認知症⾼齢者グループホーム協会、県社会福祉⼠会、県介護福祉⼠会、
精神保健福祉⼠会、県介護⽀援専⾨員協会、県ホームヘルパー協議会、県医療ソーシャルワーカー協会、県医師会、
県⻭科医師会、県薬剤師会、岩⼿医⼤、県保健師⻑会、県⽴⼤学、市⻑会、町村会、岩⼿県）

⑩ 岩⼿災害リハビリテーション推進協議会（事務局︓いわてリハビリテーションセンター）
（構成団体︓いわてリハビリテーションセンター、県理学療法⼠会、県作業療法⼠会、県⾔語聴覚⼠会、県介護⽀援専⾨員協会）

⑪ ⽇本精神科病院協会岩⼿県⽀部 ⑫ 岩⼿県臨床⼼理⼠会 ⑬ 岩⼿県栄養⼠会 ⑭ 岩⼿県医療局 ⑮ 岩⼿県

岩泉保健・医療・福祉・介護連携会議の設置
○９⽉６⽇ 平成28年台⾵10号災害に対応するため、地域災害医療コーディ
ネーター（済⽣会岩泉病院・柴野院⻑）を中⼼に岩泉町、宮古保健所が主体とな
り、「岩泉保健・医療・福祉・介護連携会議」を設置
○12⽉28⽇までに46回開催した。

※岩⼿医科⼤学提供

実際の活動内容
１ 地域災害医療コーディネーター
• 岩泉地域保健・医療・福祉・介護連携会議での専⾨的な助⾔
• 医療救護班の調整のほか、⽀援チーム等の活動との統括的調
整及び専⾨的な助⾔

２ 宮古保健所の役割（状況に応じ、役場へ引継ぐもの）
• 会議の調整及び議事録の作成
• 連携会議で共有する「課題と対応」の整理、課題への対応

３ 岩泉町役場の役割
• 被災状況のほか、町災害対策本部員会議の情報提供
• 町内のニーズ及び必要な⽀援の調整
• 連携会議で共有された課題への対応
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【参考 １】
第１回岩泉町保健・医療・福祉・介護連携会議

＜参加者＞
岩泉町、宮古保健所、済⽣会岩泉病院、宮古医師会、宮古薬剤師会、県⻭科

医師会、岩泉町社会福祉協議会、岩⼿医科⼤学（岩⼿県こころのケアセン
ター）、医療救護班、災害派遣福祉チーム、いわてリハビリテーションセン
ター、岩⼿県現地災害対策本部、岩泉保健・医療・福祉・介護連携会議事務局
＜主な議題等＞
○各チームの活動状況
○課題等の整理・情報共有

→今後の課題への対応⽅針を⽇々更新することで整理
課題対応の進捗状況
等を整理し「⾒える
化」し関係者と共有

県保健福祉部において調整している
派遣チーム等の情報を、現地に情報提
供するため、会議の⽇に併せ、情報提
供しているもの。

【参考 ２】

岩泉町内にて活動していたいわてＤ
ＭＡＴロジチームが作成した資料。

この資料を基に、医療救護班が確実
に引継ぎを⾏えるように⽀援。

【参考 ３】

※ 巡回先避難所等に貼付されておりました

派遣調整に係る今後の対応・教訓について

○部内関係課と連携し保健・医療・福祉・介護等の関係機
関が平時から顔の⾒える関係を構築していることが⾮常に
重要であること。
○様々な災害を想定した災害対応訓練を関係機関と合同で
実施することが重要であること。

平時にできていることは
災害時でもできる︕︕

（≒平時にできないことは災害時にもできない事が多い）
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熊本地震発生に伴う
復興リハビリテーションについて

平成２９年１２月８日
熊本県認知症対策・地域ケア推進課

課長補佐 松尾 亮爾

※41市町村：岩手県・宮城県・福島県の沿岸部と、避難指示区域を含む市町村 （平成27年2月6日現在）
＜岩手県＞宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、久慈広域連合
＜宮城県＞仙台市、石巻市、塩竃市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、 七ヶ浜町、

利府町、女川町、南三陸町
＜福島県＞いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、 葛尾村、新地町、

飯舘村、川俣町 【出典：介護保険事業状況報告】

東日本大震災の被害が大きい地域（沿岸部等）の現況

■要介護認定率の推移
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生活が不活発となることの影響

出典：産業技術総合研究所 招聘研究員 大川 弥生氏作成資料から抜粋

大規模災害後のリハビリテーション活動の必要性

★避難所を中心とする応急対応
 避難所の住環境整備
 食事摂取困難な方への食事形態や

食べ方の指導・調整

応急修復期
（発災から72時間程度）

★避難所・施設でのリハ活動
 運動指導
 活動量を高める活動
 栄養管理

復旧期

★地域に根付いたリハ活動
 仮設住宅における初期改修
 介護予防・健康支援
 地域の保健・福祉サービスとの連携

復興期

参考資料 発災直後からの状況変化と支援
『大規模災害リハビリテーション対応マニュアル』よ
り
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～５月頃 ６月 ７月～３月

巡
回
型

常
駐
型

◆JRAT
（大規模災害リハビリテーション支援関連
団体協議会）
※熊本県地域リハビリテーション支援協議会、

熊本リハビリテーション研究会、熊本県医師会 等

避難所 仮設住宅

熊本地震発生に伴う復興リハビリテーション
活動体制

リハビリテーションの視点からの
指導・助言

◆地域リハ広域支援センター

その他の支援団体

避難者の生活の活動性高める支援

★住民主体の介護予防活動につながるよう支援する
 介護予防に資する運動指導
 戸別訪問による仮設住宅の環境調整
 運動機能の評価
 アクティビティプログラムの提供
 自主グループの育成
 地域ケア会議等における助言や研修等を通じた活動支援 etc

◆地域密着リハセンター

平成２９年４月～平成３０年３月（予定）

生活が不活発となることの予防及び
介護予防事業への協力

 介護予防に資する運動体操
 自主グループの育成
 興味・関心アセスメントに基づく

アクティビティプログラム

◆熊本地域リハビリテーション支援協議会構成団体

◆熊本県復興
リハビリテーションセンター

（7月14日熊本県医師会に設置、 752名、106施設登録（H29.3現在））

ＪＲＡＴによる
災害リハビリテーション活動

◆JRAT構成団体
①日本リハビリテーション病院・施設協会 ②日本リハビリテーション医学会 ③回復期リハビリテーション病棟
協会 ④全国デイ・ケア協会 ⑤全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会／全国地域リハビリテーショ
ン研究会 ⑥日本理学療法士協会 ⑦日本作業療法士協会 ⑧日本言語聴覚士協会 ⑨日本介護支援専門
員協会 ⑩日本訪問リハビリテーション協会 ⑪日本義肢装具士協会 ⑫日本義肢装具学会

ＪＲＡＴによる初期災害リハビリテーション活動

★発災直後の初動対応から避難所期における応急対応については大規模災害リハビリテーション支援関連団体協
議会（ＪＲＡＴ）での対応が中心
 ＪＲＡＴは、東日本大震災リハビリテーション支援関連10団体が名称を変え進化するかたちで平成25年7月26日に発足
 熊本県内における支部機能を果たす「熊本県災害リハビリテーション推進協議会（Kumamoto JRAT）」が平成27年に設立
 ＪＲＡＴによる全国規模での本格的な活動は、熊本地震が初めてのケースとなる

◆Kumamoto JRAT構成団体
①熊本県医師会 ②熊本県理学療法士協会 ③熊本県作業療法士会 ④熊本県言語聴覚士会 ⑤熊本県老
人保健施設協会 ⑥熊本県介護支援専門員協会 ⑦熊本技師装具協会九州支部 ⑧日本義肢装具士協会
南日本支部 ⑨熊本県回復期リハビリテーション病棟研究会 ⑩回復期・維持期リハを考える会

前震
（4/14）

4/15

◆JRAT熊本地震災害
対策東京本部、熊本
現地本部設置

本震
（4/16）

支援活動開始
 ＪＭＡＴ傘下での活動
 4/17 熊本県災害リハビリテー

ション支援協議会、熊本県健康福
祉部長連名により、JRAT活動への

協力依頼文書を発出（広域リハセ
ンター等関係機関あて）

◆Kumamoto JRATに
よる状況確認
 協力施設の被害状況
 支援の可否・要否

ＪＲＡＴの活動内容及び撤退まで

◆6月3日 東京本部解散
 支援依頼、チームのマッチング、チームのＪＭＡＴ登録等を熊本新本部へ移行
 これ以降県外からの派遣は徐々に減少。県内の支援チームへ中心が移る
 7月4日までで、県外からの派遣チームは終了

◆7月16日 ＪＲＡＴ活動撤退

◆7月14日 熊本県復興リハビリテーションセンター設置

派遣者等実績

延べ活動隊数 554隊

延べ避難所支援者数 1774名

（内訳） Ｄｒ：354名 ＰＴ：832名 ＯＴ：373名 ＳＴ：122名 Ｎｓ：86名 その他：7名

現地ロジ延べ人数 765名

東京ロジ延べ人数 346名

避難所訪問延べ回数 1891回

★活動内容及び成果
 早期の体制づくりと統制のとれた活動の実施
 対象者の基本情報の把握
 エコノミークラス症候群、生活不活発病に対する予防活動
 避難所（一次、二次、福祉）の環境評価、整備支援
 福祉用具、歩行補助具等の適用と配布
 必要に応じ個別リハビリテーションを提供
 応急仮設住宅の初期改修

熊本地震を受けてＪＲＡＴ活動の今後の課題

◆ＤＭＡＴ・ＪＭＡＴなどの関連団体傘下で協働
 協働を行うための適切な人員の確保・配置、必要なコミュニ

ケーションの実施等が緊急的な対応が迫られる中で難しい
面があった

◆記録の充実
 活動記録の方法や内容の統一感の確保が難しく、情報共

有に苦慮した面があった
 県外からの支援者の情報が必ずしも整理できていたとはい

えない面があり、支援者に関する情報の更なる充実が必要
と考えられることがあった

◆各県ＪＲＡＴ毎に支援体制を災害規模別に想定し具
体的に準備
 大規模災害にあたっては、県レベルでの実施体制が重要で

あるが、災害の規模別、エリア別にどのような体制を組むの
かをあらかじめ具体的に準備しておく必要がある

 今回は熊本市内の医療機関に県活動本部の設置等を行っ
たが、医療機関自体の被災も大きい中での立上げであった。
例えば、被災が比較的少ないエリアでの組織の設置なども
含めた体制づくりの想定が必要ではないかと思われ、その
ための事前の想定・準備が必要と考えられる。

◆近県のJRATと共同での研修
 日ごろから近県のJRATとの顔の見える関係づくりを行い、

技術を学び合うための共同での研修の実施の必要性

◆応急仮設住宅に障がい者に配慮した建物の建築
 あらかじめ障がいに配慮した住宅の建設は今後も重要な

課題と考えられる
 なお、十分に対応できない面を補完する意味でも入居者の

個別の状況に応じた初期改修の対応が重要と考えられる

◆被災者に不安を与えることなく、平時のサービスを
損なうことなく自然撤退
 特に、リハビリテーション資源が少ない地域においては、急

な撤退を行うと住民に不安を与えてしまう懸念があり、通常
サービスにつなぐことも含めて慎重な対応が求められる

◆実践的な研修・演習
 座学だけの研修では、実働が必要となった場合の対応に不

安があり、平時からの定期的な研修や訓練等が必要

◆資金確保
 災害時におけるＪＲＡＴ活動そのものは、ＪＭＡＴ活動の傘下

に入るため財源が確保されるが、平時からの準備や研修・
演習等にかかる資金確保をどうするかが課題である

復興リハビリテーション活動
について
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復興リハビリテーションセンターの概要
◆復興リハビリテーションの定義
 災害時における仮設住宅期を中心に、高齢者の心身機能の低下を防ぐために必要なリハビリテーション

◆必要性
 避難所の集約が進むなか、ＪＲＡＴ活動の撤退
 避難所期におけるリハビリテーションの実施頻度と体制、実施内容の具体化
 仮設住宅におけるリハビリテーションの実施頻度と体制、実施内容の具体化

◆復興リハビリテーション活動内容の設定

ミッション

リハビリテーション活動を通じて、避難所及び仮設住宅の高齢者が要支援・要介護状態とな
らないよう支援すること。

また、要支援及び要介護の認定を受けている仮設住宅の高齢者が状態が悪化しないようリ
ハビリテーション活動（介護給付に相当する活動を除く）を通じて支援すること。

具体的な
役割
・業務

・復興リハビリテーション活動に必要な全体調整やルールづくり
・広域リハセンターからの要請に応じた人員の派遣調整
・人材育成策の実施
・プロジェクトの進行管理
・その他プロジェクトの実施に必要なこと 等

メンバー
熊本地域リハビリテーション支援協議会内にチームを設置。

チームメンバーは、熊本県及び熊本地域リハビリテーション支援協議会等の関係者から選
出したメンバーとし、事務局を熊本地域リハビリテーション支援協議会に置く。

活動時期 遅くとも、仮設住宅期の終了まで（概ね平成29年度中）とする。

◆平成28年度 復興リハビリテーションの動き①

・5 月16 日 「避難所等における生活不活発病対策等に係る厚生労働省等との意見交換会」を開催し、地域リハビリテーション広域リハ
センターにおける生活不活発病予防対策の実施状況の把握及び今後の対策について意見交換

・6 月13 日 「熊本県地域リハビリテーション推進会議」開催し、「熊本県復興リハビリテーションセンター」の設置について承認を得た

・6 月28 日 復興リハセンターへの登録を促すため、「当面の復興リハビリテーション活動の実施方針の策定」「熊本県復興リハビリテー
ションセンターに派遣可能な専門職人材の登録依頼」発送

・7 月5 日 県医師会理事会が、「熊本県復興リハビリテーションセンター」の設置について承認

・7 月上旬から 応急仮設住宅入居者へ生活不活発病予防チラシを配布

・7 月上旬から 「熊本県復興リハビリテーションセンター設置・運営事業」等の予算要求及び、その他の財源の確保を検討

・7 月11 日 市町村と広域リハセンターを対象に、「復興リハビリテーションに関する市町村等と広域リハセンターとの意見交換会」開催

・7 月13 日 医療機関等を対象に「復興リハビリテーションに関する説明会」開催

・7 月14 日 熊本地域リハビリテーション支援協議会に「熊本県復興リハビリテーションセンター」設置

・7 月16 日 JRAT 撤退

・8 月1 日 市町村や広域リハセンター等の実務者を対象に、「熊本地震の発生に伴う復興リハビリテーションに係る実務者説明会」開
催し、事務的な内容について説明

・8 月8 日 市町村を対象に「熊本県復興リハビリテーションセンターからの専門職人材の派遣に係る要望調査」実施

・8 月8 日 各職能団体の取り組みを把握するため「応急仮設住宅等における各団体の活動状況調査」実施

・8 月19 日 御船町高木仮設住宅サロンに参加

復興リハビリテーションの動き

復興リハビリテーションの動き
◆平成28年度復興リハビリテーションの動き②

・8 月29 日 応急仮設住宅初期改修の申込み窓口を復興リハセンターに一本化するため、「リハビリテーション専門職による応急仮設
住宅初期改修に係る専門的助言及び評価の申込み」について通知

・8 月末 「熊本県復興リハビリテーションセンターからの専門職人材の派遣に係る要望調査」を基に、各市町村のヒアリングを実施

・9 月7 日 益城町老人クラブ連合会が実施する講演会にて、「介護予防の推進」をテーマに復興リハセンター統括本部長林医師及び
認知症対策・地域ケア推進課担当による講演を実施

・9 月14 日 登録者を対象に「復興リハビリテーションセンター登録者説明会」開催

・9月末～ 復興リハビリテーションセンターから、「集会所等における介護予防活動」に対してリハビリテーション等専門職派遣を開始

・9 月28 日 集会所等における介護予防活動の本格化のため、専用窓口の設置についての通知を発出

・以後、随時 復興リハビリテーションセンター実務者会議開催

平成29年
・1 月23 日 復興リハビリテーションへの申請主体を市町村だけでなく、地域支え合いセンターにも拡充

・2 月27 日 復興リハビリテーション中間報告会を開催

・2 月28 日 仮設住宅のある市町村及び地域包括支援センターに高齢者支援、災害リハビリテーションに関するアンケート調査発出

・3 月16 日 復興リハビリテーション運営評議会、活動報告会を開催

平成29年度
仮設住宅の集会所における介護予防活動を中心に活動を継続中

復興リハビリテーション全体統括組織イメージ

熊本地域リハビリテーション支援協議会
（熊本県復興リハビリテーションセンターを設置）

地域リハ広域支援センター、地域密着リハ支援センター、各団体等

【関係機関】
※熊本地域リハビリテーション支援協議会（２１団体で構成）

〇熊本県医師会・地区医師会
〇熊本リハビリテーション研究会
〇熊本大学医学部附属病院
〇熊本県歯科医師会
〇熊本県薬剤師会
〇熊本県精神科協会
〇熊本県看護協会
〇熊本県理学療法士協会
〇熊本県作業療法士会
〇熊本県言語聴覚士会
〇熊本県医療ソーシャルワーカー協会
〇熊本県社会福祉士会
〇熊本県介護福祉士会
〇熊本県栄養士会
〇熊本県歯科衛生士会
〇熊本県療養病床施設連絡協議会
〇熊本県老人保健施設協会
〇熊本県老人福祉施設協議会
〇熊本県地域包括・在宅介護支援センター協議会
〇熊本県訪問看護ステーション連絡協議会
〇熊本県介護支援専門員協会

※平成28年7月現在

【位置づけ】

〇復興リハビリテーションにおける全体統括組織として位置付け、
全体的な取組み方針を決定する。

【協議事項】

〇関係機関との情報共有や共通認識の形成

〇復興リハビリテーションに関する協議、方針決定

〇広域支援センターの相互連携や補完関係の構築

〇広域支援センターや各団体との役割分担 等

※熊本県復興リハビリテーションセンターを中心に仮設住
宅等におけるリハビリテーション活動を行う。

熊本地域リハビリテーション支援協議会熊本地域リハビリテーション支援協議会

熊本地震発生に伴うリハ専門職等の仮設住宅への
派遣に関するフロー図

地域リハビリテーション広域支援センター
※被災地域以外

地域密着リハビリテーションセンター

被災
市区町村

被災
市区町村

★応急仮設住宅等での活動
★地域ケア会議、研修の講師等

熊本県復興リハビリテーションセンター（事務局：熊本県医師会）

指 定 【被災地域】

地域リハビリテーション
広域支援センター

①派遣者の登録
※チームでの登録も可能県

（相談･
方針検討等）

②専門職
等の派遣

連携
連携

（復興リハセンターと
の連絡調整、課題
や要望等の報告）

包括支援
センター
包括支援
センター

・医療機関、介護老人保健施設 等
・熊本地域リハビリテーション支援協議会構成団体(21団体）
（熊本県医師会、熊本地域リハビリテーション研究会、熊本大学医学部附属病院、熊
本県歯科医師会、熊本県薬剤師会、熊本県看護協会、熊本県理学療法士会、熊本
県作業療法士会、熊本県言語聴覚士会、熊本県栄養士会 等）

フィードバック

民間
団体
民間
団体

各職能
団体等
の活動

各職能
団体等
の活動

調整

（派遣要望調査票の
提出・専門職派遣に
関する打合せ等）

連携

連携

地域支え合い
センター

地域支え合い
センター

リハビリテーション職等の専門職人材の登録・派遣調整までの
実行スキーム第１段階

県→市町村・地域包括支援センター（または支え合いセンター及びサポート拠点事業者）
◎復興リハビリテーションの重要性について説明。仮設住宅における生活不活発とならないためのリハビリテーション活動に取り組む

よう要請。週1回程度の活動の必要性について理解を得る。

県→各医療機関・老人保健施設等・各広域リハセンター・熊本地域リハビリテーション支援協議会構成団体等

◎復興リハビリテーションセンターへの人材の登録依頼

第２段階

被災市町村・地域包括支援センター⇔ 被災地の広域リハセンター （又は支え合いセンター及びサポート拠点事業主体）
◎仮設住宅におけるリハビリテーション活動の内容や頻度について、大枠を決定。（必要に応じ県で調整の場を設定）

第３段階

被災市町村・地域包括支援センター→復興リハビリテーションセンター
◎「専門職人材の派遣に係る要望調査」を提出。

予定している活動の内容や頻度、担当者名等を回答。

第４段階

復興リハビリテーションセンター→被災市町村・地域包括支援センター・広域リハセンター
◎復興リハビリテーションセンターから被災市町村、広域リハセンターに連絡。打合せの日程等を調整。

◎被災市町村・被災地の広域リハセンター・復興リハビリテーションセンターで活動内容等について打合せ。

◎以後、市町村の要望に応じて、仮設住宅へ専門職を週1回程度派遣。 ※市町村の費用負担なし。

復興リハビリテーションセンター
◎広域リハセンターと調整のうえ、登録人材の中からローテーションを作成

第５段階

第６段階

★定期的に活動内容の
見直しを行う
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対象者・活動における各専門職の役割

◆活動については、リハビリテーション専門職が中心となりながら、各専門職の関わりが必要と判断される場合に、リ
ハ職以外の専門職について派遣調整を行うことが想定された。例えば、通常においても介護予防活動の際には、健
康チェックや口腔ケア対応、栄養指導など様々な専門職の関与が定期的に求められる。また、通常期における地域ケ
ア会議についても多職種の参加が基本とされている。災害からの復興期にあたる復興リハビリテーションセンターの
活動においても、多職種による対応が必要となることが想定されたところである。

職種 登録者数

1 理学療法士 333

2 作業療法士 174

3 言語聴覚士 44

4 医師 27

5 歯科医師 11

6 薬剤師 3

7 看護師 63

8 保健師 3

9 歯科衛生士 15

10 検査技師 1

職種 登録者数

11 管理栄養士 20

12 介護支援専門員 4

13 介護福祉士 19

14 介護職 5

15 健康運動指導士 18

16 健康運動実践指導士 2

17 社会福祉士 6

18 支援相談員 3

19 エアロビインストラクター 1

合計 752

復興リハセンター登録職種及び登録者数

◆復興リハビリテーション活動の対象者は、介護保険を受けていない比較的健康な高齢者や要支援認定を受けてい
る軽度の高齢者が主な対象となる。そうした高齢者の支援にあたっては、運動器機能を高める取組みだけでなく、健
康指導や栄養指導等多様な専門性が求められる。また、高齢者の活動意欲を高める工夫を凝らした取組みも求めら
れる。

復興リハビリテーションにおける各職種の活動内容
各地域でニーズを整理

（市町村、地域包括支援センター、リハビリ等専門職）

市町村、地域包括支援セ
ンターや社会福祉協議会
・住民主体の場づくり、コミュニティ
づくり。

・外出が少なく、支援が必要と思わ
れる高齢者や身体機能が低下して
いる高齢者の参加を促す。
・仮設住宅入居者名簿の提供等。

仮設住宅に入居している全ての高齢者を対象とする
※自治会等をとおして周知することを想定

◆主に介護保険非該当者を対象とする。要支援１・２、要介護
１・２程度の方も対象とできる。

◆ただし、介護保険対象者は、介護保険サービスの利用を優
先する。

（１）運動機能を高め、介護予防となる活動と評価
（２）住環境の確認・助言
（３）福祉用具の相談・助言
（４）リハビリテーションに関する個別相談対応

（５）被災者対応が議題となる地域ケア会議等における助言や研修を通
じた市町村・包括センターの活動支援 等

※介護保険利用による住宅改修や福祉用具の購入等が必要な場合は関係機関
につなぐ。

※集団活動に参加できない方に対しては、市町村等の要望に応じて戸別訪問を
行うことも想定している。

対 象 者

（市町村、地域包括支援センターへの報告）

報告

リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）

・口腔ケア

・ブラッシング指導等

歯科医師・衛生士

栄養士

・栄養指導 等

看護師

・健康相談
・血圧測定 等

介護支援専門員

・介護保険利用へのつなぎ
・各関係機関の調整等

介護福祉士等の
関係職種

・各職種の専門性を
生かして活動を行う

※医療保険、介護保険の対象
となるサービスは行わない

医師

・病気に関する相談等

薬剤師

・薬に関する相談等

復興リハビリテーション活動により実現できること①

①集会所等での介護予防活動
・リハ専門職等による運動の指導等
・介護予防活動のリーダーを担う人材の育成

②運動器機能の評価
・リハ専門職等による運動器機能の評価

③住民主体の自主グループの育成

復興リハビリテーション活動により実現できること②

④仮設住宅の環境の確認・助言
・仮設住宅の改修等に関する助言等

⑤福祉用具の相談・助言

復興リハビリテーション活動により実現できること③

⑥地域ケア会議における助言

⑦出前講座や相談会の実施
・歯の健康、薬、栄養等に関する出前講座や相談会の実施

復興リハビリテーション活動により実現できること④

⑧各団体と連携した、保健・医療・福祉・介護等に関する総合的な
取組みの実施
・医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の各団体が実施する自主事業と
連携した活動を実施。

（例）
・看護協会が実施する「まちの保健室」と復興リハセンターによる「介護予防活動」の同日実施等
・各団体の連携による、保健・医療・福祉・介護に関する総合相談会等のイベントの開催。
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仮設住宅地域のアセスメントと
初期改修活動

仮設住宅における初期改修活動の概要

仮設住宅は、東日本大震災を踏まえ、様々な改善が実施されて
いるものの、高齢者・障がい者らの個々の状況に応じた改修は
重要な課題であった

仮設住宅は、東日本大震災を踏まえ、様々な改善が実施されて
いるものの、高齢者・障がい者らの個々の状況に応じた改修は
重要な課題であった

仮設住宅における初期改修活動の概要

復興リハセンターにおいては、専門職の知見を活かし、被災者個
人の状況に応じた初期改修等を行うにあたり、仮設住宅の確認
や対象者の状況確認を行ったうえで、適切な改修案の作成を
行った。

復興リハセンターにおいては、専門職の知見を活かし、被災者個
人の状況に応じた初期改修等を行うにあたり、仮設住宅の確認
や対象者の状況確認を行ったうえで、適切な改修案の作成を
行った。

仮設住宅における初期改修活動の概要

仮設住宅における初期改修活動の概要

初期改修案の作成初期改修案の作成

仮設住宅における初期改修活動の概要

初期改修例初期改修例
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仮設住宅における初期改修活動の概要

初期改修例初期改修例

仮設住宅における初期改修活動の概要

改修対応実績 及び 傾向分析改修対応実績 及び 傾向分析

 改修対応実績では手すり設置に関わるものが多くを占めた
 仮設住宅を設置した１６市町村中、１３市町村から初期改修

支援の要望（平成２８年１２月時点）
対象住宅の主たる入居者の状況と改修実績

集会所における
介護予防活動

集会所における介護予防活動の概要

◎ 仮設住宅への入居による、生活不活発な状況となるリスク

◎ 新たなコミュニティづくりを進め、地域での支え合いといった互
助を創造していく必要

◎ 通常期においても、住民主体による介護予防活動が展開され
ており、その介護予防活動に着目した取組みを進めることが必要

◎ 仮設住宅への入居による、生活不活発な状況となるリスク

◎ 新たなコミュニティづくりを進め、地域での支え合いといった互
助を創造していく必要

◎ 通常期においても、住民主体による介護予防活動が展開され
ており、その介護予防活動に着目した取組みを進めることが必要

仮設住宅建設と併せ、集会所（みんなの家）が建設されており、復興
リハビリテーション活動として集会所を活用した介護予防活動を展
開することとした。

仮設住宅建設と併せ、集会所（みんなの家）が建設されており、復興
リハビリテーション活動として集会所を活用した介護予防活動を展
開することとした。

集会所における介護予防活動の概要

◎ 活動内容
• 週１回 ２～３時間の活動を原則とする
• 集団での運動指導をベースとする
• 介護予防体操の実施や運動指導を展開
• 参加者を飽きさせず、活動意欲を高める工夫（手遊びや頭を使った認知機能

運動やレクリエーション活動、野外での園芸活動の実施等）
• 初回及び３か月ごとに運動機能評価等を実施

◎ 活動内容
• 週１回 ２～３時間の活動を原則とする
• 集団での運動指導をベースとする
• 介護予防体操の実施や運動指導を展開
• 参加者を飽きさせず、活動意欲を高める工夫（手遊びや頭を使った認知機能

運動やレクリエーション活動、野外での園芸活動の実施等）
• 初回及び３か月ごとに運動機能評価等を実施

被災市町村・地域包括支援センター等における活動準備手順
第１段階（準備）

（調査票提出）
◎市町村内部での情報共有。

◎担当者の決定。
◎希望する活動内容や頻度の検討。

◎仮設住宅入居者に関する情報収集。

◎対象者（６５歳以上の方）の把握。
◎ 「専門職人材の派遣に係る要望調査」の提出。

（復興リハセンター・広域リハセンターとの打合せ）

◎復興リハセンター・広域リハセンターと具体的な活動頻度や内容に関する打合せの実施。

（活動開始に向けた準備）

◎自治会、民生委員、地域のボランティア・介護予防サポーター・認知症サポーター等への協力依頼
◎集会所や談話室の鍵の管理者の確認、受け渡しの調整等

◎対象者（６５歳以上の方）への周知（チラシの配布や回覧板等）

第２段階（活動）

（活動日まで）
◎当日の活動の流れや集合場所等について、復興リハセンター・広域リハセンター等と打合せ。

◎仮設住宅の環境調整を依頼する場合は、対象者情報（名簿等）の提供。

（当日）

◎活動開始前のミーティングへの参加
◎復興リハ活動への参加・協力（初回は必ず参加。その後は、必要時参加。）

◎活動終了後のミーティングへの参加
・活動内容や要支援者等の情報を共有

◎介護予防活動状況の把握
◎活動内容の定期的な見直し

第３段階（活動内容の見直し）
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新たなコミュニティづくりに資する
人材育成

新たなコミュニティづくりに資する人材育成

◎ 復興リハビリテーション活動の目的でもあり、効果的な活動を行うための基盤、地域の互助による高齢者の支援基
盤ともなる新たなコミュニティづくりを進めるためには、地域の関係者の被災者支援のための新たなコミュニティづくり
の必要性に関する理解、コミュニティづくりを担う人材育成を行うことが重要な課題である。

◎ 先災県の知見やノウハウ等を取り入れたコミュニティづくりを学ぶため、阪神淡

路大震災や東日本大震災の際に、コミュニティづくりに従事された専門職を講師とするアドバイザー制度を具体化し
た。

氏名 所属

池田 昌弘 氏 ＮＰＯ法人ＣＬＣ理事長

佐藤 寿一 氏 宝塚市社会福祉協議会常務理事

凪 保憲 氏 淡路市社会福祉協議会事務局次長

アドバイザー

研修においては、先災からの教訓として特に強調された点として、個別支援を行いすぎることで、地域における対象者
の関係性を断ち切ってしまう恐れがあり、支援者と対象者のみの関係性となってしまう恐れがあることがあげられた。
個別の支援ではなく、集団支援の重要性や地域住民の関係性を活かした取り組みが重要であることがとりあげられ、
受講者の反応も、上記のことに共感する意見が多く寄せられた。

新たなコミュニティづくりに資する人材育成

研修においては、先災からの教訓として特に強調された点として、個別支援を行いすぎることで、地域
における対象者の関係性を断ち切ってしまう恐れがあり、支援者と対象者のみの関係性となってしまう
恐れがあることがあげられた。
個別の支援ではなく、集団支援の重要性や地域住民の関係性を活かした取り組みが重要であること
がとりあげられ、受講者の反応も、上記のことに共感する意見が多く寄せられた。

復興リハビリテーション活動の
成果・結果

復興リハビリテーション派遣実績（延2,452人派遣）
（H28.７月～H29.10月末まで）

復興リハビリテーション派遣実績（延2,452人派遣）
（H28.７月～H29.10月末まで）

①仮設住宅初期改修における助言

派遣市町村数（延べ） ２５市町村

仮設団地数（延べ） ９７ヶ所

派遣回数 １６２回

派遣者数（延べ） ２６０人

協力施設数（延べ） ３８ヶ所

②集会所における介護予防活動

派遣市町村数（延べ） ８３市町村

仮設団地数（延べ） ３６３ヶ所

派遣回数 １，１０３回

派遣者数（延べ） ２，０５３人

協力施設数（延べ） ４２８ヶ所

③地域ケア会議・出前講座

派遣市町村数 ５市町村

仮設団地数 ６ヶ所

派遣回数 ６回

派遣者数（延べ） １４人

協力施設数 ９ヶ所

④各団体の連携・調整

関係団体数（延べ） ３８ヶ所

派遣回数 ３９回

派遣者数（延べ） １２５人

協力施設数（延べ） ７５ヶ所

集会所における介護予防活動への派遣実績の推移
（H28.７月～H29.3末まで）

①派遣市町村数の推移

②派遣仮設住宅団地数の推移
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熊本復興リハビリテーション活動の今後の課題
◆派遣する専門職の確保に関わる課題
 専門職については、県内の医療機関や介護老人保健施設、老人福祉施設、医療・介護の関係事業所から活

動への御理解と御協力を受け、７００名を超える多様な専門職の登録をいただいた。

 現状では、登録をいただいた専門職の中の限られた人材の派遣となっている。その理由としては、まず現場の
希望する活動曜日や時間帯と登録いただいた専門職が活動できる曜日や時間帯とのミスマッチにより、マッチ
ング調整がうまくいかないことがあげられる。また、多様な職種に登録をいただいているが、現場での活動内
容がリハビリテーション職のノウハウが求められる活動が中心となっており、多様な職種の派遣が少ないこと
もあげられる。

 このため、ミスマッチの解消に向けては、場の希望する活動曜日に対応できる専門職の増加を図ることが必要
と考えられる。また、現場のニーズの詳細な把握やセンターからの多様な活動内容の提案等を通じ、多様な職
種が活動する領域を広げることが重要と考えられる。

◆評価に関わる課題
 復興リハビリテーションの個別評価では、運動器機能評価として、「開眼片脚立位時間」や「Time up and go 

T」、「５ｍ最大歩行時間」、「握力」、「ファンクショナルリーチ」を評価を行っている。また、活動範囲に対する聞
き取りや既往歴の把握を行っている。さらに生活機能２５の基本チェックリストの作成や簡易栄養状態評価等
を実施しているが、集会所等のスペースの問題から「５ｍ歩行」の測定が実施できないケースがあった。

◆ほかの活動との調整
 近隣の集会所等で、復興リハビリテーション活動の対象者が重なる地域支え合いセンターの活動や市町村に

よる活動が同じ時間帯に行われるケースがある。地域支え合いセンターや市町村等との時間帯の調整や連
携による活動を検討する必要がある。

 地域支え合いセンターの活動の方向性やニーズを把握し、介入に活かしていくために連携を強化することが
重要である。

熊本復興リハビリテーション活動の今後の課題

◆活動内容に関わる課題
 リハビリテーションの理念からは、運動機能を高めることやレクレーションの場づくり以外にも口腔ケアの活

動や保健活動、栄養に関する助言など多様な活動を通じた総合的な被災者への支援が想定できるところで
もある。現場ニーズに基づくことが大前提となるが、ニーズが確認される場合には活動の多様化を検討する
ことが重要と考えられる。

 また、既に利用者の意欲を高めるための活動内容の工夫を行っているところであり、引き続き意欲を高める
ための工夫を行いつつ、それぞれの仮設住宅での活動の情報共有を行い、それぞれの取組みにおける工
夫された良い面について活動に反映していくことが重要と考えられる。

◆対象者に関わる課題
 仮設団地の集会所における介護予防活動について、活動開始当初は参加者が少ない仮設団地も見られた

が、住民同士の声掛けで人数を増やすことができた。特に住民同士のコミュニケーションがとれている仮設
団体は多くの人数を活動に集めることができており、住民同士の関係づくりが重要となる。そうした関係づく
りを促進するための工夫が引き続き必要である。

 参加者の多くは女性であり、男性の参加者が少ない状況であり、男性の参加を促進する工夫が求められ
る。

 参加者が継続して参加できていない実態もあり、実施効果を高めるうえでは継続的な参加を促す取組みが
必要である。

 仮設団地によって参加者の体力、能力、雰囲気、ニーズに違いがあり、仮設団地それぞれの課題に沿った
介入やフォローが必要である。

健康支援における課題やニーズ
（地域からの復興リハの評価）

避難所支援においてリハビリテーション専門職の関与があった市町村及び地域包括支援センターは約8 割を占めた。
【主な支援内容】
避難所の環境整備（通路の確保、手すりの設置等）、避難者の機能訓練、エコノミークラス症候群予防、生活不活発病予防の支援

 市町村及び地域包括支援センターから、「避難所支援を行っていたJRATの存在を知らなかったために、連携が図れなかった。」等の
意見があり、平常時から災害リハビリテーション活動について市町村及び関係団体に周知を行うとともに、あらかじめ窓口を決め、連
携できる仕組みづくりの必要性が指摘された。

 公設の避難所以外にも公民館などを地域で開放している自主避難所も多かったが、そのような避難所は行政が開設を把握できてい
ない場合も多く、リハ職の派遣が遅れたり、派遣自体がなかった自主避難所もあったとの指摘があった。避難がどのくらいの期間に
なるか不明であるが、早期に対応できるよう依頼方法や連絡、支援の流れなどを明確にして、あらかじめ情報共有しておく必要性の
指摘がなされている。

 全ての支援チームに共通する課題として、様々な団体が避難所支援を行う状況下において、「いつ、どこで、だれが支援に来るの
か。信頼のおける団体なのか。」等の各支援チームの活動状況が避難所担当者と共有されておらず、現場の混乱を招いたとの指摘
があった。

 JRAT は週交代で活動を行っていたため、チーム内部の引継ぎが不十分な場合、市町村の対応に時間がかかったとの指摘があっ
た。チーム内部での引継ぎ方法をあらかじめ整備するとともに、避難所においてチーム内部での引継ぎを十分に行い、専門職間の
連絡や連携を十分に図る必要がある。

 また、他の支援チームとの連携が図れていない様子もみられたとの意見もあり、チーム内の活動状況の引継ぎを行うとともに、支援
チーム同士の連携及び円滑な情報共有が求められる。

 その他、避難者の多くが外部からの訪問を拒否される傾向があったため、避難所における住民との信頼関係の構築及び活動内容
の周知が不可欠との意見があった。

 集団生活をする避難所では、集団活動をする場所がなく、個別支援にとどまった避難所もあったとの意見もあった。

地域からの復興リハの評価

避難所対策を中心とした緊急対応避難所対策を中心とした緊急対応

避難所から応急仮設住宅入居に移行するための応急対策避難所から応急仮設住宅入居に移行するための応急対策

避難所から仮設住宅入居移行するための対策として、リハビリテーション専門職は主にエコノミークラス症候群予防、生活不活発
病予防（体操指導等）、仮設住宅入居に向けた支援に関わっていた。仮設住宅入居に向けた支援として、要介護者が応急仮設住
宅に入居する際の住環境等に関する相談や助言を担った。

 市町村は、避難所ができあがったのちに、リハビリテーション専門職による応急仮設住宅の環境の確認を依頼しており、手す
りが本来使う方向と逆についているなどの不具合があったとの指摘があった。

 応急仮設住宅は高齢者向けと障害者向けと一般と分けて対応されていたが、仮設住宅の初期改修においては、浴槽が深く
またぎが困難な方や、階段の段差が大きく、２段から３段に変更したり、手すりを追加する等の対応が多かった。

 仮設住宅での手すり等の改修にあたり、JRAT（又は復興リハセンター）から仮設住宅の個別訪問を行い、（県へ）申請を上げ
る方式をとることで、円滑に住宅改修に対応することができたとの意見があった。JRAT（又は復興リハセンター）として地域の
医療機関が継続して介入することで、お互いの共通認識ができ効果的な対応策の検討につながったとの意見があった。

 応急仮設住宅への入居が開始されたことにより、ようやくプライバシーを確保できたことで、受援力の低下や引きこもりの課題
が顕在化したとの意見があった。また、震災後に家族の関係が大きく変化する等、支援の調整も大きな問題であったとの意見
があった。

 避難所の閉鎖・移行にあたって、事前に情報を伝えていてもスタッフの支援がないと行動できない高齢者もみられ、避難所の
早期閉鎖にためにも、早期からの介入が必要であるとの意見があった。

 避難所から住宅移行した方に対して、リハ専門職が対応したかどうか把握できていない地域包括支援センターもあった。

 また、リハビリテーション専門職の関与がなかったと回答した市町村及び地域包括支援センターにおいて、「すでに地域の事
業所が関わっているため、JRAT 等の派遣依頼を行わなかった。」「住民のニーズがなかった。」「リハ職の派遣に対応するた
めのマンパワーが不足していた。」等の回答があった。

地域からの復興リハの評価

仮設住宅対策や新しいコミュニティづくり対策仮設住宅対策や新しいコミュニティづくり対策

 避難所支援から継続的に各団体やNPO 団体等による支援を受けてきたため、支援に対する依存を生まない、自立に向けた支援
が必要との意見があった。支援者側も自立支援という共通認識のもとに支援を行うことが重要である。

 応急仮設住宅における自治会組織が立ち上がっていなかったため、具体的な話しも進められず混乱しており、生活不活発病対策
やコミュニティづくり対策への対応が遅れがちだったとの意見があった。

 みなし仮設住宅については、把握している高齢者は数名で点在している。住まいはマンション等のため住民が集う場所がないこと
が課題であるとの意見があった。

 仮設住宅では来訪者がとにかく多く不安や不信感がある中で信頼関係の構築が求められる。支援をする際には、自宅を訪問する
スキルや住民との信頼関係を構築するスキルが求められる。「なぜ」「何ができる」といったことを組織・団体として具体的に目的を
伝えることの必要性が指摘された。

 当初は復興リハビリテーションセンターからのリハビリテーション専門職の派遣を活用していたが、日中は自宅の片づけ等で外出
する方が多く自宅に残っている住民が少なかったこと、地域支え合いセンター事業において健康づくりを町内NPO法人に委託し仮
設住宅等の支援を行っていること、介護予防活動がスムーズに開始できなかったこと、行政の担当者同伴で平日のみの活動で
あったこと等が課題となり、復興リハセンターの十分な活用に繋がらなかった市町村もあった。

 生活不活発病及び新しいコミュニティづくりを行ううえで、地域支え合いセンターと復興リハビリテーションセンター及びケアマネー
ジャー等との連携が不可欠であるとの意見があった。

地域からの復興リハの評価
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災害時リハビリテーションを
見据えた平時の取り組み

今後の震災対策に向けた提言

仮設住宅移行期を見据えた災害リハビリテーションの体制づくり仮設住宅移行期を見据えた災害リハビリテーションの体制づくり

◎ 東日本大震災を受けて設置されたJRAT については、医療チームであるJMAT の
傘下に入り活動を行うということで、緊急時の災害リハビリテーションの活動の中核組
織として、十分に機能したと考えられる。

◎ しかしながら、JRAT は緊急時対応を主眼とする時限的な組織であり、仮設住宅へ

の対応が想定された組織ではなかった。一方で、通常の地域リハビリテーション活動で
仮設住宅支援を行っていくには、被災が激しかったエリアにおける活動が人的にも財
源的にも難しい側面があった。

◎ そのため、本県においては、発災当初は体制等を想定していなかった「復興リハビ

リテーションセンター」を新規に設置することとしたが、大規模災害においては仮設住
宅における生活不活発病対策は十分に想定されることである。

◎ 他の都道府県単位で、復興リハビリテーションの機能を備えた組織づくりや事前準

備を行っていくことが重要な政策課題となる。

今後の震災対策に向けた提言

日頃からの関係機関の連携強化～地域リハビリテーション活動のすすめ～日頃からの関係機関の連携強化～地域リハビリテーション活動のすすめ～

 ＪＲＡＴや復興リハビリテーションの活動を進めるうえで、関係機関との連携は必要
不可欠である。今回の復興リハビリテーションセンター設置にあたっては、その母体
として、平成12 年から関係２１団体で設置していた「熊本地域リハビリテーション支
援協議会」の果たした役割が大きい。また、熊本県が平成12 年度から18の医療機
関・老健施設を指定している「地域リハビリテーション広域支援センター（広域リハセ
ンター）」が人材供給だけでなく、ノウハウ面等においても果たした役割は大きい。

 他都道府県の中には、既に全県的なリハビリテーション組織や広域リハセンター機
能等を解消したところもあると聞いているが、災害時における対応は一朝一夕でで
きるものではなく、日頃の積み重ね、日頃からの関係団体との関係性の構築が重
要であることが、今回の熊本地震では実感されたことである。熊本に地域リハビリ
テーションの体制がなかったならば、復興リハビリテーションセンターの短期間での
立ち上げ等は困難ではなかったかと考える。

今後の震災対策に向けた提言

大規模災害に備えた日頃からの専門職の人材育成・確保大規模災害に備えた日頃からの専門職の人材育成・確保

 今回の熊本地震を受けて、専門職からは、日頃からの人材育成の必要性を指摘す
る声が多くあった。座学だけではない実践的な訓練等も必要性を指摘する声も多
い。

 災害リハビリテーションの体制づくり等については、災害の発生エリアや規模等に
応じた体制等を行うことが重要であるため、本県の実状・特性に沿った内容を検討
し、人材育成プログラムの具体化が必要と考えられる。それぞれの都道府県でも災
害リハビリテーションの研修充実の重要性は高いと思われる。

平時からの連携体制・地域リハビリテーショ
ン体制の充実が、災害時のスムーズな活動

につながる
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災害時の制度や支援体制について

厚生労働省健康局健康課地域保健室

平成２９年度 地域保健総合推進費事業 報告集会

災害時リハビリテーション支援対応に向けた課題と役割

大規模災害発生時の保健医療の対応大規模災害発生時の保健医療の対応

こども
高齢者
障害者

在宅療養者
妊産婦

災害時要配慮者

地震
津波

負傷

災 害 時 の 健 康 被 害 と 公 衆 衛 生 行 政 の 役 割

（対策１- ①） 医療救護（救急）体制の構築
災害救助法4条4項：医療及び助産

健康影響
心と体の

健康
リスク
要因

食料確保と栄養管理
食品衛生（食中毒予防）
飲料水等の確保と衛生
し尿・廃棄物の処理

住宅（居住）衛生
ノン・フードアイテム

動物愛護、そ族昆虫等

持病・障害の悪化
新たな健康問題の発生

生活環境上の健康リスク

手洗い・マスク、生活不活
発等、集団生活における

保健行動上の健康リスク

生
活
環
境

保
健
行
動

住宅、ライフライン、物流、情報通信等の社会インフラの被災

災害対策
本部対応

避難生活における集団としての生活環境上
の健康リスクのモニタリング評価（診断）

（対策２）保健予防活動 （対策３-①）生活環境衛生対策

医療等資源の被災
・医療等サービス
・医療等システム

リ
ス
ク
要
因

の
増
加

（対策３－②）
生活環境上の健康リスク軽減

（ライフライン復旧、支援物資等）

持病や障害の悪化

×
ｱｸｾｽ
障害

（対策１-②）
・医療救護等ｻｰﾋﾞｽ体制構築
（災害救助法4条4項：医療及び助産）

・医療等ｻｰﾋﾞｽ体制の復旧

災害時保健医療対策３本柱 ⇒ 防ぎえた死と二次健康被害の最小化

災害時の健康福祉ニーズ災害時の健康福祉ニーズ

時
間
軸

緊
急
性

時
間
軸

緊
急
性

健康福祉ニーズ 在宅 避難所
入院
施設

入所
施設

1. 避難行動要支援者の避難支援 ◎ ― △ △

2. 家屋倒壊や津波などによる負傷者に対する医療救
護 ◎ ― △ △

3. 被災前からの医療が、交通遮断やライフラインの途
絶等によって中断することにより生命の危険を生ずる
者への医療の確保

◎ ◎ ◎ ◎

4. 直ちに生命の危険はないが、被災前からの医療や
介護（福祉）の継続が必要な者

① 被災前からの医療の継続と悪化防止
・精神疾患や高血圧・糖尿病等の慢性疾患

② 被災前からの介護福祉の継続と悪化防止
③ 妊婦や乳幼児等への特別な配慮

◎ ◎ ○ ○

5. 劣悪な避難生活によって発生する２次的な健康被害
の防止
•感染症、エコノミークラス症候群、生活不活発病、スト
レスによる不眠等
•栄養不足、食物アレルギー等

◎ ◎ ○ ○

医療救護
（救急医療）

医療継続

医療・介護
福祉の継続

↓

地域包括
ケア

保健予防
介護予防

阿 蘇 地 区 へ の 支 援 チ ー ム
医療支援チーム（DMAT
JMAT、TMAT、日赤等）

心のケアチーム（DPAT）
薬剤チーム
リハチーム（JRAT)
口腔機能支援チーム
NSTチーム

：

感染症予防
DVT予防

廃用予防等

ADRO救護班活動ポリシー
①「 す べ て は 被 災 者 の た め に 」
②「 保 健 師 さ ん を 支 え る 活 動 を 」

⇒ 「保健医療（福祉）行政と連携協力するために」

災 害 対 策 の 法 的 枠 組 み災 害 対 策 の 法 的 枠 組 み
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主な災害対策関係法制の類型別整理
類型 防災 応急救助 復旧・復興

地震
津波

火山

風水害

地滑り
崖崩れ
土石流

豪雪

原子力

大規模地震対策特別措置法

津波対策の推進に関する法律

・地震財特法
・地震防災対策特別措置法
・建築物の耐震改修の促進に関する法律
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
・東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特
別措置法
・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法

活動火山対策特別措置法

河川法

特定都市河川浸水被害対策法

・砂防法
・森林法
・特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法
・地すべり等防止法 ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に
関する 法律
・土砂災害警戒区域等における土砂災害 防止対策の推進に
関する法律

豪雪地帯対策特別措置法

原子力災害対策特別措置法

激甚災害法

＜被災者への救済援助措置＞
・中小企業信用保険法
・天災融資法
・小規模企業者等設備導入資金助成法
・災害弔慰金の支給等に関する法律
・雇用保険法
・被災者生活再建支援法
・株式会社日本政策金融公庫法

＜災害廃棄物の処理＞
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

＜災害復旧事業＞
・農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置
に関する法律

・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
・公立学校施設災害復旧費国庫負担法
・被災市街地復興特別措置法
・被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

＜保険共済制度＞
・森林国営保険法
・農業災害補償法
・地震保険に関する法律

＜災害税制関係＞
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律

＜その他＞
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別

措置等に関する法律

・災害救助法
・消防法
・警察法
・自衛隊法

水防法

災害対策基本法
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(出典：内閣府・災害対策法制のあり方に関する研究会)

災害対策基本法における国、都道府県、市町村､住民等の責務

（国の責務）

第３条 国は、前条の基本理念にのっとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有する
ことに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。

２ 国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し、
及び法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防
災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない､及び災害に係る経費負担の適正化を図らなけ
ればならない。

（都道府県の責務）
第４条 都道府県は、基本理念にのっとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を

災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関
する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村及び指定地方公共機関が
処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。

（市町村の責務）
第５条 市町村は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民

の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の
地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。

２ 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域
内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の
促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない。

（住民等の責務）
第６条

３ 前２項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのっとり、食品、飲料水その他の生活必需
物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への
参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。

市町村、都道府県、国の災害対策基本法上の責務と権限

市 町 村 都 道 府 県 国

責

務

●災害応急対策の実施責任＜50条＞
●災害に関する情報の収集及び伝達等＜51条＞
●都道府県に対する災害の状況及びこれに対して執られた措置
の概要の報告＜53条＞
●気象庁等の関係機関に対する災害が発生するおそれがある異
常な現象の通報＜54条＞
●災害に関する予報、警報等の住民等に対する伝達＜56条＞
●消防機関、水防団に対する出動準備・出動命令＜58条＞
●消防、水防、救助等の応急措置の速やかな実施＜62条＞
●避難所における生活環境の整備に必要な措置＜86条の6＞
●避難所以外の場所に滞在する被災者に対する配慮＜86条の7＞

●他の市町村長からの応急措置実施の応援要求に応える義務
＜67条＞

●国の機関、他の地方公共団体等との備蓄する物資又は資材の
供給に関する相互協力＜86条の17＞
●罹災証明書の交付及び交付業務実施体制の確保＜90条の2＞
●災害応急対法に要する費用の実施責任者負担＜91条＞
●応援を受けた場合における要した費用の負担＜92条＞

●災害に関する情報の収集及び伝達＜51条＞
●国に対する災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要
の報報告＜53条＞
●市町村等に対する災害に関する予報又は警報の伝達＜55条＞

●市町村長からの応急措置実施の応援要求又は実施要請を
受ける義務＜68条＞

●災害の発生防御・拡大防止に必要な応急措置の実施＜70条＞

●市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行われるた
めの調整＜70条＞

●市町村が事務を行うことができなくなったときの応急措置の代
行＜73条＞

●他の都道府県知事からの応急措置実施の応援＜74条＞

●都道府県及び市町村からの要
請に基づく職員の派遣義務
＜29条＞

●災害応急対策の実施＜50条＞

●国有財産の無償貸し付け
＜86条＞

権

限

●災害を拡大させるおそれのある設備・物件の除去、保安等の必
要な措置の指示＜59条＞
●避難のための立退きの勧告・指示＜60条＞
●通信設備の優先利用、放送事業者に対する放送の要求＜57条＞

●警戒区域の設定による立入の制限・禁止、退去命令＜63条＞
●区域内の土地、工作物等の一時使用、除却＜64条＞
●住民等に対する応急措置業務への従事命令＜65条＞
●他の市町村長等に対する応援の要求＜67条＞
●都道府県知事等に対する応援の要求及び応急対策実施の要
請＜68条＞
●都道府県知事に対する自衛隊災害派遣の要請の要求、防衛大
臣に対する災害状況の通知＜68条の2＞
●地方公共団体の所有財産の無償貸付け、使用＜86条＞
●都道府県知事に対する必要な物資又は資材の供給に関する要
請＜86条の16＞

●災害対策本部及び現地災害対策本部の設置＜23条＞
● 国、地方支分部局や指定公共機関（NTT、JR等）に対する
職員派遣の要請＜29条＞

●国に対する国や地方支分局等の職員派遣のあっせんの要
求＜30条＞

●通信設備の優先利用、警察・消防無線等の使用＜57条＞
●放送事業者等に対し災害に関する放送を行うことを要求
＜57条＞

●国や地方支分局等に対する応急措置の実施の要請＜70条＞
●従事命令、協力命令、保管命令＜71条＞
●市町村長に対する応急措置の実施について必要な指示
●市町村長に対する他の市町村を応援すべきことの指示
＜72条＞

●他の都道府県知事等に対する応援の要求＜74条＞
●公有財産の無償貸し付け＜86条＞

●非常災害対策本部及び現地災
害対策本部の設置＜24条＞
●非常災害対策本部長による地
方公共団体の長への指示・緊急
災害対策本部長による地方公共
団体の長への指示＜28条＞

●指定行政機関の長等による災
害応急対策上の要請・指示

＜77条＞
●国有財産の無償貸し付け
＜86条＞

災害対策基本法上、災害発生時又はそのおそれがある場合の市町村、都道府県、国の責務と権限は、
次のとおり。 ○ 災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の

保護と社会秩序の保全を図ること。

１．目的

２．実施体制

○ 法に基づく救助は、都道府県知事が、現に救助を必要とする者に行う。（法定受託義務）
○ 必要に応じて、救助の実施に関する事務の一部を市町村長へ委任できる。
○ 広域的な大規模災害に備えて、あらかじめ他の都道府県と協定を締結したり、発災後に速やかに応援要請できる体制を整えておく

ことが望ましい。（応援に要した費用については、被災県に全額求償可能）

３．救助の種類

○避難所の設置 ○被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与 ○学用品の給与
○応急仮設住宅の供与 ○医療・助産 ○埋葬
○炊き出しその他による食品の給与 ○被災者の救出 ○死体の捜索・処理
○飲料水の供給 ○住宅の応急修理 ○障害物の除去

４．適用基準

○ 災害により市町村等の人口に応じた一定数以上の住家の滅失（全壊）がある場合（令第1条第1項第1号～第3号）
○ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とする 場合等

（令第1条第1項第4号）

５．救助の程度、方法及び期間

（１） 一般基準
救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準（※）に従い、あらかじめ、都道

府県知事が、これを定める。（※平成25年内閣府告示第228号）
（２） 特別基準

一般基準では救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、特別基
準を定めることができる。

災 害 救 助 法 の 概 要災 害 救 助 法 の 概 要

災害救助法の実施概念図
日本赤十字社（都道府県支部）

国
（内
閣
府
）

被
災
都
道
府
県

被
災
住
民

災害救助法
の適用

地
域
住
民

①避難所、応急仮設住宅の供与
②食品の給与、飲料水の供与
③被服、寝具等の給与
④医療、助産
⑤被災者の救出
⑥住宅の応急修理
⑦学用品の給与
⑧埋葬
⑨死体の捜索及び処理
⑩住居又はその周辺の土石等

の障害物の除去

協
定

委
託

救護班の派遣（医療・助産）

被害状況の情報提供

技術的な助言・勧告
・資料の提出要求
・是正の要求 他
〔自治法§２４５の４他〕

実施状況の情報提供

（職員の派遣）

救助・権限の委任
通知・告示

委託内容の事前
の取り決め

応援職員の派遣

被害状況の情報提供

災害対策
本部

災害対策
本部

応急救助の実施

応急救助の実施

【県直接実施】

【委任による実施】

他
都
道
府
県

被
災
市
町
村

他
市
町
村

（協
定
）

（応
援
）

（要
請
）

（応援の指示・派遣調整）

（応援要請）

（応援の指示・派遣調整）

（応援職員の派遣）
衛生
環境
衛生

活動
救護所
活動

応急対策一般
派遣

DMAT
派遣

救命・救護

医療搬送
広域

医療搬送

活動
避難所
活動

(出典：内閣府・防災情報のページ「災害救助法等担当者全国会議資料」改変

法定受託事務

防災基本計画の体系
災 害 対 策 基 本 法 ( 昭 和 ３ ６ 年 法 律 第 ２ ２ ３ 号 )

第 3条：防災に関する計画の作成・実施、相互協力等
第34条：防災基本計画の作成及び公表等（中央防災会議）
第36条：防災基本計画に基づく指定行政機関による防災業務計画の作成等
第39条：防災基本計画に基づく指定公共機関の防災業務計画の作成等
第40条：防災基本計画に基づく都道府県地域防災計画の作成等
第42条：防災基本計画に基づく市町村地域防災計画の作成等

防災基本計画

防災業務計画

※各種防災計画の基本

指定行政機関：中央省庁

防災業務計画
指定公共機関：独立行政法人

日銀,日赤,NHK,NTT等

地域防災計画
都道府県防災会議（会長：知事）
市町村防災会議（会長：市町村長）

※ 内閣総理大臣をはじめ全閣僚、指定公共機関の代表者、
学識経験者により構成

中央防災会議（会長：内閣総理大臣）
策定・実施

策定・実施

策定・実施

策定・実施
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第２編 各災害に共通する対策編

第２章 災害応急対策

第８節 保健衛生，防疫，遺体対策に関する活動

1 保健衛生

 国〔厚生労働省〕及び地方公共団体は､被災地､特に避難所においては､生活環境の激
変に伴い被災者が心身双方の健康に不調を来す可能性が高いため､常に良好な衛生状
態を保つように努めるとともに､被災者の健康状態を十分把握し､必要に応じ救護所等の
設置や心のケアを含めた対策を行うものとする。

 特に、要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設
等での受入れ、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体
等の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。

 市町村（都道府県）は、保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。

 国〔厚生労働省〕は､必要に応じ､又は被災地方公共団体の要請に基づき､保健師等の
派遣計画の作成など保健活動の調整を行うものとする。

 国〔厚生労働省､環境省〕は､必要に応じ､又は被災地方公共団体の要請に基づき、他
の地方公共団体からの協力確保等必要な調整を行うものとする。

政府防災基本計画（抜粋）政府防災基本計画（抜粋）

第２編 災害応急対応

第２章 医療･保健に係る対策

第５節 公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等による健康管理

第２ 被災者への健康管理活動

１ 被災都道府県･市町村は、以下により、被災者の健康管理を行う。

 公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等により、被災者のニーズ等に的確に対応した
健康管理(保健指導及び栄養指導等をいう。以下同じ｡)を行うこと。

厚生労働省防災業務計画（抜粋）厚生労働省防災業務計画（抜粋）

〔平成25年10月1日改訂〕

新しい災害時の保健医療対応の枠組み新しい災害時の保健医療対応の枠組み

平成28年熊本地震発生初期に他地域から派遣された医療・保健・福祉関係チーム

支援チーム・団体名 編成内容 主な派遣場所 主な活動内容

DMAT
（災害派遣医療チーム）

医師1名、看護師2名、事務連絡
員1名

被災地の災害拠点病院等 本部活動、病院支援・病院避難、避難所スクリーニング・診療、ロジスティック
サポート

日本赤十字社 医師1名、看護師3名、事務2名
（薬剤師が加わる場合がある）

被災地の避難所等 ①医療救護や巡回診療、医療ニーズの調査等
②日赤災害医療コーディネートチームの派遣、関係機関等との活動調整
③こころのケア活動
④医療支援要員の派遣
⑤避難所における健康支援活動

JMAT
（日本医師会災害医療チー

ム）

医師1名、看護職員2名、事務職
員1名

被災地の避難所等 ①避難者に対する医療、健康管理

②避難所等の公衆衛生対策：感染症対策、避難者の健康状態、食生活の把
握と改善
③在宅患者の医療、健康管理
④派遣先地域の医療ニーズの把握と評価

⑤医療支援が行き届いていない地域（医療支援空白地域）の把握、及び巡回
診療等の実施
⑥現地の情報の収集・把握、共有
⑦被災地の医療関係者間の連絡会の設置支援
⑧患者移送
⑨再建後の被災地医療機関への引継ぎ

国立病院機構 医療班：医師1名、看護師2名、
事務職1名、（薬剤師等1名）

避難所等 避難所等（益城町総合体育館等）で医療救護活動を実施

DPAT
（災害派遣精神医療チーム）

精神科医師、看護師、業務調整員
（ロジスティクス）の職種を含めた
数名

被災地の精神科医療機関、
避難所等

被災者等の心のケアのため、被災した精神科医療機関からの患者の搬送や
避難所の巡回、支援者の支援等

JRAT
（大規模災害リハビリテーション

支援関連団体協議会）

リハビリテーション専門職（作業療
法士、理学療法士等）

被災地の避難所等
JMATの指示の下、熊本JRAT（対策本部: 熊本機能病院）を中心として、熊本
医療機関や地域JRATと協働して活動。全国的な連携調整･情報収集により、
リハビリテーションの立場から避難所等を支援。

日本歯科医師会 歯科医師、歯科衛生士 避難所等 被災地の避難所等における歯科保健医療の提供及び口腔の健康管理を実
施

日本薬剤医師会 薬剤師3名 避難所に設置された救護所
等

救護所における調剤、避難所における一般用医薬品の供給・管理、避難所の
環境衛生への助言・指導等

日本看護協会
災害支援ナース

看護職2名～4名
（1チーム3泊4日の活動）

熊本県･熊本市から要請を受け
た避難所計29ヶ所

負傷した人の創傷処置、避難所の環境整備、手洗い指導などの感染症対策、
体調不良者の受診支援や医療チームへの橋渡し等（避難所で24時間常駐に
よる活動）

日本栄養士会
日本栄養士会災害支援チーム
（JDA-DAT）のメンバーを中心とし

た管理栄養士･栄養士
避難所

避難所巡回による栄養･食生活支援、避難所への支援物資等の搬送、その
他連絡調整･情報収集等

日本食品衛生協会
日本食品衛生協会役職員、熊本
県食品衛生協会役員、食品衛生
指導員

避難所
食中毒･感染症予防のため、被災された方々への衛生用品の配布及び衛生
指導

AMAT
（全日本病院協会災害時
医療支援活動班）

医師1名、看護師1～2名、事務
職員1～2名

被災地の災害拠点病院等 ①当直業務支援
②避難所巡回診療活動

日本病院薬剤師会
① 病院薬剤師

② 病院薬剤師、事務連絡員

①阿蘇地域の3病院
熊本市内の1病院

②熊本県庁等
（医療救護調整本部等）

① 災害により人的･物的被害を受け、又は近隣医療機関の被災により診療
時間が延長になり、薬剤師の応援を必要とする医療機関で薬剤部の業務
を行う

② 医療救護調整本部に常駐し、又は救護所、医療機関を訪問し、被災地に
おける薬剤師のニーズを調査する

日本介護福祉士会 介護福祉士 等
被災地の介護施設･事業所、
避難所等

被災した介護施設への緊急派遣や、避難所での災害救援ボランティアの
活動等により、介護ニーズを持つ要援護者を支援

日本認知症グループホーム協会 介護職員 グループホーム 現地の情報収集、職員不足のグループホームの支援

全国グループホーム団体連合会 介護職員、看護職員 小規模多機能型居宅介護施設 被災した周辺の事業所への食料などの物資の届出

《以下は、被災地からの要請に基づき、支援可能な自治体あるいはその他支援関係団体との派遣調整を厚生労働省等が行ったもの。》

熊本県及び熊本市からの要請に
よる自治体保健師等の派遣調整

自治体保健師･管理栄養士
派遣要請のあった市町村または
保健所

熊本県内の自治体保健師等のほか、熊本県･市からの要請に基づき、派遣さ
れた自治体保健師等を加えたチームにより、避難所や公園、駐車場等を巡回
し、感染症予防の指導、健康状態の把握、栄養指導、こころのケア等を実施

応急給水チーム〔自治体職員（水
道事業者）等の応援派遣の調整〕

自治体水道関係職員2名、給水
車1台

断水地域の主要施設（役所･学
校･公民館等）

応急復旧が完了するまでの被災者に対する給水車や給水タンクを用いた応急
給水等

応急復旧チーム〔自治体職員（水
道事業者）等の応援派遣の調整〕

自治体水道関係職員4名、管工
事業者6名

被災地全域 水道施設の応急復旧のための漏水調査･修繕工事等

社会福祉施設に対する福祉人材
の応援

介護福祉士のほか、ソーシャル
ワーカーなども含めた、被災地
の社会福祉施設において必要
とされた福祉人材

被災地の社会福祉施設（福祉避
難所として指定されている施設も
含む。）

社会福祉施設への要援護者の受け入れ等に伴い必要となる支援を実施

避難所
（仮設住宅）

在宅

入院・入所
施設

被災現場
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ニーズ情報

報告

報告

医療救護班等
多様な支援チーム

指揮・調整

被災地における組織横断的な指揮調整の場

情報共有、方針決定、連携調整
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対応状況医療救護所
救護病院等
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東日本大震災での対応で明らかになった課題について、「災害医療等のあり方に関する検討会」報告書
が取りまとめられ、同報告書では、今後の災害医療等のあり方の方向性として、災害時の医療提供体制に
ついて、派遣される医療チーム等の派遣調整を行う体制や関係者間での情報の共有が必要であること 等
が指摘され、報告書の趣旨を踏まえて医政局長通知が発出された。

「災害時における医療体制の充実強化について」平成２４年３月２１日 医政局長通知

５．災害医療に係る保健所機能の強化

発災時の初期救急段階（発災後概ね３日間）においては、医療に関する具体の指揮命令を

行う者を設定することが困難な場合が多いが、災害現場に最も近い所 の保健医療行政機関

である保健所において、自律的に集合した医療チームの配置調整、情報の提供等を行うこ

と。そのため、保健所管轄区域や市町村単位等で、災害時に保健所・市町村等の行政担当

者と地域の医師会や災害拠点病院 等の医療関係者、医療療チーム医等が定期的に情報交

換する場として地域災害医療対策会議を迅速に設置できるよう事前に計画を策定すること。

地域災害医療対策会議では、避難所等での医療ニーズを適切かつ詳細に把握・分析した

上で、派遣調整本部から派遣された医療チームや自主的に集合した医療チームを配置調整

するなどのコーディネート機能が十分に発揮できる体制を整備すること。

「災害時における医療体制の充実強化について」
平成２４年３月２１日
医 政 局 長 通 知 災害時における医療体制の構築に係る指針

第１災害医療の現状 ２災害医療の提供 （６）都道府県災害医療コーディネーター （新設）
災害医療通知で、様々な医療チームの派遣調整等を行うために、派遣調整本部においてコーディネート機能 を十分

に発揮できる体制整備を各都道府県に求めている。すなわち、都道府県においては、災害対策本部のもとに派遣調整

本部を設置し、医療チームの派遣調整等を行うとともに情報の共有を行う。さらに、保健所管轄区域や市町村単位等で

は、保健所等を中心に地域災害医療対策会議を開催し、派遣調整本部から派遣された医療チーム等の派遣調整等を

行う。

第２災害医療体制の構築に必要な事項 ２各医療機能と連携 （３）都道府県等の自治体 ①目標 （改訂）

保健所管轄区域や市町村単位等での保健所等を中心とした地域コーディネート体制を充実させることで、実災害時に

救護所、避難所の被災者に対して感染症のまん延防止、衛生面のケア亜、災害時要支援者へのサポート、メンタルヘル

スケア等に関してより質の高いサービスを提供すること。

第２－２－（３）－②自治体に求められる事項 （新設）

・ 災害時の医療チーム等の受入を想定した災害訓練を実施すること。訓練のおいて被災地の関係機関・関係 団体と

連携の上、都道府県として体制だけでなく、保健所管轄区域や市町村単位等での保健所等を中心としたコーディネート

体制に関しても確認を行うこと。

・ 災害急性期を脱した後も避難所等の被災者に対して感染症まん延防止、衛生面のケア、災害時要支援者への

サポート、メンタルヘルスケア等に関して継続的で質の高いサービスを提供できるよう、保健所等を中心とした体制

整備に平時から取り組むこと。

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
平成29年3月31日
医政局地域医療計画課長通知

厚
生
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働
省

現
地
対
策
本
部

連
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＜課題＞
○ 被災都道府県、保健所、保健医療活動チームの間で被害状況・保健医療ニーズ等、保健医療活動チームの活動状況等について

情報連携が行われず、保健医療活動が効率的に行われない場合があった。

＜原因＞
○ 被災都道府県及び保健所における、保健医療活動チームの指揮・情報連絡系統が不明確で、保健医療活動の総合調整を十分に

行うことができなかった。

都 道 府 県都 道 府 県

保 健 所保 健 所

避難所避難所 避難所避難所 避難所避難所

保 健 所保 健 所

避難所避難所 避難所避難所 避難所避難所

保 健 所保 健 所

避難所避難所 避難所避難所 避難所避難所

どこで、何の活動をするの
が効率的かわからない

チームの活動状況等を
詳しく知りたい

被害状況・保健医療ニーズ等
について、より多くの情報が欲しい

医 務
主管課

保健衛生
主管課

精神保健
主管課

指揮系統・情報連絡系統が不明確
⇒ 情報連携が行われず､保健医療活動を効率的に行えない場合あり

(※) （凡例） ： 保健医療活動チーム（DMAT、JMAT、日本赤十字社の救護班、国立病院機構の医療班、歯科医師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チーム、管理栄養士チーム、ＤＰＡＴ等）

薬 務
主管課

3 4 5 6 7 8 9

保健医療活動チーム(※)

１ 2 3 4 5 6 8 9

市 町 村 市 町 村 市 町 村

支援が必要だが、
チームが来ない

熊本地震における課題と原因熊本地震における課題と原因

１ ２

市 町 村

7

市 町 村

支援に来たが、既に多く
のチームが活動中だった

熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策の方向性について（報告書）（抜粋）
平成２８年１２月２０日 中央防災会議 防災対策実行会議 熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討ワーキンググループ

【実施すべき取組】

○ 様々な場所に避難している被災者を支えるための対策

・ 被災市町村は、災害時は指定避難所のみならず、自宅や車中泊も含めた様々な場所に避難
している被災者の所在と支援ニーズの全体像を迅速に把握するために、防災、保健衛生、福祉、
上下水道、廃棄物等を担当する部局の職員等で構成する避難者支援班を被災市町村内に組織
化し、医療を始めとする多種多数の専門的な支援者と協働して必要な対策が行える体制を構築
することが望ましい。

・ まずは、保健師や医療チーム等が収集した被災者の健康管理に関する情報を被災市町村の
保健衛生部局に集約の上、整理、分析する必要がある。

・ その上で、被災者の健康管理に関する共有できる情報や避難所の課題について、保健師、医師
等の医療関係者、避難所支援に関わるNPOやボランティア等との定期的な会議を実施し、関係者
間で共有化を図るべきである。

・ 保健所の指揮・調整により医療救護班等多様な支援チームの人員配置の最適化を図り、協働
して被災者への保健衛生上の支援を行うべきである。情報の整理、分析及び支援者の指揮・調整
が被災市町村や支援する都道府県内保健所のみで対応が困難な場合は、災害時健康危機管理
支援チーム等の他都道府県等の保健衛生専門職の支援を受ける必要がある。

【実施すべき取組】

○ 様々な場所に避難している被災者を支えるための対策

・ なお、関係者間の情報共有を推進するため、被災者に対する調査票、避難所の調査票（アセス
メントシート）など被災地方公共団体で定められた調査様式がある場合には、それを用いることを
基本とすべきである。

被災地方公共団体で定められた様式がない場合は、様々な機関が使用する調査票の記載様
式の統一を検討すべきである。

・ 特に、発災後は、インフルエンザなどの感染症の集団感染など避難所で起こる健康問題に
緊急的に対処するため、被災市町村は、保健所による指導助言の下に、医療等関係者と協働
して迅速な対応を講じることができる体制を構築すべきである。また、その結果、対応が必要な
事項について、市町村と協議した上で、避難者等に対して周知するとともに、避難者の協力を
得て必要な対策を行う必要がある。

・ 被災者に対する的確な健康支援を行うため、市町村保健センターは、被災者に対する保健
衛生活動の拠点や医療チーム等の活動拠点、仮設診療所として使用することとすべきである。

熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策の方向性について（報告書）（抜粋）
平成２８年１２月２０日 中央防災会議 防災対策実行会議 熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討ワーキンググループ 厚生労働省防災業務計画（抜粋）厚生労働省防災業務計画（抜粋）

第２編 災害応急対応

第２章医療･保健に係る対策

第４節公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等による健康管理

第２ 被災者への健康管理活動

１ 被災都道府県･市町村は、以下により、被災者の健康管理を行う。

（１）公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等により、被災者のニーズ等に的確に

対応した健康管理(保健指導及び栄養指導等をいう。以下同じ｡)を行うこと。

（２）保健所等において､保健師等が収集した被災者の健康管理に関するニーズ等

の情報の整理及び分析を行うこと。(新設)

（３）保健所等において､被災都道府県・市町村以外の都道府県及び市町村から

被災都道府県・市町村に派遣されて支援に当たる救護班等の指揮及び救護班等

の支援に関する必要な調整を行うこと。(新設)

（４）被害状況等を踏まえ､保健所等において､（２）及び（３）を行うことが困難

であると判断される場合には、当該保健所等を支援するため、管内の公衆衛生

医師、保健師、管理栄養士等を当該保健所等に派遣すること。(新設)

〔平成29年2月28日改訂〕
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相互連携

厚
生
労
働
省

現
地
対
策
本
部

連
携

被 災 都 道 府 県 に 設 置 さ れ た 保 健 医 療 調 整 本 部 に お い て 、 保 健 所 と 連 携 し 、
① 保 健 医 療 活 動 チ ー ム に 対 す る 指 揮 又 は 連 絡 及 び 派 遣 調 整
② 保 健 医 療 活 動 チ ー ム と 情 報 連 携 （ 様 式 の 統 一 ）
③ 収 集 し た 保 健 医 療 活 動 に 係 る 情 報 の 整 理 及 び 分 析

を 一 元 的 に 実 施 し 、保 健 医 療 活 動 を 総 合 調 整 す る 体 制 を 整 備 す る。

都 道 府 県 保 健 医 療 調 整 本 部都 道 府 県 保 健 医 療 調 整 本 部

保 健 所保 健 所

避難所避難所 避難所避難所 避難所避難所

保 健 所保 健 所

避難所避難所 避難所避難所 避難所避難所

保 健 所保 健 所

避難所避難所 避難所避難所 避難所避難所

(※) （凡例） ： 保健医療活動チーム（DMAT、JMAT、日本赤十字社の救護班、国立病院機構の医療班、歯科医師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チーム、管理栄養士チーム、ＤＰＡＴ 等）

3 4 5 6 7 8 9

１ 2 3 4 5 6 8 9

市 町 村 市 町 村 市 町 村

今後の大規模災害時の体制のモデル今後の大規模災害時の体制のモデル

１ ２

市 町 村

7

市 町 村

都 道 府 県 内 の 保 健 医 療 活 動 を 総 合 調 整

相互連携

薬務主管課 精神保健主管課保健衛生主管課医務主管課

① 保健医療活動チームの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携（様式の統一）
③ 収集した情報の整理及び分析

連絡窓口

① 保健医療活動チームへの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携（様式の統一）
③ 保健所での情報分析の取りまとめ

保健医療活動チーム(※)

１ 2 3

4 5 6

7 8 9

本 部 長

医療保健ニーズ等の
分析結果を把握

十分な情報を
収集・分析

チームを
適正配置

科 発 0705 第３号

医政発 0705 第４号

健 発 0705 第６号

薬生発 0705 第１号

障 発 0705 第２号

平成２９年 ７ 月 ５ 日

大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について

大規模災害時の被災者に対する保健医療活動に係る体制については、これまで、「災害時における医療体制の充実

強化について」（平成24年3月21日医政発0321第2号厚生労働省医政局長通知）等により整備がなされ、救護班 (医療

チーム)の派遣調整等については平成24年医政局長通知に基づく派遣調整本部、被災都道府県における保健衛生活動

を行う保健師チーム等の派遣調整については各都道府県の担当課が行ってきたところである。

平成28年熊本地震における対応に関して、内閣官房副長官（事務）を座長とする平成28年熊本地震に係る初動対応

検証チームにより取りまとめられた「初動対応検証レポート」(平成28年7月20日）において、医療チーム、保健師チーム

等の間における情報共有に関する課題が指摘され、 今後、「被災地に派遣される医療チームや保健師チーム等を全体

としてマネジメントする機能を構築する」べきこととされた。

こうした点を踏まえ､各都道府県における大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備に当たり､保健医療活動

チームの派遣調整､保健医療活動に関する情報の連携､整理及び分析等の保健医療活動の総合調整を行う保健医療

調整本部を設置することとした。

ついては、各都道府県における大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備に当たっての留意事項を下記の

とおり示すので、今後の体制整備の参考にしてもらうとともに、関係機関への周知をお願いする。

なお、本通知医は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であること及び

内閣府（防災担当）と調整済みであることを申し添える。

「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」
大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康局長、医薬・生活衛生局長、社会・援護局障害保健福祉部長 通知

記

１．保健医療調整本部の設置等について

（１） 設置

被災都道府県は、当該都道府県に係る大規模災害が発生した場合には、速やかに、都道府県災害対策本部の下に、

その災害対策に係る保健医療活動（以下単に「保健医療活動」という。）の総合調整を行うための本部(以下「保健医療

調整本部」という｡)を設置すること。なお､当該保健医療調整本部の設置については、当該保健医療調整本部の設置に

代えて、既存の組織等に当該保健医療調整本部の機能を持たせても差支えないこと。

また､これまで救護班(医療チーム)の派遣調整等については平成24年医政局長通知に基づく派遣調整本部が行い､

被災都道府県における保健衛生活動を行う保健師チーム等の派遣調整については各都道府県の担当課が行って

きたところであるが､保健医療調整本部において､保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活動に関する情報連携､

保健医療活動に係る情報の整理及び分析等の保健医療活動の総合調整を行うことになるため､派遣調整本部の機能
については､保健医療調整本部が担うこととし､派遣調整本部は設置しないこと。

「大規模災害時の保健医療活動にかかる体制の整備について」－②

（２）組織

① 構成員

保健医療調整本部には､被災都道府県の医務主管課､保健衛生主管課､薬務主管課､精神保健主管課等の関係

課及び保健所の職員､災害医療コーディネーター等の関係者が参画し､相互に連携して､当該保健医療調整 本部に

係る事務を行うこと｡また､保健医療調整本部には､本部長を置き､保健医療を主管する部局の長その他の者のうち

から、都道府県知事が指名すること。

② 連絡窓口の設置

保健医療調整本部は､保健所､保健医療活動チーム(災害派遣医療チーム(DMAT)､日本医師会災害医療チーム

(JMAT)､日本赤十字社の救護班､独立行政法人国立病院機構の医療班､歯科医師チーム､薬剤師チーム､看護師チー

ム､保健師チーム､管理栄養士チーム､災害派遣精神医療チーム(DPAT)その他の災害対策に係る保健医療活動を行

うチーム(被災都道府県以外の都道府県から派遣されたチームを含む。)をいう。以下同じ。)その他の保健医療活動に

係る関係機関（以下単に「関係機関」という。）との連絡及び情報連携を行うための窓口を設置すること。

この場合において､保健医療調整本部は､関係機関との連絡及び情報連携を円滑に行うために必要があると認める

ときは、当該関係機関に対し、当該関係機関の担当者を当該窓口に配置するよう求めることが望ましいこと。

③ 本部機能等の強化

保健医療調整本部は､保健医療活動の総合調整を円滑に行うために必要があると認めるときは､被災都道府県以外

の都道府県等に対し、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）等に基づき、保健医療調整本部における業務を補助

するための人的支援等を求めることが望ましいこと。

また､保健医療調整本部は､保健医療活動を効果的・効率的に行うため､被害状況､保健医療ニーズ等について､

厚生労働省災害対策本部（厚生労働省現地対策本部が設置された場合にあっては､厚生労働省現地対策本部｡以下

この③において同じ｡)と緊密な情報連携を行うとともに､保健医療活動の総合調整を円滑に行うために必要があると

認めるときは、厚生労働省災害対策本部に対し、必要な助言及びその他の支援を求めること。

「大規模災害時の保健医療活動にかかる体制の整備について」－③

２．保健医療活動の実施について

（１）保健医療活動チームの派遣調整

① 保健医療調整本部は、被災都道府県内で活動を行う保健医療活動チームに対し、保健医療活動に係る指揮又は

連絡を行うとともに、当該保健医療活動チームの保健所への派遣の調整を行うこと。

なお、災害発生直後においては、人命救助等に支障が生じないよう、保健所を経由せず、被災病院等への派遣の

調整を行う等、指揮又は連絡及び派遣の調整(以下「指揮等」という。)について､臨機応変かつ柔軟に実施すること。

② 保健所は､①によって派遣された保健医療活動チームに対し､市町村と連携して､保健医療活動に係る指揮又は

連絡を行うとともに、当該保健医療活動チームの避難所等への派遣の調整を行うこと。

③ 保健医療調整本部及び保健所は、①及び②の指揮等の実施に当たっては、救急医療から保健衛生等の時間の

経過に伴う被災者の保健医療ニーズの変化を踏まえることに留意すること。

④ 保健医療調整本部及び保健所は、保健医療活動チームに対し、当該保健医療活動チームが実施可能な活動の

内容､日程､体制､連絡先等の情報を予め保健医療調整本部及び保健所に登録し､保健医療調整本部及び保健所

の指揮等に基づき活動を行うよう求めること。

「大規模災害時の保健医療活動にかかる体制の整備について」－④

（２）保健医療活動に関する情報連携

① 保健医療調整本部及び保健所は､当該保健医療調整本部及び保健所の指揮等に基づき活動を行う保健医療

活動チームに対し、適宜、当該保健医療活動チームの活動の内容及び収集した被害状況、保健医療ニーズ等を

報告するよう求めること。なお、報告の求めに当たっては、以下の点に留意すること。

ア 活動中の報告においては、特に、当該保健医療活動チームが対応することができなかった保健医療ニーズに

ついて報告するよう求めること。

イ 活動後の報告においては、特に、当該保健医療活動チームの保健医療活動を他の保健医療活動チームが

引き継ぐに当たって必要な情報を報告するよう求めること。

② 保健医療調整本部及び保健所は､当該保健医療調整本部及び保健所の指揮等に基づき活動を行う保健医療

活動チームに対し､避難所等での保健医療活動の記録及び報告のための統一的な様式を示すこと。

この場合において､被災者の診療録の様式については､「災害診療記録報告書」(平成27年2月､災害時の診療録の

あり方に関する合同委員会）及びその様式（別添1）を､避難所の状況等に関する記録の様式については「大規模災害

における保健師の活動マニュアル」（平成25年、日本公衆衛生協会・全国保健師長会）及びその様式（別添２）を参考と

することが望ましいこと。

③ 保健医療調整本部及び保健所は､保健医療活動チームに対し､保健医療活動を効果的・効率的に行うために

必要な被害状況､保健医療ニーズ等の情報の提供を行うとともに､保健医療活動チーム間の適切な引き継ぎに資す

るよう、保健医療活動チームから報告を受けた情報の伝達等を行うこと。

「大規模災害時の保健医療活動にかかる体制の整備について」－⑤
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④ 保健所は､市町村に対し､保健医療活動を効果的・効率的に行うために必要な被害状況､保健医療ニーズ等の

情報の提供を求めるとともに､保健医療活動チームから報告を受けた情報の伝達等により､避難所の状況等、

市町村が把握する必要がある情報の提供を行うこと。

⑤ 保健医療調整本部及び保健所は､被害状況､保健医療ニーズ等について､関係機関との緊密な情報連携を行う

こと。なお、情報連携の手段としては、平成24年医政局長通知に基づき、保健所管轄区域や市町村単位等で、災害

時に保健所・市町村等の行政担当者と地域の医師会等の医療関係者、救護班（医療チーム）等が定期的に情報

交換することを目的として、保健所により設置される地域災害医療対策会議等が考えられること。

（３）保健医療活動に係る情報の整理及び分析

① 保健所は､今後実施すべき保健医療活動を把握するため､市町村と連携して､(2)により収集した保健医療活動

チームの活動の内容及び被害状況､保健医療ニーズ等の整理及び分析を行うこと。

② 保健医療調整本部は、①により各保健所が整理及び分析した情報の取りまとめを行い、保健医療活動の総合

調整に活用すること。

「大規模災害時の保健医療活動にかかる体制の整備について」－⑥

第１編 災害予防対策

第２章保健医療に係る災害予防対策

第2 節災害時における保健医療体制の整備

第2 地域の保健医療関係団体との連携第2 地域の医療関係団体との連携

3 都道府県及び保健所は、「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」（平

成29 年7 月5 日付け科発0705 第3 号、医政発0705 第4 号、健発0705 第6 号、薬生発0705 

第1 号、障発0705 第2 号厚生労働省大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康局長、医薬・生活

衛生局長、社会・援護局障害保健福祉部長通知）に基づき、大規模災害時にその災害対策に係

る保健医療活動の総合調整を行うことができるよう、大規模災害時の保健医療活動に係る体制

の整備に努める。(新設）

4   厚生労働省大臣官房厚生科学課、医政局、健康局、医薬・生活衛生局及び社会･援護局障害

保健福祉部は、前項の体制の整備に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。（新設）

厚生労働省防災業務計画（抜粋）①厚生労働省防災業務計画（抜粋）①

〔平成29年7月6日改訂〕

第２編 災害応急対応

第２章保健医療に係る対策

第2 節被災地における保健医療活動に係る体制の整備（新設）

1 都道府県及び保健所は、大規模災害が発生した場合には、「大規模災害時の保健医療活動に係

る体制の整備について」（平成29年7月5日付け科発0705第3号、医政発0705第4号、健発0705第6号、

薬生発0705第1号、障発0705第2号厚生労働省大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康局長、医

薬・生活衛生局長、社会・援護局障害保健福祉部長通知）に基づき、市町村と連携して、以下の措

置を講ずるよう努める。

（1） 都道府県災害対策本部の下に、災害対策に係る保健医療活動の総合調整を行うための本部

（以下この項において「保健医療調整本部」という。）を設置すること。

（2） 保健医療調整本部及び保健所において、被災都道府県における災害対策に係る保健医療活動

の総合調整として、救護班・災害派遣医療チーム（DMAT）・災害派遣精神医療チーム（DPAT）・保健

師等（以下この項において「保健医療活動チーム」という。）の派遣調整、保健医療活動に関する情

報連携（保健医療活動チームに対する避難所等での保健医療活動の記録等のための統一的な様

式の提示を含む。）並びに保健医療活動に係る情報の整理及び分析を行うこと。（新設）

2    厚生労働大臣官房厚生科学課、医政局、健康局、医薬・生活衛生局及び社会・援護局障害保険

福祉部は、前項に掲げる措置に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。（新設）

厚生労働省防災業務計画（抜粋）②厚生労働省防災業務計画（抜粋）②

〔平成29年7月6日改訂〕

災害時健康危機管理支援チーム災害時健康危機管理支援チーム

避難所
（仮設住宅）

在宅

入院・入所
施設

被災現場 市
町
村
災
害
対
策
本
部

（
保
健
医
療
部
門
）

県
災
害
対
策
本
部

（
保
健
医
療
調
整
本
部
）

多様な組織団体・支援チームのリーダー

ニーズ情報
報告

報告

医療救護班等
多様な支援チーム

指揮・調整

被災地における組織横断的な指揮調整の場

情報共有、方針決定、連携調整

指揮

対応状況医療救護所
救護病院等

災害時健康危機管理支援チーム

県
災
害
対
策
支
部

（
保
健
所
）

・救急医療
・持病や障害の悪化
・保健行動（手洗等）
・感染症
・メンタルヘルス
・飲料水等の確保と衛生
・食品衛生
・廃棄物処理

災害時健康危機管理支援チームの活動概要

組織横断的、組織縦断的な情報共有に係るリエゾン業務（連絡調整））

保健師等支援チームの受援調整（受付、担当業務等の割振り、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ等）と指揮調整

フェーズ毎の指揮調整業務簡易自己点検リストに基づく確認

災害時保健医療ニーズとDHEAT構成員が支援する指揮調整業務

発災 ３日 １週 ２週 １か月

救命救急
外傷治療

透析等
避難所等での保健衛生対策 （感染症、深部静脈血栓症、生活不活発病等の二次健康被害の予防等）

（保健予防対策＋生活環境衛生対策）

慢性疾患の治療の継続 → 通常の保険診療への移行

メンタル面の予防とケア（被災者、職員、支援者）

在宅被災者への健康支援（医療、保健衛生）

３か月

避難所再編 仮設住宅への移転

医療提供体制の再開・復旧に向けたロードマップ

通常保健業務の再開・復旧に向けたロードマップ

被災都道府県等の職員の安全確保及び健康チェックと休養等に関する助言

組織立ち上げ
情報伝達共有ライン構築

会議体の設置

メディア対応の補助、来訪者等への渉外、現地ニーズと乖離のある支援者への窓口対応

保健医療調整本部等への報告と不足する人的・物的資源の要請、専門機関への支援要請

その他医療等支援チームの受援調整（受付、名簿とシフト管理表の作成、オリエンテーション等）

収集情報の整理、分析評価と全体を俯瞰した優先課題の抽出と資源最適配分等の企画立案

対策会議等による統合指揮調整（会議の企画運営、資料作成、会議運営、会議録作成等）

受援調整

情報収集伝達
情報整理
統合指揮調整

次ﾌｪｰｽﾞを見
通した対策
企画立案

後方支援

広報・渉外
職員健康安全

指揮
調整

対策
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防災部局、福祉部局（要配慮者対応）のみで、避難所の運営に係る課題を考えることでは、
避難所の「質の向上」は望めません。トイレをとってみても、上下水道、廃棄物、施設営繕、汲
み取り、清掃等、様々な部署の参画が必要です。

また、避難者の健康維持を考えると、行政職員だけでは、その支援は不十分です。「医療・
保健・福祉」の専門職能団体との連携を図りましょう。また、避難者の生活を支えるためには、
避難者の要望・希望に沿った支援を行ってくれるボランティア・NPO団体との協働も不可欠です。
普段から顔の見える関係を構築しましょう。

避難所運営体制の確立 「避難所支援班」の編成
（内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」：平成28年4月）

市町村行政が「避難所支援班」を設置
専門職能団体は、その組織と連携できるようにすることが大切です！

－ 133 －



災害時の支援の現状とリハビリテーション専門職に期待すること

福島県川内村役場

猪狩 恵子

Ⅰ 川内村の概況と避難状況

Ⅱ 震災後の保健活動

１．避難所での保健活動

２．仮設役場での保健活動

３．帰村後の保健活動

Ⅲ 震災・避難生活をとおしての振り返り（介護予防を中心に）

Ⅳ 震災を通して感じたこと

Ⅰ.川内村の概況

【教育施設 】

・認定こども園 1箇所
･小学校 1箇所
･中学校 1箇所

【人口】

H29年12月１日現在 2,713人
うち村内生活者 2,197人

･高齢化率 39.7％

【位置】
福島県の浜通り地方
阿武隈高地の中部

【医療機関】
国保診療所 1箇所
（内科・歯科）

震災後: 専門外来
（整形外科・心療内科

・眼科・消化器内科）

【介護施設】
・認知症グループホーム
１箇所

震災後
・ 特別養護老人ホーム

1箇所

【面積】
総面積197ｋ㎡
東西に15.0ｋｍ 南北に13.0ｋｍ
86.2％が山林 ● 福島第一原子力発電所

● 福島第二原子力発電所

川内村の震災後の状況

【帰村宣言】
H24年１月３１日 帰村宣言

３月２６日 役場機能川内村で再開

４月 小中学校・診療所再開

【最後の地区の避難解除】 平成28年6月14日

【避難先の住宅無償提供終了】平成29年3月31日

【避難】
H23年3月16日郡山市へ富岡町
住民と共に集団避難

30km

20km

【二次避難所への移動】

H23年4月１日～

【仮設役場での業務開始】

Ｈ23年4月12日～

【仮設住宅入居開始】

Ｈ23年6月10日～

【避難所閉鎖】

Ｈ２３年８月３１日

福島第一原発から30ｋｍ圏内
震災直後は
警戒区域（20ｋｍ圏内）と避難
準備区域が設定。
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人口の構成比率と避難状況 （平成29年12月1日）

区 分 人 口 年 少 人 口 生産年齢人口 老 年 人 口

0～14
歳

構成比 15～64
歳

構成比 65歳以上 構成比

H23．3.11

H29．12.  1 

人

3,028

2,713

人

265

198

％

8.7

7.3

人

1,732

1,437

％

57.3

53.0

人

1,031

1,078

％

34.0

39.7

郡山市内 179人

いわき市内 156人

田村市内 94人

その他県内 68人
県外避難
（27都道府県）

137人

避難者計 634人

※村内と避難先で二重生活しているため
住基人口数と避難者数は一致しない。

避難先別避難者数

81％が帰村

村内生活者は2,197人

観察室

富岡町役場
仮設庁舎

川内村仮設
庁舎

県内最大の避難所ビッグパレットふくしま

災害対策
本部

救護所

ビッグパレットふくしまの避難状況

スタッフの寝室

コンベンションホール 室内の３分の２が避難者の生活スペース・３分の１が救護所

1Ｆ 通路 トイレの入口まで人があふれていました

食事の配布風景

当初は、菓子パン・おにぎり・
飲み物だけの食事

2Ｆ エントランスロビー1Ｆ 通路

多目的展示ホールＢ
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救護所

問診・バイタルチェック

診 察

事務する机

4月8日 ﾉﾛウィルス発生 19日には終息宣言
嘔吐下痢患者２１２例・嘔吐１３４例・下痢１５０例 重症・死亡例なし

朝晩のスタッフミーティング

支援者スケジュール

多くの方に支えられて

閉所間際の避難所

東日本大震災以後の状況

H23年3月16日 福島第一原発事故により全村避難

（避難所での活動）

H23年4月 仮設役場での業務開始

（仮設住宅等での活動）

H24年3月 役場機能 川内村で再開（小中学校・診療所も）

（村・避難先 ニ地域での保健活動）

徐々に住民が帰村

H28年6月 最後の地区の避難解除

H29年3月 避難先の住宅無償提供終了
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Ⅱ 震災後の保健活動

避難所（1次･2次）

H23年度
避難先

（仮設住宅・借り上げ住宅等）

帰村
H24年度
H25年度

H26年度
～

H28年度

住民の
状況

・当たり前の
生活の喪失

・先の見えない不安

・生きがい・役割の
喪失

・帰還をめぐる葛藤

・新たな環境での
生活の不安定

・帰還をめぐる葛藤

・以前の生活を取り戻
しつつある住民と、取
り戻せない住民の
格差が広がっている

活動にあ
たっての
課 題

･避難先の把握が難しい
・住民対応が十分に出来ない。

・二地域居住で所在が分かりにくい
・潜在的な不安を抱える住民の把握が難しい
・支援や調査等の調整に時間を要し、住民対
応の時間が少なくなってしまう

保健活動

避難所での住民の
安全・安心の確保

心身の健康状態の
把握と不安の軽減

所在・健康状態の確
認と生活安定への支
援(二地域で活動）

落ち着いた生活への
支援・従来の保健活動

①診察の介助・傷病
者の看護･介護

②避難者の把握
③感染症予防
⑤健康教育
⑥二次避難所への

調整

①介護予防事業
②健康不安への
対応

③放射線に対する
健康管理

④母子事業

①放射線に対する
講座・相談会

②介護予防事業
③心のケア事業
④生活習慣病対策

①地域での支え合い
②心のケア事業
③生活習慣病予防
④介護予防事業
⑤放射線対策

①診療介助・受診支援 ・健康調査

②健康相談・健康観察・看護

③要介護者の生活介護・サービス事業者と
の調整等

④健康教育（感染症予防・エコノミークラス
症候群予防・生活不活発病予防）

⑤支援者・関係機関との連絡調整

⑥環境整備

⑦村民に対する対応 居場所確認や声掛
け・他の避難所の避難者の状況確認

1.避難所での保健活動…避難者の安心・安全の提供

・劣悪な環境
狭い居住空間
プライバシーが保てない

・食の問題
糖質中心の食事
疾患や年齢を考慮できない

・介護の問題
介護サービスの中断
福祉用具の不足
心身機能の低下

・療養の問題
治療の中断･症状の悪化

・心の問題
先の見えない不安
生きがいの喪失

避難者の課題

①環境の変化や先の見えない
不安・放射線に対する不安か
ら、不眠や気分の落ち込み・
生きがいの喪失

②生活活動量の低下から、生
活習慣病の悪化・生活機能の
低下

③家族形態の崩壊・コミュニ
ティの喪失

④自立へ向けての意識の低下

仮設住宅等への移行の課題

①仮設住宅入居者の健康調査
・健康支援

②介護予防事業

③健康診査・予防接種等の調整

④避難者の健康調査・在村者の
健康状態把握と医療状況の確認

⑤住民・職員の心のケア

⑥関係者・支援者との調整・打合せ

⑦放射線に関する健康管理

避難所から仮設住宅入居への支援
仮設住宅入居後の支援

２ 仮設役場での保健活動
新たな環境での生活・コミュニティ作りー生活の安定への支援・自立支援

様々な不安があっても、
人との触れ合いで
元気になれる！！

集会所での介護予防事業
多くのボランティアの方

に元気をいただきました

2.仮設役場での保健活動 －介護予防事業

このままだと、川内に戻った時に
畑仕事できなくなってしまう

① 各地区での介護予防事業

転倒予防教室
（郡山市作業療法士会）

介護予防講演会

高齢者交流会

住民交流会

地域でサロン

３ 帰村後の保健活動 － 二地域での保健活動
② 地区組織の新たな立ち上げ

健康サポーター・各種団体を巻き込んだ地域支えあい体制の構築

いきいき高齢者なり隊
増やし隊
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③ 避難先での介護予防事業の継続 平成29年度

震災から7年、8割の方が帰村したけれど…

心の健康
(住民・行政職員）

高齢者
家族関係の希薄化
軽度認定者の増

子育て世代の点在化
（自主避難）

放射線不安
二極化

生活習慣病の増加･
悪化

Ⅲ.震災後、避難所生活を通しての振り返り（介護予防を中心に）

・先の見えない不安・避難生活による

ストレス・意欲の低下

・生活スペースが狭く、活動量の低下

・生活機能の著しい低下・

エコノミー症候群リスクの高い人の増

・駐車場の車内で生活する方の存在

・介護サービスの中断

・避難所での生活が難しいための

施設入所希望者の増

避難者の現状
-最大で2,500人が避難

 指揮系統が決まっておらず、窓口がいく
つもあり、統制・調整がとれない

 行政機能の麻痺・専門職の役割が活か
せない

 避難者の状況把握ができていない

 スタッフ不足・意識の差により、生活不
活発病への対応ができなかった。

 支援活動の重複や偏りや支援後の情報還
元がなく 行政・避難者にとっても負担増

（誰のための何のための支援？？）

 職員の疲弊

避難所の現状-医療ボランティアと共に医療
救護班として救護所のたちあげ

 健康運動指導士による運動

 近くの医療機関や介護事業所で
の入浴サービス時のデイケア

 ボランテｨアによるレクレーション
や集団での体操

 館内でのラジオ体操

 他県医療チームPT・県のPT会で
アセスメント・ハイリスク者への個
別対応

 二次避難所に社協職員が出向き
体操・レクレーションを実施

 窓口の一本化…コーディネーター
の存在（支援のすり合わせ・見極め）

 支援者との連携と役割分担

（情報の共有）

 計画的・長期的な関わり

（最終終目標は、自立支援）

避難所の支援者と支援内容
避難所には多くの支援者が…

効果的な支援を受けるためには

H23年3月 4月 5月 6月 7月 8月 … H24年4月 H25年4月

健康運動指
導士有志

理学療法士会

作業療法士会 作業療法士会

福島県仮設住宅等における生活機能支援事業による
相談支援専門職チーム

ボランティア

救護所・仮設住宅での活動団体

 健康運動指導士の有志…避難所をラウンドし、生活不活発病予防の啓発と運動

 福島県理学療法士会…アンケートによるハイリスク者把握・環境調整・運動（個別指導を中心に）

 福島県作業療法士会…作業活動を通じた作業を通した交流・楽しみ・集団を対象とした介護予防事業

 福島県相談支援専門職チーム（6団体）…介護保険サービス支援・仮設住宅入居者実態調査・つなぎ

 個人や団体等把握できない方が多数…

避難所

仮設住宅

川内村

活
動
団
体

避
難
先

支援者として活動された方へのインタビューから

 経験がないため、介入時期や介入方法に戸惑い

 会として参加：災害対策本部を設置

 自らも被災・業務もあり、介入できない歯がゆさがあった

 団体により活動までの時間差はあるが、懸命に何かをしたいという思いは同じ

 何かやりたいが、何ができるか？

 専門職の強みをいかせれば…

 機能の低下は予想される。地元の強みで、継続支援をしたい

 病院と違い情報がない中での活動への不安

 医療・保健・福祉との連携・情報の共有がスムーズでなかった

 自分の思いと支援を受ける側にズレ

 支援者間の情報共有がなく、相手にとっても負担が大きい

 有事へ対策がなされていなかった（専門職としての役割・県内での保健・医療・福祉のネッ
トワークシステムの構築等）

 支援の受けいれ体制が十分でなかった

活動に至った経緯や立場

活動前：支援に対する思い

活動しての思い
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 各職種･各団体の活動や有事の際の窓口等の周知

 日頃からの他職種とのネットワークの構築

 有事にすぐに動きだせる体制の構築

 有事に備えた訓練

 コーディネーターの存在

 情報の一元化・共有化･継承化

 支援の目標･ゴールの共有

 受け手のニーズにあわせた支援＋専門職の視点からの支援

 支援者支援

災害時に専門職として、効果的な活動をするに必要なこと
今後、震災が起きた時のために必要なことは

災害時にリハビリ専門職に期待すること

 リハビリ専門職（ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ）であり、ｼﾞｪﾈﾗﾘｽﾄとしての対応

平
時

発
災
後

 行政の弱さ・甘さ-縦割り行政の弊害を再認識

 人とのつながりの大切さ

 専門職であることの強み

 支援とは？－様々な角度から体感

理解してくれる人の存在が力になり、頑張れることを経験

Ⅳ.震災を通して感じたこと

震災で得た
もの

震災で失
ったもの

震災を通して感じたこと

震災から7年。まだまだ越えなくてはならないハードルがたくさんありますが、川内村は

少しずつ元の生活を取戻してきています。

人とつながりながら “いくつになっても役割があり” “居場所があり” “生きがいを

持って生活できる” 生涯元気に暮らせる村づくりをしていくことが、皆様に対する恩返

しではないかと思っております。 東日本大震災が風化しないように、皆様の心にとど

めていただき、私たちと同じ経験を繰り返すことのないよう 今後とも、皆様方のご支援

とご協力をお願いいたします。

ご清聴ありがとうございました。

当たり前の生活ができる幸せ・心が動けば体も元気に！！
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平成29年度 地域保健総合推進事業 報告集会・研修会

災害時リハ支援対応に向けた

理学療法士・作業療法士の役割調査

災害時リハ支援対応に向けた

理学療法士・作業療法士の役割調査

協力事業者 渡邉忠義
（日本作業療法士協会）

2018.2.9 フクラシア東京ステーション

災害時リハビリテーション支援対応に向けた課題と役割
～平時からの保健所･保健師等との体制づくり～

災害時リハ支援対応に向けた理学療法士・作業療法士の役割調査

1．調査概要

（目的）
◆ (一財)日本公衆衛生協会「平成29年度地域保健総合推進事業」として、(公社)日本理学療法士協会及び、(一社)日本

作業療法士協会が分担事業者となり、災害時対応における理学療法士・作業療法士の活動実態と役割を把握すること
を目的として実施。

（対象）
◆2011年以降の大規模災害等によって避難者（被災者）支援を継続的に行う必要があった保健所、市町村等（以下、

当該被災行政）を対象。回答は当該被災行政の統括保健師等もしくは被災者支援状況を知る方に依頼。 ※直近1年以
内に発生した地域を除く。

（期間・方法）
◆平成29年10月16日～10月28日。
◆郵送配布回収、自記式調査票調査。

（解析・報告）
◆単純集計およびクロス集計。
◆事業報告書を作成。報告集会ならびに関連学会等で発表。日本理学療法士協会および日本作業療法士協会HPで公表。

2．保健所への調査内容
【A 基本情報】
◆ 保健所名等、 理学療法士・作業療法士の配置状況、記載者職種を回答

【Ｂ 災害時の保健所内対策本部における対応】
◆各質問の「対応の必要性」「対応の有無」「今回の実施者」「今後、希望する実施者」を回答
◆質問項目（11項目）

避難所等におけ
るリハビリテー
ションニーズ
の把握

リハビリ専門職
団体との連絡・
相談窓口

リハビリ専門職
によるボラン
ティア（個人）
の受入れ窓口

リハビリ専門職
によるボラン
ティア（個人）
の組織化（チー
ム編成）

避難所等へのリ
ハビリ専門職の
派遣調整

派遣したリハビ
リ専門職との連
絡・調整

避難所からの
ニーズへの対策
検討（優先順位
の決定,関連団体
との調整）

リハビリ専門職
団体を含む関連
団体間の情報共
有

都道府県の保健
医療調整本部に
おける会議への
参加（ﾘﾊﾆｰｽﾞ・
活動の報告）

派遣したリハビ
リ専門職の安全
保障（ボラン
ティア保険の加
入手続きな
ど））

派遣したリハビ
リ専門職の身分
保障（出務依頼
などの文書発
行）

実施者選択肢 リハビリ専門職 保健師・看護師 行政事務職 公的職員（警察・消防・自衛隊等） その他

【Ｃ 災害を想定した平時の対応】
◆各質問の「対応の必要性」「対応の有無」「今回の実施者」「今後、希望する実施者」を回答
◆質問項目（12項目）

避難所等の環境・物品の把
握（障害者や高齢者の生活
を考慮して）

リハビリ専門職団体の連
絡・相談窓口

リハビリ専門職団体を含む
関連団体間の情報共有
（ネットワーク作り）

災害を想定した対応マニュ
アルの作成（リハビリ専門
職の役割など）

リハビリ専門職に対する研
修事業（避難所等における
現場実務について）

リハビリ専門職に対する研
修事業（対策本部等におけ
るマネジメントについて）

リハビリ専門職によるボラ
ンティアの組織化（登録リ
ストの管理など）

関連団体・組織との関係作
り（病院,介護・福祉ｻｰﾋﾞｽ,
社協 など）

市町村職員に対する災害リ
ハに関する研修事業

地域住⺠に向けた災害リハ
に関する啓発活動

災害時にも活用できる地域
のコミュニティづくりの支
援

災害を想定した訓練の実施
（関連団体や地域住⺠との
避難訓練など）

【D 災害対応を考慮した専門職の必要性】
◆平時、災害時行政組織に必要な専門職、災害時に外部支援を受けたい専門職を回答（３項目）

◆自由意見

専門職選択肢 医師 保健師・看護師 精神保健福祉士 管理栄養士 リハビリ専門職 その他

3．市町村への調査内容
【A 基本情報】
◆ 市町村名等、 理学療法士・作業療法士の配置状況、記載者職種を回答

【Ｂ 避難所環境等（集団）への対応】
◆各質問の「対応の必要性」「対応の有無」「今回の実施者」「今後、希望する実施者」を回答
◆質問項目（11項目）

「避難所アセス
メントシート」
の作成

有病者や要援護
者の把握

アセスメントに
もとづく環境整
備の提案

立ち座りに必要
な用具や環境の
工夫（椅子,机,台,
手すり,備品配置
など）

避難所内の移動
環境の工夫（手
すり,段差解消,移
動導線など）

避難所周辺にお
ける移動環境の
確認とリスクの
周知

食事環境の調整
（授乳室など乳
幼児への対応）

更衣ができる環
境の調整

トイレ設備・環
境の確認や調整
（排泄場所,手す
り,ストマ対応な
ど）

入浴設備の確認
や用具の手配
（手すり,ｼｬﾜｰ椅
子,滑り止めﾏｯﾄ
など）

本部の情報交換
会への出席（避
難所や地域の医
療状況の報告）

実施者選択肢 リハビリ専門職 保健師・看護師 行政事務職 公的職員（警察・消防・自衛隊等） その他

【Ｃ 避難所における避難者（個人）への対応】
◆各質問の「対応の必要性」「対応の有無」「今回の実施者」「今後、希望する実施者」を回答
◆質問項目（15項目）

意思疎通能力の評
価・助言（認知機能
を含む）

立ち座り・移動能力
の評価・助言

歩行補助用具の活用
や調整（靴、杖、車
椅子、補装具など）

褥瘡防止のための評
価・助言（ウレタン
マット貸与や廃棄方
法の伝達）

摂食・嚥下状態や食
事時の座り方の評
価・助言

食事道具の工夫や調
整

容易に着脱できる衣
服の工夫や調整

感染予防への道具・
材料の紹介や整容や
保清の方法の評価・
助言

排泄状況の評価・助
言

トイレ内動作（立ち
座り、方向転換）の
評価・助言）

入浴動作（浴室内移
動、洗身）の評価・
助言

深部静脈血栓症予防
のための啓発・指導
（弾性ｽﾄｯｷﾝｸﾞ配布
等）

生活不活発病予防の
啓発・指導

被災者の運動指導や
生活指導等の個別支
援

避難所生活の適応が
難しい方の相談・対
応（福祉避難所への
相談など）
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【Ｄ 仮設住宅等における避難者への対応】
◆仮設住宅設置の有無を回答
◆各質問の「対応の必要性」「対応の有無」「今回の実施者」「今後、希望する実施者」を回答
◆質問項目（10項目）

高齢者の状況に応じ
た仮設住宅の初期改
修に向けた支援・提
案

障害者の状況に応じ
た仮設住宅の初期改
修に向けた支援・提
案

仮設住宅の入居者把
握（年齢,性別,出身
地,世帯構成など）

入居者の心身状況の
把握（必要に応じ専
門職や専門医に繋
ぐ）

仮設住宅等の環境調
整（屋内動線,トイレ,
浴室,台所など）

日常生活の中で活動
性を上げる指導（買
い物,調理,掃除など
の促し）

個別相談（メンタル
ケア,生活指導,福祉
用具対応）

コミュニティづくり
の支援（集会場の確
保,人材育成など）

自主グループの育成
（自治会との協力,住
⺠の役割づくりな
ど）

関連団体との連携・
調整（病院,介護・福
祉ｻｰﾋﾞｽ,行政・社協
など）

【Ｅ 災害時および平時における専門職能との連携】
◆平時、災害時行政組織に必要な専門職、災害時に外部支援を受けたい専門職を回答（３項目）

◆自由意見

専門職選択肢 医師 保健師・看護師 精神保健福祉士 管理栄養士 リハビリ専門職 その他

4．保健所調査結果① ※回収率41.8%（回収23ヶ所/配布55ヶ所）

○リハ専門職の派遣調整や専
門職団体との連絡・相談窓口、
および調整本部等の会議への
参加に関するニーズが多いこ
とが明らかとなった。

リハ専門職に求められること
＜ニーズと実施の開き＞

＜45.0＞

＜35.7＞

＜44.5＞

＜83.3＞

 リハビリ専門職団体が近県からのリハビリ支援の窓口となり、継続的な支援があった。

 リハビリ専門職が少ない中、平時からの対応については難しいところはあるが、事前に緊急時や災

害対応への申しあわせがあると動きやすい。

 災害が長期化した場合、あるいは福祉避難所では早期からリハビリのニーズはある。災害の規模に

より、その必要性は異なる。

 要援護避難者は福祉避難所で対応できるが、仮設住宅また復興住宅を建設する際にはリハビリ専門

職がかかわる必要がある。

 保健所にはリハビリ専門職はいないが、平時からリハ関連団体との連携が構築されていたため、円

滑な支援につながり災害対応を行うことができた。よって日頃からの連携、協働が大切である。

 保健所にはリハビリ専門職の配置がないが、主に難病患者支援の事業においてリハビリテーション

広域支援センターや他保健所に配置されているリハビリ専門職の方々に協力を要請している。

4．保健所調査結果②（自由意見抜粋／キーワード「リハビリ」で検索）

〇リハ専門職への直接的な支
援のニーズが多く、実施状況
をみると実施状況の割合は低
いことが明らかとなった。

5．市町村調査結果① ※回収率38.2%（回収39ヶ所/配布102ヶ所）

リハ専門職に求められること
＜ニーズと実施の開き＞

＜27.0＞

＜44.0＞

＜28.6＞

＜30.3＞

＜31.3＞

＜28.6＞

 リハビリ専門職とは、災害に限らず協働。
 介入初期に派遣されるリハビリスタッフと行政、保健師看護師チーム、災害医療チームをつなぐ
役割をどのような職種が担っていくのかが課題。

 リハビリ専門職の助言があれば、より安全・快適に避難所で過ごせるかもしれないが、元々いな
いのでリハビリ専門職の役割についてイメージが湧かない。

 早い時期から避難者へ集団リハビリ等を期待。
 リハビリ専門職の巡回で福祉避難所に段ボールベット、マット設置の助言が奏効した。立ちあが
り、移動が楽になり寝たきり予防につながった。

 リハビリ専門職は、避難所や狭い仮設住宅での生活において、被災者の生活不活性発症や障害の
予防、住環境の改善、福祉用具の調整等、避難生活上の工夫や筋力低下やひざの痛み、ADLなど
個別アセスメントによる指導など、被災者に有効。

 リハビリ専門職は個別アセスメントから身体機能悪化予防、個別の機能回復のかかわり、集団訓
練等を通してコミュニティ支援や心のケアにもつなげることができる。

 リハビリ専門職の役割は急性期が過ぎて症状や治療方針が落ち着いてからが役割。

 避難生活が⻑期になれば、リハビリ職等との連携が必要。
 日ごろから地元のリハビリ協議会等とのつながりを通じて顔の見える関係づくりが大切。
 普段の業務の中で、リハビリ専門職と協働したり連携する仕組みがあれば、災害時においてもお
互いに協力しあい、より効率的な支援ができる。

 直営の包括支援センターや町立医療機関のリハビリ専門職との連携は必要不可欠。
 リハビリ専門職の視点を取り入れた避難所運営等の検討が必要。

5．市町村調査結果②（自由意見抜粋／キーワード「リハビリ」で検索）

連携

実践

配置

6．保健所・市町村調査結果（リハ専門職の必要性）

○ 災害時の支援体制構築に向けて、リハ専門職が求められている。
○ 行政機関への平時からのリハ専門職の配置を必要と半数以上が感じている。

【平成27年度地域保健総合推進事業分担事業調査】
「⾃治体等に所属している理学療法⼠、作業療法⼠の地域保健活動の推進と実態把握に関する調査研究」
理学療法⼠、作業療法⼠が配置されている市町村数（割合）︓304か所（32.5％） ※回答市町村数936か所

平時から行政組織にリハ専門職が必要と回答した割合災害時において外部からリハ専門職の支援が必要と回答した割合
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7．まとめ

１）受援体制の構築

保健師・看護師が現地のアセスメントや避難所全体の調整を行い、リハ専門職が、リハ
ニーズの把握や、外部のリハ専門職の窓口の役割を分担し、連携することが望ましい。その
ためには、平時から連携・調整できる窓口としてリハ専門職の配置が行政組織に求められる。

２）平時からの連携

平時からの顔が見える関係を構築し、災害を想定した合同訓練や研修会の企画、運営、そ
して何よりも広く地域リハビリテーションを具現化していくことが重要である。
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災害時のリハビリテーション専門職との連携
～平時からの保健所・保健師との体制づくり～

2018.02.09.

平成29年度 地域保健総合推進事業 報告集会・研修会

国立保健医療科学院 健康危機管理研究部

上席主任研究官

奥田 博子

災害時の特性

• 発生により、広域の人々の生命と生活を短時間に破壊し、対策に非常な努力
と、急な対策を講じる必要性が生じる

• 保健，医療，福祉ニーズの需給バランスの不均衡が生じる

• 情報収集、情報活用や，絶対的資源不足（人，物，予算）による対応の困難
性が高く、外部の支援など様々なシステムが協働して対策に取り組む必要性
が生じる

災害時の特性と保健師

保健師とは

・保健師は公衆衛生看護学を基盤とし、ヘルスプロモーションの理念に基づいて、
住民及び地域を継続的かつ多面的に捉えるとともに、住民の生活と健康との関
連を考察し、予防活動も含めた地域保健活動を展開することを求められる職種
である。 出典：平成24年度地域保健総合推進事業.地域における保健師の保健活動に関する検討会報告書．2013. 

・当事者が自らの健康課題を解決するプロセスへの援助を核とし、地域を基盤に
健康課題をとらえ、予防につながる組織的な取り組みを担い、公的責任を試行
する公衆衛生看護専門職である。 出典：日本看護協会出版会．新版保健師業務要覧第3版．日本看護協会．2013.
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保健所と市町村（保健センター）

保健所 市町村（保健センター）

設置主体 都道府県，政令市（政令指定都市，中
核市，その他政令で定める市），特別区

市町村

公的機関と
しての特性

地域保健に関する幅広い所掌事務,
許認可権限等を有する行政機関

地域住民に総合的な保健サービ
ス等を提供するための公的施設

所長の資
格要件

原則医師

（公衆衛生医の確保が著しく困難な場
合に限って同等の知識を有する者でも
可）

資格要件なし

地域保健
に従事する
専門職

医師，歯科医師，獣医師，保健師，薬
剤師,（管理）栄養士，臨床検査技師，理

学療法士，作業療法士，言語聴覚士，
診療放射線技師，歯科衛生士など

保健師，（管理）栄養士など

主な実施
業務

広域的・技術的・専門的な所掌事務（地
域保健法第６条），地域保健に関する調
査研究や情報管理（同法第7条），市町

村への技術支援や職員研修等（同第８
条）

母子保健事業、健康増進事業、
予防接種等の地域住民に密着し
た総合的な対人保健サービス
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急性期

災害対策法制は、災害の予防、発災後の応急期の対応及び災害からの復旧・復興の各ステージを網羅的に
カバーする 「災害対策基本法」を中心に、各ステージにおいて、災害類型に応じて各々の個別法によって対応
する。「災害救助法」は、発災後の応急期における応急救助に対応する主要な法律。

防 災 応急救助 復旧・復興

災害救助法
被災者生活再建支援法
災害弔慰金法 など

災害対策基本法

市町村 （基礎自治体） 都道府県

救助法を適用しない場合 救助の実施主体（基本法５条）
救助の後方支援、総合調整

（基本法４条）

救助法を
適用した場
合

救助の実施 都道府県の補助（救助法１３条２項） 救助の実施主体（救助法２条）

事務委任
事務委任を受けた救助の実施主体

（救助法１３条１項）
救助事務の一部を市町村に委任可

（救助法１３条１項）

費用負担 費用負担なし（救助法２１条）
かかった費用の最大１００分の５０
（残りは国が負担）（救助法２１条）

参考：内閣府防災 災害救助法についてＨ27.5 http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/h27kaigi/siryo1-3.pdf 2018.01accessed

災害対策基本法と災害救助法

平常時 復旧，復興期
災
害
発
生

災
害
発
生

＜災害救助法の適応＞

防災計画と災対本部

防災基本計画
国の災害対策本部

地域防災計画
都道府県災害対策本部

地域災害対策支部

市町村防災計画
市町村災害対策本部

自治体災害対策本部組織（例）

本部長
（知事）（市長）

副本部長
副知事（助役）
警察本部長

統合調整室長
知事部局各部長
企業局長
病院局長
教育長
自衛隊連絡幹部
海上保安部職員
広報班長

被災者救援部

支援物資部

福祉保健医療部

通信・輸送部

社会基盤対策部

治安対策部

避難所対策班

ボランティア調整班

廃棄物対策班

支援物資班

食糧班

医療活動支援班

福祉保健衛生班

通信班

輸送・調整班

公共・土木施設班

応急住宅対策班

警備班

交通班

本
部
会
議

都道府県，政令都市等
保健所

市町村
保健センター
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本部長（知事）

保健医療部門の長 保健医療調整本部

県災対本部

保健衛生部門 医療部門

トップ（保健所長等）

保健所危機管理組織

保健衛生部門 医療部門

本部長

地域災害医療対策会議

支部長

災害医療Co DMAT
調整本部

災害医療Co
DMAT

活動拠点本部
SCU本部

DMAT
現場活動指揮所
病院支援指揮所

保健医療活動チーム派遣調整，情報の連携，整理及び分析等の保健医療活動総合調整

・構成員：医務主管課，保健衛生主管課，薬務主管課，精神保健主管課等の関係各課お
よび保健所職員，災害医療コーディネーター等
・連絡窓口設置：保健所，DMAT，JMAT，日赤救護班、国立病院機構医療班，歯科医師チ
ーム，DPATその他関係機関との連絡や情報連携の必要に応じ担当者を配置

連携

・郡市医師会、歯科医師会、薬剤師会、
看護協会等の医療関係団体

・DMAT以降の様々な医療支援チーム
・警察、消防その他医療以外の関係団体

保健医療部門の長

市町村危機管理組織

保健衛生部門 医療部門

地元残存
医療資源

外部支援
医療資源

本部・支部長による外部支援資
源も含めた医療資源の統合指揮
調整を補佐（包括的な指示）

・多様な医療組織団体

・保健所への派遣調整 等

県庁

©Hiroko Okuda/NIPH 2018.

災害時 保健医療活動チーム等 統合指揮調整の場
行政内部の統合指揮
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災害時保健医療ニーズと活動の経時変化

発災 ３日 １週 ２週 １か月

避難住民等の健康支援（感染症，DVT，生活不活発病等 二次的健康被害予防）

（健康管理＋保健予防＋生活環境衛生対策）

慢性疾患等の治療継続 → 通常の保険診療への移行

こころのケアに関する予防対策とケア

要援護者等在宅被災者への健康支援

３か月

ＤＭＡＴ，日赤等
医療チーム

心のケア（DPAT)，リハビリ（JRAT），栄養指導(JDA-DAT)等

被災地地域のニーズアセスメントと活動方針の決定，対策推進，関係者調整

被災地域住民の健康管理，保健指導等（保健師チーム，災害支援ナース（JNA）等）

診療再開への支援

外部支援者等
引き継ぎ

被災地の保健所・市町村
地域在宅関連サービス

地域の医療機関救急対応，避難所等の巡回診療 支援 引き継ぎ

避難所の再編

応急仮設住宅入居

透析等

救命救急
外傷治療

通常業務再開

直後（急性期） 数日（亜急性期） 避難所など（中期）

事例 東日本大震災 多職種連携による保健活動 例

集計情報の還元・技術支援

地域内
医療機関

仮設住宅（長期）

情報共有・調整

ＤＭＡＴ

国立病院機構
日本赤十字社
ＮＣＧＭ
ＰＣＡＴ
日本医師会等

避難所環境衛生問題対策

ペストコントロール協会、害虫駆除専門業者、薬剤師会等

医療体制調整
災害医療コーディネーター

（日赤病院Ｄｒ.）

初期救命・救護・救出 治療継続 健康管理と疾病予防

福祉機関

地域外
医療機関

ＮＰＯ

自衛隊

被災による生命・健康危機 避難生活などによる二次的健康被害 長期的な生活適応、再建

管内の医療保健活動の調整・体制整備

その他関係
機関・団体

小児科医派遣による
平時業務（乳健）再開

DMAT被災後

の医療活動
支援

市災害活動検証、
復興計画への参画

日赤アセスメントシート活用による避難支援活動
日赤医療活動体制に応じた地区（避難所）担当活動

5月～避難所対策運営委員会議開催（運営対策室主催）

避難所全体の運営方針共有化による問題の軽減
福祉避難所開設

介護ヘルパー応援

避難所リーダーと市保健師の連携
管理者（教頭）、役場職員など

こころのケア3大学協働チーム（T大：小児・思春期⇔教育委員会、TI大：仮設、N大：職域）

日本精神保健福祉協会（ＰＳＷ協会）臨床心理士2名の継続支援

救
急
・
医
療

救
急
・
医
療

地元病院
開業医、診療所
市町村医師会等

市の保健衛生活動における復興対策のための協力に関する協定市の保健衛生活動における復興対策のための協力に関する協定
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事例 東日本大震災（岩手県陸前高田市） エリア担当制による協働体制

全体
調整・総括

外部支援がもたらすメリット，デメリット

メリット
・人員,人材確保
（マンパワー）

・助言
（専門性）

デメリット
・受入れ，環境作り等調整に
係る業務量の増大
（時間，エネルギーのロス）

・異なる見解，指揮命令系統
の拡散等による混乱

・課題解決の促進
・バックアップ
・復興促進
・職員心身負担の軽減 ・現地主導から支援主導

・自立復興の妨げ（遅れ）

受援被害受援被害
©Hiroko Okuda/NIPH 2018.

外部支援の目的と原則

 支援目的
被災後に生じた健康課題を収束化し、可能な限り早期に被災地
職員や地域の医療・保健・福祉資源などへ引き継ぐことをめざす

 支援の原則
・情報は事前に把握しフェーズやニーズに応じた支援を行う
・被災地の要請を前提とした支援活動である。
・被災地職員の意思決定を支える支援に徹する

（方針の決定権限は被災地にある）
・被災地自治体の活動終息へ向けた一時的支援である

（地域の社会資源，既存のサービスなどへつなぐ支援）
・被災地域や住民の自立に向けた側面的支援である

©Hiroko Okuda/NIPH 2018.

本部

DH

災害時協働支援のため自治体専門職に期待される役割

都道府県災害対策本部

保健係長（統括）

保健所

保健課長

栄養士

衛生課長

獣医師 薬剤師
環境衛生
監視員PSW

関連職能団体，組織，機関等とのマネジメント機能

本部長：保健所長

事務職保健師

衛生係長

リハ職
食品衛生
監視員

総務課長

医師

保健医療調整本部

・地域災害医療コーディネーター
・他都市等自治体応援職員

（リハ職など）
・関連諸団体，組織（JRATなど）
・ボランティア など

・リハビリテーション病院
・地域（広域）リハ支援センター
・医療，保健，介護福祉関連施設
・救急、警察

など

【地域関係機関】【災害時支援者（組織）】

－ 144 －



災害時 行政リハ専門職に期待される役割と協働支援

JRAT
リハ専門職関連団体

（所属）医療機関
医療支援チーム

NPO法人
ボランティア

（リハ専門職）

リーダーシップ，コーディネーター

コーディネーター，プレイングマネージャー

プレイヤー

被災地自治体

•情報集約，アセスメント，発信
•方針決定，指揮命令 （統括）
•事業化，施策化
•予算化
•人員・人材確保と適性配置

•情報収集，分析，モニタリング
•支援方針等決定
•マネジメント，コーディネイト

関係機関，組織，支援者間等

・リハビリ支援活動
 早期機能回復の促進
 機能低下の防止

（相談，教育，予防啓発等）
・地域づくり支援活動

都道府県 本庁
（リハ専門職or

公衆衛生専門職）

県 保健所
（リハ専門職or

公衆衛生専門職）

被災市町村，保健センター
（リハ専門職or

公衆衛生専門職）
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他職種間連携による健康課題解決としくみづくり

ファーストコンタク
ト支援者役割

高度専門性を発揮できる
専門職に求められる技術・能力

解決策の実行

ニーズキャッチ
ニーズ，
課題の
明確化

解決手段の検討
判断，提案

解決策（計画）の
実施と評価

主訴，
観察，

予測（状況）判断

緊急性，
優先性
判断

解決策（計画）立案

（主な専門機関・職
種，協働支援など）

協働支援者への技
術移転

モニタリング，
評価

ポピュレーションアプローチポピュレーションアプローチハイリスクアプローチハイリスクアプローチアウトリーチアウトリーチ
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リハ ニーズ
トリアージ

リハ ニーズ
トリアージ

生活環境整備を含む予防的リハ
（二次的健康障がい予防等）

被災により喪失したリハ支援
等

効果的な多職種連携 平常時の取り組み

• 地区概要（医療機関・福祉施設も含めた施設情報や公共施設、
地区組織等）の把握と情報共有

• 支援従事者（組織）の依頼及び派遣終了要件の検討と共有

• 関係機関、支援団体の把握と役割の明確化

• 関係機関、支援団体等との関係性の構築（強化）

• 指示，命令系統と災害時の役割の明確化

• 情報伝達、管理等の体制の確立と共有

• 災害時要援護者等の支援体制の検討と共有

• 自律的な専門職としての人材育成

• 災害支援に関する教育・訓練
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円滑なコミュニケーション
相互理解を基盤とした良好な関係性の構築

円滑なコミュニケーション
相互理解を基盤とした良好な関係性の構築

被災地域の住民が健やかで自律した生活に戻るため
被災の影響による健康課題，ニーズを把握し

地域づくりによる課題解決のしくみづくり，政策へとつなぐ活動

連携

通所

通いの場関連会議等

災害支援活動と地域包括ケアシステム

地域包括支援センター保健センター

地域ケア会議等

地域災害医療対策会議

在宅
避難所

仮設住宅,復興住宅集会所等

地域憩いの場，NPO活動等

福祉避難所

車中，テント泊

訪問

©Hiroko Okuda/NIPH 2018.

通所施設等
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平成29年度地域保健総合推進事業20180209

(公社)熊本県理学療法⼠協会 勝久病院 理学療法⼠ 佐藤 亮

ー 平時からの保健所・保健師等との体制づくり ー
災害時リハビリテーション⽀援対応に向けた課題と役割 ① 熊本地震における保健師とJRATとの連携

② ⾃治体保健師と熊本県復興リハビリテーションセンター
③ 次の災害に備える

TODAYʼs CONTENTs

JRATの発⾜
東⽇本⼤震災（2011年3⽉11⽇）では、発災後の避難所での⽣
活不活発による運動機能の低下等の問題に対処するために、復旧期
にあたる2011年4⽉18⽇に「東⽇本⼤震災リハビリテーション⽀援関
連10団体」が結成された。2013年、新たな⼤規模災害に備え「⼤規
模災害リハビリテーション⽀援関連団体協議会(JRAT)」と名称変更
し、⽇本義肢装具⼠協会等の新規加盟、厚⽣労働省医政局災害
対策室DMAT事務局(国⽴病院機構災害医療センター)からのアドバ

イザー参加など、全国規模の体制づくりを図ることとなった。
⼤規模災害リハビリテーション⽀援関連団体協議会HP

熊本地震におけるJRAT活動報告
⽇
本
リ
ハ
医
学
会

⽇
本
理
学
療
法
⼠
協
会

⽇
本
作
業
療
法
⼠
協
会

⽇
本
⾔
語
聴
覚
⼠
協
会

⽇
本
リ
ハ
病
院･

施
設
協
会

全
国
地
域
リ
ハ
⽀
援
事
業
連
絡
協
議
会

全
国
地
域
リ
ハ
研
究
会

回
復
期
リ
ハ
病
棟
協
会

全
国
デ
イ･

ケ
ア
協
会

⽇
本
訪
問
リ
ハ
協
会

⽇
本
介
護
⽀
援
専
⾨
員
協
会

⽇
本
義
肢
装
具
協
会

⽇
本
義
肢
装
具
学
会

⽇
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
␗
シ
⑄
ン
⼯
学
協
会

⼤規模災害リハビリテーション⽀援関連団体協議会

Japan Rehabilitation Assistance Team

各種情報の収集と提供
リハ・ニーズの提供

派遣リハ・チームの募集
各種情報の収集と提供
リハ・ニーズの収集と提供

各種情報の提供
リハ・ニーズの提供

PT・OT・ST派遣募集

各種情報
の提供
リハ・ニーズ
の提供
医師派遣
募集

⼤規模災害リハビリテーション⽀援関連団体協議会HP

地域リハビリテーションとは、障害のある⼦供や成⼈・⾼齢者
とその家族が、住み慣れたところで、⼀⽣安全に、いきいきと
した⽣活ができるよう、保健・医療・福祉・介護及び地域住
⺠を含め⽣活にかかわるあらゆる⼈々や機関・組織がリハビ
リテーションの⽴場から協⼒し合って⾏う活動のすべてを⾔う。

⽇本リハビリテーション病院･施設協会,2016

地域リハビリテーションの定義

健康状態
(変調または病気)

病気・けが・妊娠・⾼齢など

活 動
(個⼈レベル)

歩⾏・家事・仕事などの
⽣活⾏為

⼼⾝機能
(⽣命レベル)

⼼と体の働き・体の部分

参加
(社会レベル)

仕事・家庭内役割
地域社会参加

個⼈因⼦
年齢・性別・ライフスタイル

価値観など

災害とICF(国際機能⽣活分類)

⽣活機能全体の低下
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『⼤規模災害リハビリテーション対応マニュアル』より

発災直後からの状況変化と⽀援チーム

■各避難所で活動するときは保健師から情報を聴取して活動する。

■連⽇のリハ的介⼊がないと廃⽤の進⾏が⾷い⽌められないような被災者に関し
ては避難所担当保健師(保健所)、担当災害医療本部を通して、しかるべき
搬送先を探してもらい避難所からの移動を提⾔する。

■DMATと連携して避難所のいる被災者に弾性ストッキングを推奨・配布してい
る。保健所でチェックリスト・パンフレット、弾性ストッキングの⼀式を受け取り、
チェックリストを活⽤し、使⽤法を説明し配布する。チェックリストは⼀式を受け
取った保健所に返却する。なくなった場合は保健所で補充する。

■福祉⽤具は必要性が確認され、保健師、保健所等で対応することが困難な
場合、JRATに対応を求められれば、調整本部に連絡する。

⽀援チームへのオリエンテーション(抜粋)

厚⽣労働省 資料

地域リハビリテーション活動⽀援事業の概要

JRAT益城隊

□ 避難所、仮設住宅等の環境整備
□ DVT、⽣活不活発病の予防など個別介⼊

益城町
保健福祉
センター

（はぴねす）
保健師

益城町役場隊
益城町における

避難所･仮設住宅の
情報収集と益城隊への連絡調整

避難所
保健師

避難所対策班
保健医療福祉班
DMAT JMAT
PCAT 内閣府
熊本県

益城町
役場

避難所
災害⽀援

ナース

避難所
管理者

他⽀援団体
避難者

益城町役場隊の役割り

5⽉4⽇ 5⽉23⽇ 6⽉1⽇

仮設住宅
⼀次募集

仮設住宅
抽選結果発表

データ
突合作業

仮設5団地
視察

仮設4団地
視察

仮設住宅申込書
変更提案･承諾

仮設住宅
⼆次募集

仮設住宅初期改修
フロー作成

仮設住宅初期改修
チラシ作成

仮設住宅
⼊居者説明会

益城町から
協⼒要請

DRI Survey Report No.46, 2016 

益城町内における活動(応急仮設住宅)

初期改修案
作成

初期改修
評価

熊本県初期改修依頼

仮設住宅⼊居の流れ
⼊居者
募集 抽選 ⼊居者

決定 ⼊居⼊居者説明会
鍵渡し

住まい⽀援チーム

JRAT
対応個⼈票

番地決定前
スロープが必要なケース

保健師・DCAT

仮設住宅初期改修等の要望

復興課

改修案提出

JRAT
益城町役場隊

仮設住宅⼊居と初期改修の流れ

⼊居者説明会
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仮設住宅申込書の変更提案
１．早期に本部⽴ち上げ、各本部機能の役割分担

活動部隊の調整
１）のべ活動隊数︓554隊
２）のべ避難所⽀援者⼈数1774名

Dr:354名，PT:832名，OT:373名，ST:122名，
Ns:86名，その他:7名

３）現地ロジのべ⼈数︓765名
４）東京ロジのべ⼈数︓346名
５）避難所訪問のべ回数︓1891回

２．エコノミークラス症候群、⽣活不活発病に対する予防活動
３．避難所(⼀次、⼆次、福祉)の環境評価、整備⽀援
４．福祉⽤具、歩⾏補助具等の適⽤と配布
５．必要に応じ個別リハビリを提供
６．応急仮設住宅の初期改修
７．その他できそうなことなんでも…

熊本地震におけるJRAT⽀援活動まとめ

① 熊本地震における保健師とJRATとの連携
② ⾃治体保健師と熊本県復興リハビリテーションセンター
③ 次の災害に備える

TODAYʼs CONTENTs

避難所 仮設住宅
リハビリテーションの視点からの

指導･助⾔

◆JRAT
(⼤規模災害リハビリテーション
⽀援関連団体協議会)

その他の⽀援団体

避難者の⽣活の活動性を⾼める⽀援

✔介護予防に資する運動体操
✔⾃主グループの育成
✔興味・関⼼アセスメントに基づくアクティビティプログラム

巡
回
型

常
駐
型

復興リハビリテーション活動体制

熊本地震発⽣に伴う復興リハビリテーション活動体制(熊本県HP資料)

〜5⽉頃 ６⽉ 7⽉〜3⽉ H29年4⽉〜平成30年3⽉

◆熊本県復興
リハビリテーションセンター

◆地域リハ広域⽀援センター
◆熊本地域リハビリテーション⽀援協議会構成団体

◆地域密着リハセンター

★住⺠主体の介護予防活動につながるよう⽀援する
✔介護予防に資する運動指導
✔個別訪問による仮設住宅の環境整備
✔運動機能の評価
✔アクティビティプログラムの提供
✔⾃主グループの育成
✔地域ケア会議等における助⾔や研修等を通じた活動⽀援 etc

⽣活が不活発となることの予防
介護予防事業への協⼒

熊本地震発⽣に伴う復興リハビリテーション活動体制(熊本県HP資料)

仮設住宅における復興リハビリ体制

広域リハセンター・
密着リハセンター

・仮設住宅の環境整備
・運動機能の評価
・⽇常⽣活動作の評価、指導
・技術的指導
・介護予防に資する運動体操
・アクティビティプログラムの実施

市町村(保健師)
・介護予防事業の実施主体
・⾃主グループの育成 等

包括⽀援センター
・介護予防事業の実施
・⾃主グループの育成 等

○理学療法⼠
○作業療法⼠
○⾔語聴覚⼠
○臨床⼼理⼠
○保健師
○看護師
○栄養⼠ 等

仮設住宅 住 ⺠
⺠間事業所

・介護予防に資する運動体操
・アクティビティプログラムの実施 等

○健康運動指導⼠
○保健師
○理学療法⼠ 等

関係機関・施設等
＊熊本地域リハビリテーション⽀援
協議会を構成する関係機関等
・各関係機関の専⾨性を⽣かした
活動 等

県・広域本部
・県:体制整備
・市町村等の後⽅⽀援 等

熊本県復興リハビリテーションセンター
(地域リハ⽀援センター)

・復興リハビリテーション活動に関する協議、⽅針決定
・リハビリ職等の専⾨職の派遣調整 等

被災市町村・地域包括⽀援センター等における活動準備⼿順

①調査票提出:専⾨職⼈材の派遣に係る要望書
・市町村内部での情報共有
・担当者の決定
・希望する活動内容や頻度の検討
・仮設住宅⼊居者に関する情報収集
・対象者の把握

②復興リハセンター、広域リハセンターとの打合せ
③活動開始に向けた準備

・⾃治会、⺠⽣委員、地域ボランティア等への協⼒依頼
・集会所や談話室のカギの管理者の確認
・対象者への周知

活動
①活動⽇まで
・当⽇の活動の流れ等について、復興リハセンター・広域リハセンター等と打合せ
・環境調整を依頼する場合は、対象者情報の提供

②当⽇
・活動開始前のミーティングへの参加
・復興リハ活動への参加、協⼒
・活動終了後のミーティングへの参加

準
備

・介護予防活動状況の把握
・活動内容の定期的な⾒直し

活動内容の
⾒直し

熊本地震発⽣に伴う復興リハビリテーション活動体制(熊本県HP資料)改変
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専⾨職⼈材派遣に係る要望調査
項⽬ 頻度 曜⽇・時間

1.体操や運動機能訓練に関する指導
運動や体操の指導 回/週 回/⽉ 曜⽇ 〜
運動機能訓練・運動機能評価 回/週 回/⽉ 曜⽇ 〜

2.環境調整
仮設住宅の住環境の確認・助⾔ 回/週 回/⽉ 曜⽇ 〜
福祉⽤具の相談・助⾔ 回/週 回/⽉ 曜⽇ 〜

3.相談・対応 回/週 回/⽉ 曜⽇ 〜
4.出前講座 回/週 回/⽉ 曜⽇ 〜
5.地域ケア会議等における助⾔

リハビリテーション等専⾨職からの助⾔ 回/週 回/⽉ 曜⽇ 〜

6.その他 回/週 回/⽉ 曜⽇ 〜
熊本地震発⽣に伴う復興リハビリテーション活動体制(熊本県HP資料)改変

圏
域 医療機関名

１

熊
本

中央︓江南病院

2 東︓熊本託⿇台リハビリテーション病院

3 ⻄︓⻘磁野リハビリテーション病院

４ 南︓にしくまもと病院

５ 北︓熊本機能病院

６
宇
城

介護⽼⼈保健施設あさひコート

７ 宇城総合病院

８ 済⽣会みすみ病院

９ 有
明 有明成仁病院

10 ⿅
本 ⼭⿅温泉リハビリテーション病院

11 菊
池 熊本リハビリテーション病院

12 阿
蘇 阿蘇温泉病院

13
上
益
城

リハビリテーションセンター 熊本回⽣会病院

14 ⼋
代 熊本労災病院

15 芦
北 国保⽔俣市⽴総合医療センター

16 球
磨 介護⽼⼈保健施設リバーサイド御薬園

17 天
草 天草中央総合病院

H28年地域リハビリテーション広域⽀援センター

球磨

⼋代

宇城

芦北

天草

上益城

阿蘇
菊池

⿅本有明

熊本

1

1

17

23
5

6
78

9

16
15

14

12

10

11

134

リハ専⾨職等の仮設住宅への派遣

熊本地震発⽣に伴う復興リハビリテーション活動体制(熊本県HP資料)

健康福祉部
⻑寿社会局
認知症対策・
地域ケア推進課

① 熊本地震における保健師とJRATとの連携
② 地域保健師と熊本県復興リハビリテーションセンター
③ 次の災害に備える

TODAYʼs CONTENTs

⼤規模災害リハビリテーション対応マニュアル改変

地域⽣活⽀援期(復興期)

準備期

静穏期

発災期

⽣活⽀援期(復旧期)

活動⽀援期

初動対応期

予防期

計画
教育・研修

介護福祉⽤具の備蓄

災害リハビリテーション・サイクル

(6カ⽉〜1年)

(２カ⽉〜6カ⽉)

(4⽇〜1カ⽉末)

(〜72時間、3⽇)

創造的復興から逆算し対応

地域リハビリテーション
推進会議

（実施主体︓県）

・⽅針の決定
・県リハ、広域リハの指定

・研修会の開催 ・連絡協議会の開催 ・運動器機能評価システムの運⽤

委託

相談

１ 地域リハビリテーションの効果的な⽀援
・研修会の開催 ・出張相談(派遣調整) ・連絡会議の開催

２ 市町村の地域⽀援事業への効果的な⽀援
３ その他、地域リハビリテーションの推進に必要な業務

指定(⼀部委託)

相談

⽀援

市町村・地域包括⽀援センター・介護サービス事業所など

１ 地域リハビリテーションの効果的な⽀援
広域リハセンターが開催する研修会、連絡会議への協⼒

２ 市町村の地域⽀援事業への効果的な⽀援
３ その他、地域リハビリテーションの推進に必要な業務

相談

⽀援

⽀援・相談

地域密着リハビリテーションセンター

今後の地域リハビリテーション推進体制(熊本県)

地域リハビリテーション広域⽀援センター
（県内17箇所の病院・⽼健を指定、委託）

熊本県地域リハビリテーション⽀援センター
（熊本地域リハビリテーション⽀援協議会へ委託）

⽀援

委託

熊本県HP 資料
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災害時のリハビリテーション専⾨職との連携
〜平時からの保健所・保健師との体制作り〜

国⽴病院機構東名古屋病院
理学療法⼠
浅野直也

平時の保健師とリハビリ専⾨職の連携
• 地域ケア会議への参加

多職種での地域医療の検討

• リハビリテーション情報センター事業
⾏政からの総合事業の依頼

予防︓介護、認知症、転倒、関節痛、呼吸器疾患、がん

DMAT

JRAT

仮
設
住
宅

借
り
上
げ
住
宅

PT
OT
ST

住⺠の健康管理や避難所・仮設住宅・仮設住宅の
情報には保健師さんも関わっており連携が必要

JRAT構成団体

⽇本リハビリテーション医学会
⽇本理学療法⼠協会
⽇本作業療法⼠協会
⽇本⾔語聴覚⼠協会
⽇本リハビリテーション病院・施設協会
回復期リハ病棟協会
全国デイ・ケア協会
⽇本訪問リハビリテーション協会
全国地域リハ⽀援事業連絡協議会
全国地域リハビリテーション研究会
⽇本介護⽀援専⾨員協会
⽇本義肢装具⼠協会
⽇本義肢装具学会

災害に関わる保健師とリハビリ専⾨職との関わり
•・

厚⽣労働省︓⼤規模災害時の保健医療活動に係
る体制の整備について（2017年）

保健師と連携が取れた災害
・常総市⽔害
・熊本地震
・広島⼟砂災害

⻑野県神代断層地震
（⼩⾕村）

北九州豪⾬
（東峰村）

保健師による災害時の
保健活動
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リハビリ専⾨職が平時から災害に対応す
る連携を保健師ととれているか︖

almost no

何故とれていないのか︖
• 保健師活動を理解不⼗分

• リハビリ専⾨職の災害時の活動⽅針が不明確

被災直後のリハビリの5原則
• それまで⾏ってきたリハ医療を守ること

• 避難所などでの廃⽤症候群を予防すること

• 新たに⽣じた各種障害へ対応すること

• 異なった⽣活環境での機能低下に対する⽀援をすること

• ⽣活機能向上のための対応をすること

上⽉正博︓⼤規模災害リハビリテーション対応マニュアル

リハビリ専⾨職によるリハビリ活動
• ⽣活不活発病予防

環境調整、集団体操
• 福祉⽤具活⽤による活動範囲の拡⼤の促進

歩⾏の獲得、基本動作の⾃⽴化
• リハビリを継続する必要性のある住⺠・避難者の発掘と搬送準備
• 障害者に対してのアドバイス
• 各種予防の指導と啓蒙

• 他職種との連携と情報の提供
• 保健活動のバックアップ

効率的に連携をするには
• ⾏政への災害時リハビリ窓⼝の設置

リハビリテーション情報センターに近いリハビリテーション災
害窓⼝の設置（会議の開催・合同訓練・・・）

• 各研修や学会に参加し共通⾔語の獲得

• 災害時対応を含めた⾏政リハビリ専⾨職の配置
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理学療法⼠会員動向 （2017年3⽉）

医療施設 医療福祉中間施設 ⽼⼈福祉施設 介護保険法関連施設 ⾝体障害者福祉施設
児童福祉施設 知的障害者福祉施設 障害者⾃⽴⽀援施設 教育・研究施設 ⾏政関係施設
健康産業 その他 不明 海外 ⾃宅

理学療法⼠が
⾏政に直接か
かわっている
会員の割合は
全体の0.3％

災害で必要とされる知識 リハビリ専⾨職の⽇常⾏われる業務
災害医療とは 評価
準備・個⼈装備・医療資機材 治療
指揮・安全 訪問
情報伝達 予防
評価 研究
トリアージ 管理・運営
治療
搬送
撤収
ロジスティック

解離している

リハビリ専⾨職のスキルアップのための研修等
• 医療チームとして

－DMAT、DPAT、JDR
• 団体として

－医師︓災害・救急講座、JMAT
－看護師︓災害看護、災害⽀援ナース、災害看護学会
－薬剤師︓災害医療薬剤師学会、PhDLS
－リハビリ専⾨職︓︖

• 災害医療研修︓JIMTEF（国際医療技術財団）
• ⽇本災害医療ロジスティクス研修︓岩⼿医⼤
• 国際緊急援助隊医療チーム 導⼊研修︓JICA
• DMAT隊員養成研修（災害拠点病院に限る）
• 第53回⽇本理学療法学術研修⼤会in茨城2018︓災害時の理学療法技能

まとめ
• ⾏政への災害時リハビリ窓⼝の設置

• 相互関係における業務・体制の理解

• 災害時対応を含めた⾏政リハビリ専⾨職の配置

リハビリ
専⾨職・団体

保健師
連携

情報共有・活動協⼒

御清聴ありがとうございました
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研究組織 

 

分担事業者 

  中村 春基 日本作業療法士協会 会長 

  半田 一登 日本理学療法士協会 会長 

 

事業担当者 

香山 明美 日本作業療法士協会 副会長 

斉藤 秀之 日本理学療法士協会 副会長 

 

事業協力者 

浅野 直也 国立病院機構東名古屋病院 

小早川 義貴 国立病院機構災害医療センター 

清水 兼悦 札幌山の上病院 

清水 順市 東京家政大学 

染谷 和久 医療法人真正会 霞ヶ関南病院 

戸松 好恵 堺市健康福祉局健康部健康医療推進課 

成松 義啓 高千穂町国民健康保険病院 

本多 めぐみ 茨城県筑西保健所 

渡邉 忠義 あさかホスピタル 

吉井 智晴 東京医療学院大学 

  

 アドバイザー 

只野 里子 宮城県仙南保健所 

 

事務局 

上 梓   日本作業療法士協会 

谷津 光宏 日本作業療法士協会 

吉倉 孝則 日本理学療法士協会 

戸塚 満久 日本理学療法士協会 
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平成２９年度 地域保健総合推進事業 
 

「災害時リハ支援対応に向けた行政理学療法士・作業療法士の課題と役割 
‐平時からの保健所・保健師等との体制づくりへの提言」 
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